
施策

番号
施策内容 担当省庁 「進捗状況」及び「今後の予定」

2

国内外で日本語学習者が増加する中、日本語教育を担う人材の育成が急

務となっていることから、専門性を有する日本語教育人材の確保と日本

語教育全体の質の向上を図る必要がある。このため、「日本語教育人材

の養成・研修の在り方について（報告）改定版」（平成31年（2019年）

３月文化審議会国語分科会）を踏まえ、地域日本語教育コーディネー

ターや、就労者等に対する日本語教師の養成・研修プログラムの充実・

普及を一層推進するとともに、同報告で示された日本語教師の養成に求

められる「必須の教育内容」の円滑な実施のために、共通に活用できる

ＩＣＴ教材の開発・普及を進める。

〔文部科学省〕《施策番号２》【ロードマップ２】

文部科学省

【養成・研修プログラムの充実・普及について】

日本語教育人材に求められる資質・能力を身に付けるために実施する優良な研修プログラムを支援することにより、「日本語教育人材の養成・研修

の在り方について（報告）改定版」（平成31年（2019年）３月文化審議会国語分科会）の円滑な普及を促すとともに、日本語教育人材の資質・能

力の向上を図ることを目的とし、現職日本語教師研修プログラム普及事業を行っている。引き続き、日本語教師の養成・研修プログラムの充実・普

及を推進していく。

【教材等について】

生活場面に応じた日本語を自習できる日本語学習教材「つなひろ」を令和２年６月に公開し、コンテンツの充実を図っている。引き続き、「つなひ

ろ」のコンテンツの充実等について検討する。

外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（令和５年度改訂）進捗状況

1

就労者も含めた地域で生活する外国人に対し生活する上で必要となる日

本語教育を行うため、日本語教育の推進に関する法律に基づく地方公共

団体の基本方針の作成を促し、地域における日本語教育の促進及び水準

の向上を図る。

また、都道府県等が、日本語教育機関、企業、民間支援団体等の関係機

関と有機的に連携し、日本語教育環境を強化するための総合的な体制づ

くりを着実に推進するとともに、市区町村が都道府県等と連携して行う

日本語教育を含めて支援する。

さらに、都道府県等の「日本語教育の参照枠」を参照したカリキュラム

の立案や地域の日本語教育プログラムの編成、教材等の作成、研修の実

施を支援するほか、先進的な取組を行うＮＰＯ等への支援を実施する。

〔文部科学省〕《施策番号１》【ロードマップ１、２】

文部科学省

地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業として、都道府県・政令指定都市等が、関係機関等と有機的に連携しつつ行う、日本語教育環境を強

化するための総合的な体制づくりを推進し、生活者としての外国人の日本語学習機会の確保を図っている。

日本語教育の推進に関する法律に基づく国の基本方針が令和２年６月に閣議決定されたことを踏まえ、地方公共団体に対して、国の基本方針の策定

の周知及び本方針を踏まえた取組の実施に努めるよう通知で依頼した。都道府県の基本方針の作成状況については、令和２年以降、年度ごとに作成

状況の調査を行い、把握に努めている。先進的な作成事例についても紹介し、作成を推進している。

また、都道府県・市区町村等の日本語教育の担当者を対象とし、各域内における日本語教育施策等の企画・立案能力の育成・向上を目的として、令

和６年２月に研修を行い、「日本語教育の参照枠」の活用に向けた情報提供をするとともに、都道府県等による地域日本語教育の総合的な体制づく

りや基本方針策定についても事例を紹介し、さらに取組を推進した。

加えて、地域日本語教育の優良事例等の情報共有と意見交換、地方公共団体の基本的な方針の作成の周知と依頼を行うため、都道府県・政令指定都

市の日本語教育担当者等を対象とする連絡会議（令和５年10月）等を開催した。

「生活者としての外国人」のための日本語教育事業地域日本語教育実践プログラムとして、日本国内に定住している外国人等を対象とし、日常生活

を営む上で必要となる日本語能力等を習得できるよう、ＮＰＯ法人等が行う各地域における日本語教育に関する優れた取組を支援しており、今後も

継続的に支援を実施する。

地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業として、引き続き、生活者としての外国人の日本語教育環境の強化をするための都道府県等の総合的

な体制づくり、地域日本語教育の実施を着実に推進し、日本語学習機会の確保を図る。

また、令和４年11月に文化審議会国語分科会が取りまとめた「地域における日本語教育の在り方について（報告）」を踏まえ、日本語教育の機会の

提供だけでなく質の向上を図る取組についても推進する。

令和６年３月末時点
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外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（令和５年度改訂）進捗状況 令和６年３月末時点

3

国内外における日本語教育の水準の向上のため、日本語の習得段階に応

じて、求められる日本語教育の内容及び方法に関する共通の指標として

作成された「日本語教育の参照枠」に示された日本語教育の内容（言語

能力記述文：Can doという。）やレベル尺度等に対応した各分野別の教

育モデルを開発する。また、日本語教育プログラムの開発実績を有する

日本語教育機関により、「参照枠に基づくカリキュラム及び教材・評価

手法等」を開発することにより、多様な学習目的に応じた教育内容と評

価方法等を整備し、日本語教育の水準の向上を図る。

〔文部科学省〕《施策番号３》【ロードマップ２、３（再掲：12）】

文部科学省

「日本語教育の参照枠」の普及のために、令和３年10月に文化審議会国語分科会で取りまとめられた「日本語教育の参照枠（報告）」を活用した教

育モデル開発事業を令和４年度から実施し、「生活」・「留学」・「就労」の各分野１団体ずつ採択をし、事業を開始している。全団体２か年計画

の下、事業を進めており、令和６年３月に開発したモデルカリキュラムの成果報告会の実施及びモデルカリキュラムに係る成果報告書の提出が行わ

れた。成果報告書は文化庁HPに掲載し、モデルカリキュラム及び評価手法について普及を図っていく。令和６年度からは令和５年度までに開発され

た教育モデルの普及を図る取組（研修等）を実施予定である。

4

日本語教室空白地域の解消の推進のため、空白地域の市区町村に対する

教室開設のためのアドバイザー派遣とともに日本語教室の開設・安定化

に向けた支援を行う。また、日本語教室開設に向けたセミナーや研究協

議会を開催する。さらに、日本語教室の設置が困難な地域に住む外国人

等が、生活場面に応じた日本語を自習できるＩＣＴ教材（日本語学習サ

イト「つながるひろがる　にほんごでのくらし」（通称：つなひろ））

を現在17言語開発して提供しているが、本サイトを18言語に増やすとと

もに、外国人が生活していく上で必要となる日本語能力を着実に身に付

けられるよう「日本語教育の参照枠」を踏まえた生活場面の追加等を行

う。

〔文部科学省〕《施策番号４》【ロードマップ２、５、８】

文部科学省

【日本語教室の開設・安定化に向けた支援について】

「生活者としての外国人」のための日本語教室空白地域解消推進事業地域日本語教育スタートアッププログラムとして、日本語教室が開催されてい

ない空白地域に居住している外国人への日本語学習機会提供を目的として、日本語教室を開催したいと考えている地方公共団体に日本語教育の専門

家をアドバイザーとして派遣し、日本語教室の開設を促進している。

加えて、日本語教室の開設に向けて取り組んでいる地方公共団体を対象に日本語教室開催に係る先進事例等を紹介する空白地域解消推進セミナーを

令和５年10月に開催し、令和５年11月には日本語教室開催に取り組もうとする地方公共団体を対象に意見交換の場としての研究協議会を開催した。

引き続き、「生活者としての外国人」のための日本語教室空白地域解消推進事業地域日本語教育スタートアッププログラムとして、日本語教室が開

催されていない空白地域に日本語教育の専門家をアドバイザーとして派遣するなど、日本語教室の開設・安定化に向けた取組を支援する。

【ＩＣＴ教材について】

日本語教室の設置が困難な地域に住み、日本語教室に通うことができない外国人等のために、令和２年６月に公開した日本語学習サイト「つながる

ひろがる　にほんごでのくらし」（通称：つなひろ）のコンテンツの充実を図っている。令和５年度はフランス語を追加して18言語対応にするとと

もに、生活場面の40動画を追加して公開している。さらに、本サイトの普及のため、宣伝動画や使い方ガイドブック等を作成して公開している。

引き続き、日本語学習サイト「つなひろ」について「日本語教育の参照枠」に対応した内容の検討及びコンテンツの充実を図る予定である。
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文部科学省

法務省

6

総合的な支援をコーディネートする人材の役割等に関する検討会の検討

結果報告書（令和５年（2023年）４月）に基づき、有識者等の意見を踏

まえ、生活上の困りごとを抱える外国人を適切な支援につなげることの

できる人材を育成するための研修の内容及び研修修了者の配置促進策並

びに専門性の高い支援人材の認証制度の在り方等について検討する。

〔法務省〕《施策番号６》【ロードマップ４（再掲：30、65、86）】

法務省

令和５年度においては、令和４年度の検討結果に基づき、有識者等の意見を踏まえ、令和６年度から実施するコーディネーター研修の内容及び研修

修了者の配置促進等について検討することとされているところ、令和５年７月以降、有識者と出入国在留管理庁職員を構成員とする（総務省、文部

科学省及び厚生労働省の職員がオブザーバー参加）「外国人支援コーディネーターの養成の在り方等に関する検討会」及び「外国人支援コーディ

ネーター研修カリキュラム等策定会議」を開催し、検討を実施した。

令和５年度末に報告書を取りまとめたところ、次年度は、当該報告書をもとに、養成研修を実施するとともに、国家資格制度等に関する調査研究を

実施する予定。

7

有識者等の意見を踏まえ、生活オリエンテーション（生活ルールやマ

ナー等日本で生活するために必要な基本的な情報の提供、初歩的な日本

語学習）動画の作成・配信並びに地方公共団体や受入れ機関等において

当該動画の活用を促進するための取組について順次検討を進める。

〔法務省〕《施策番号７》【ロードマップ６（再掲：72、89）】

法務省

令和４年度において検討された方針に基づき、生活ルールやマナー等日本で生活するために必要な情報の提供、初歩的な日本語学習、社会制度等の

知識等の内容を盛り込んだ生活オリエンテーション動画を令和５年度に作成し、配信を開始した。

また、当該動画について、地方公共団体及び受入れ機関等に対し、周知・広報を行い、動画の活用を促進した。令和６年度においては、生活・就労

ガイドブックと連携した当該動画の広報、活用方法の周知等の取組を進める。

8

地方公共団体に対し、生活オリエンテーションに係る地方財政措置の周

知を行い、外国人の社会へのスムーズな定着を支援する。

〔総務省〕《施策番号８》【ロードマップ７（再掲：73）】

総務省
会議等の場において、生活オリエンテーションに係る地方財政措置について地方公共団体職員に対して説明を行った。（計10回）

引き続き、上記により、外国人の社会へのスムーズな定着の支援に向けた取組を行う。

5

令和５年（2023年）の通常国会で成立した「日本語教育の適正かつ確実

な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律」に基づき、

日本語教育機関の認定制度及び日本語教師の資格制度を整備することに

より、日本語教育機関の日本語教育水準の維持向上と日本語教師の能力

及び資質の向上を図り、もって我が国に居住する外国人が日常生活及び

社会生活を国民と共に円滑に営むことができる環境の整備に寄与する仕

組みを構築する。

「日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定

等に関する法律」の確実な実施を図るため、制度の詳細や運用について

検討するとともに、日本語教育情報を一元的に発信する多言語情報発信

サイトの整備、日本語教師の試験実施等に必要なシステムの検証など、

日本語教育機関における日本語教育に対する支援等について検討を進

め、必要な措置を講ずる。

〔文部科学省、法務省〕《施策番号５》【ロードマップ２、11】

【文部科学省、法務省】

「日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律」の成立を受けて、文化審議会国語分科会日本語教育小委員

会において検討を行い、令和５年（2023年）中に政省令等を策定し、令和６年（2024年）１月から関係者への周知を行った。

今後は、同法に基づき、日本語教育機関の認定に係る申請を同年５月から開始するとともに、同年内に日本語教員試験の本試験を実施し、日本語教

員の登録を開始する。

さらに、これらの制度の確実な実施を図るため、令和６年度（2024年度）予算において、①日本語教員試験実施業務、②日本語教育機関認定法ポー

タルの構築及び運用・保守業務、③登録日本語教員の経過措置に係る経験者講習実施業務等を実施することとしている。
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9

日本国内での生活・就労に必要な日本語能力を、外国語能力判定の国際

標準を踏まえつつ確認できるテストとして、独立行政法人国際交流基金

において、日本語能力試験（ＪＬＰＴ）の開発・実施で培った知見を活

用して新たに開発したＣＢＴ（Computer Based Testing）形式による

「国際交流基金日本語基礎テスト（ＪＦＴ－Basic）」を、技能試験の実

施状況や人材受入れのニーズ等を踏まえ実施を推進する。

〔外務省〕《施策番号９》【ロードマップ９】

外務省

「特定技能１号」で在留する外国人に求める日本語能力として法務省が示した水準に達しているか否かを判定するＣＢＴ方式の国際交流基金日本語

基礎テスト（ＪＦＴ－Basic）を開発し、平成31年４月から継続して実施している。令和６年３月末までに、モンゴル、インドネシア、カンボジ

ア、フィリピン、ミャンマー、ネパール、タイ、インド、スリランカ、ウズベキスタン、バングラデシュ及び日本国内で実施した（令和６年３月末

時点の受験者数累計は103,183人、合格者数累計は44,060人）。今後も、既実施国に加え、試験実施環境が整った国において順次実施する。

10

「特定技能」の在留資格に基づく外国人材の受入れに当たって必要とな

る日本語教育を現地で効果的に行えるようにするため、独立行政法人国

際交流基金が作成した、言語教育・評価の国際標準に準拠した「ＪＦ日

本語教育スタンダード」を活用しつつ、成人教育を念頭においたカリ

キュラムと教材「いろどり 生活の日本語」の開発及び普及を進める。

〔外務省〕《施策番号10》【ロードマップ９】

外務省

国際交流基金においては、日本での生活場面で求められる基礎的な日本語コミュニケーション力をCan-do Statements（「～できる」という課題遂

行力を表す形）で記述した、「ＪＦ生活日本語Can-do」を開発し、令和元年８月末に公開した。また、「特定技能」を始めとして就労のために来日

する外国人が、来日後の当面の生活に支障を来さない程度の日本語能力を習得できる教材として、「ＪＦ生活日本語Can-do」に基づく『いろどり

生活の日本語』（日英併記）を作成、入門・初級１・２をインターネット公開済み。その後、日本語試験実施対象国等の言語版の作成を進め、令和

６年３月末までに17言語を公開したほか、利用者に役立つ付属教材・資料も制作・公開した。さらに、『いろどり』をもとにしたeラーニングコー

ス「いろどり 日本語オンラインコース」について、入門（日英版）、初級１・２（日英版、８言語版）に続き、入門（８言語版）を令和５年５月に

公開した。

引き続き、『いろどり 生活の日本語』について、日本語試験実施対象国等の言語版や利用者に資するコンテンツの作成と、各国においてオンライン

セミナー等の普及活動を実施する。さらに、「いろどり 日本語オンラインコース」について、日本語試験実施対象国等の言語版の作成を進める。

11

現地語を使いながら日本語を教えることができる現地教師の確保・拡大

が不可欠であることから、日本から日本語教育の専門家を派遣し、開発

したカリキュラムと教材を活用しつつ、効率的・効果的な日本語教育活

動が可能な現地教師の育成を進める。

〔外務省〕《施策番号11》【ロードマップ９】

外務省

国際交流基金では、人材受入れのニーズが高い国に日本語教育専門家を長期派遣し、現地教師を対象に、新教材『いろどり 生活の日本語』やeラー

ニングコース「いろどり 日本語オンラインコース」を活用した教授方法や各地の状況を踏まえた助言・指導等を、令和元年度から継続して行ってい

る。また、現地日本語教師の訪日研修について、令和５年度には実施対象国を８か国から15か国へと拡大のうえ、現地教師に対する集中的な研修を

実施した。

引き続き、日本語教育専門家を派遣しての現地教師への助言・指導等の活動と、現地日本語教師の訪日研修を、招へいによる対面研修に加えて、オ

ンライン研修も活用しながら実施する。

12

各国において外国人が日本語を学べる場を増やすことを目的として、現

地の日本語教育機関の活動に対して支援（教材調達、教師の確保等）す

るとともに、現地教師の日本語の会話能力の向上をサポートし、日本語

教育の質を上げるため、日本人支援要員を養成・派遣し教育機関への巡

回指導・支援を進める。

〔外務省〕《施策番号12》【ロードマップ９】

外務省

国際交流基金では、人材受入れのニーズが高い国の日本語教育機関の活動に対する支援を、令和元年度から継続して行っている。また、人材受入れ

のニーズが高い国に日本人支援要員（生活日本語コーディネーター）を長期派遣し、ＪＦＴ－Basicや日本語教材等の普及、現地日本語教育機関の訪

問調査・指導を、令和元年度から継続して行っている。

引き続き、日本語教育機関の支援事業及び日本人支援要員による普及・支援活動を実施する。



施策

番号
施策内容 担当省庁 「進捗状況」及び「今後の予定」

外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（令和５年度改訂）進捗状況 令和６年３月末時点

13

日本への入国・在留者が増加している東南アジア諸国に加え、他の国々

においても、将来にわたって、我が国における生活・就労を希望する外

国人材が輩出されるよう、独立行政法人国際交流基金の日本語教育事業

を通じて、より多くの国で日本語教育基盤の強化を図るほか、我が国の

文化及び社会の魅力発信や交流のための取組を推進する。

〔外務省〕《施策番号13》【ロードマップ９】

外務省

国際交流基金は、東南アジア以外の国々においても、これまでの事業成果を踏まえ、各国の日本語教育基盤に資する事業の実施、世界中の日本語学

習者が利用可能な学習教材や信頼性の高い総合的な能力評価のための試験の提供等を、継続して実施している。また、日本語パートナーズ派遣事

業、海外における日本映画祭等その他の文化交流事業により、対日関心の喚起と日本理解の推進に取り組んでいる。

引き続き、日本語教育専門家の派遣や訪日研修による各国の日本語教師育成を進めるとともに、101か国(地域)355の日本語教育機関とのネットワー

クを通じて各国の日本語教育基盤強化を図る。また、日本語パートナーズ派遣事業、公演や展示、映画祭等の多様な文化交流事業の実施を通じ、対

面とオンライン双方の強みを生かして日本の魅力を発信する。

14

現行の日本語教育の環境整備に関する施策の実施状況を踏まえ、更なる

日本語教育環境の整備の必要性等について検討する。

〔法務省等関係省庁〕《施策番号14》【ロードマップ10】

法務省

関係省庁と連携しながら、現行の施策の実施状況、日本語教育の実施状況の現状把握に努めている。

引き続き、関係省庁と連携しながら、日本語教育の実施状況の現状把握に努めるとともに、「日本語教育の推進に関する法律」に基づく取組や「日

本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律」の施行状況等を踏まえ、更なる日本語教育環境の整備の必要性

等について検討を進める。

15

放送大学において、外国人向けの基礎的な日本語講座のオンライン配信

やアーカイブ放送を全国的に行い、日本語学習の機会を提供する。

〔文部科学省〕《施策番号15》

文部科学省

過去に放送大学で開講していた授業科目「日本語基礎A」を再編集し、BS231chにてアーカイブ放送を令和元年度より開始した。令和５年度におい

ても継続している。

また、新型コロナウイルス感染症に関する情報をまとめた「新型コロナウイルス流行の中で～放送大学教員からのメッセージ（総集編）」の英語・

ベトナム語字幕版を作成し、令和２年度よりYouTubeに掲載している。

さらに、外国人留学生の視聴も念頭にＪＩＣＡと共同で制作した日本の近代史を解説する「日本の近代化を知る」及び「続・日本の近代化を知る」

をBS231chで放送した。

16

我が国を訪れる外国人が日常生活、職場等で使用できる日本語を学習で

きるよう、日本放送協会（ＮＨＫ）が、提供する日本語教育コンテンツ

について、対象言語の拡大や過去のコンテンツの有効利用の促進、ウェ

ブサイトの充実等を進める。また、関係機関（在外公館、地方公共団

体、教育機関、関係省庁等）において、必要に応じ当該コンテンツの利

用拡大に向けて、我が国を訪れる外国人等に対し周知を実施する。

〔総務省等関係省庁〕《施策番号16》

総務省

ＮＨＫにおいて、引き続き、ラジオ・テレビ・インターネットを通じて、日本語会話の初級講座「やさしい日本語」や職場で使える「Easy

Japanese for Work」等を複数言語で放送・配信するとともに、漢字にふりがなを振るなど、わかりやすい日本語のみを使用したニュースサイト

「NEWS WEB EASY」等を提供中である。

令和６年度以降についてもＮＨＫにおいて、引き続き日本語教育コンテンツの充実に向けて取組を推進していく。



施策

番号
施策内容 担当省庁 「進捗状況」及び「今後の予定」

外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（令和５年度改訂）進捗状況 令和６年３月末時点

17

関係省庁・関係機関が連携して日本語教育を総合的に推進していくため

の会議の開催や、日本語教育に関するポータルサイト（ＮＥＷＳ）の運

用等、日本語教育の基盤的取組の更なる推進を図る。

〔文部科学省〕《施策番号17》

文部科学省

日本語教育機関が持っている日本語教育に関する教材、カリキュラム、報告書、論文、施策資料等を共有し、活用してもらうために、これらの日本

語教育コンテンツを横断的に検索できる情報検索サイトである「ＮＥＷＳ」（日本語教育コンテンツ共有システム）の運用及び新規コンテンツの登

録を都度行っている。また、令和５年２月には、ホームページを見る時に閲覧者が使用している端末の言語設定に合わせて、システムの内容を自動

で翻訳する機能を導入することで、多言語による情報発信を図った。

引き続き、「日本語教育コンテンツ共有システム（ＮＥＷＳ）」の運用により、日本語教育関係のコンテンツや情報を公開する。

18

学校における日本語指導の基本的な指導内容・指導方法を示した手引に

ついて周知・活用を図るとともに、同手引の内容を踏まえて作成した教

師・支援者向け研修動画や「外国人児童生徒等教育アドバイザー」を活

用し、学校における体系的な日本語指導に関する研修の充実を図る。

〔文部科学省〕《施策番号18》【ロードマップ13】

文部科学省

学校における日本語指導の基本的な指導内容・指導方法を示した手引きについて周知・活用を図り、教師・支援者向け研修動画や「外国人児童生徒

等教育アドバイザー」を活用した。引き続き、手引きや研修動画の活用や「外国人児童生徒等教育アドバイザー」の自治体への派遣により、学校に

おける体系的な日本語指導に関する研修の充実を図る。

19

令和５年度(2023年度)から導入された日本語指導の「特別の教育課程」

を編成・実施している事例を収集し、周知・普及を図る。

〔文部科学省〕《施策番号19》【ロードマップ14（再掲：49）】

文部科学省
令和５年度（2023年度）から導入した日本語指導のための「特別の教育課程」を編成・実施している事例を収集し、周知・普及を図った。引き続

き、事例の周知・普及を図る。



施策

番号
施策内容 担当省庁 「進捗状況」及び「今後の予定」

外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（令和５年度改訂）進捗状況 令和６年３月末時点

21

在留外国人の置かれている状況及び在留外国人が抱える職業生活上、日

常生活上、社会生活上の問題点を的確に把握することを目的とした「在

留外国人に対する基礎調査」について、共生施策の企画・立案により資

するものとなるよう、これまで実施した調査の結果や実施方法等につい

て点検し、その結果を踏まえて、調査を実施する。また、外国人に関す

る共生施策についての日本人の意識や考えを把握するため、外国人との

共生に関する意識調査を実施する。これらの調査によって得られた結果

について、関係省庁に共有し、共生施策の企画・立案・実施に適切に反

映させていく。

〔法務省〕《施策番号21》【ロードマップ15（再掲：66、76）】

法務省

【在留外国人に対する基礎調査】

これまでの「在留外国人に対する基礎調査」の結果や実施方法等について検討し、その結果を踏まえて、令和５年10月に、「令和５年度在留外国人

に対する基礎調査」として、生活上の困りごとについて相談を行った際に生じた困りごと等について在留外国人に調査したほか、新たに外国人を受

け入れている機関等に対しても所属外国人からの相談対応にフォーカスした調査を行った。その結果については令和６年３月までに取りまとめ、公

表及び関係省庁への共有を行った。

【外国人との共生に関する意識調査】

令和５年10月に調査を実施し、令和６年３月までに調査結果の取りまとめ・公表を行うとともに、関係省庁に共有した。

今後はこれらの結果を基に、共生施策の企画・立案・実施に適切に反映させていく。

【関係者ヒアリング】

令和５年度においては、９回（大阪国際交流センター、島根県・しまね国際センター、江戸川区、全国民生委員児童委員連合会、ＪＡＮＩＣ多文化

共生ワーキンググループ、三重県・三重県国際交流財団、神戸市・神戸国際コミュニティセンター、可児市国際交流協会、外国人高齢者と介護の橋

渡しプロジェクト代表木下貴雄氏）のヒアリングを実施し、関係省庁にもヒアリング結果を共有した。

今後も引き続き、幅広い関係者から意見を聴取し共生施策の企画・立案・実施に反映させていく。

【出入国管理行政懇談会】

地方出入国在留管理局において、出入国在留管理行政懇談会を29回実施し（令和６年３月31日現在）、その結果を踏まえて今後の開催方針等を検討

している。

【御意見箱】

「御意見箱」を通じて国民及び外国人から聴取した意見について、定期的にその結果を取りまとめ、共生施策の企画・立案・実施に反映させるた

め、関係省庁に共有した。

今後も引き続き、聴取した意見を関係省庁に共有するとともに、共生施策の企画・立案・実施に反映させていく。

【外国人の受入れ環境整備のための体制整備】

外国人の受入れ環境整備として、令和５年度において、出入国在留管理庁在留管理支援部在留支援課に支援企画官を新設した。

また、東京出入国在留管理局に審査監理官及び統括審査官（相談業務調整担当）を増設したほか、名古屋出入国在留管理局及び大阪出入国在留管理

局に在留支援部門を新設した。

20

出入国在留管理庁が実施している関係者ヒアリング、各地方出入国在留

管理局が開催している「出入国在留管理行政懇談会」等において、引き

続き地方公共団体、企業、外国人支援団体等幅広い関係者から、外国人

に関する共生施策の企画・立案に資する意見を聴取する。また、出入国

在留管理庁ホームページに設置している共生施策に係る意見を多言語で

受け付ける「御意見箱」等を通じ、外国人個人からも意見を聴取する。

これらの取組により得られた意見について、共生施策の企画・立案・実

施に適切に反映させていくこと及び地方公共団体等への支援・連携強化

や全国の共生施策に係る取組の情報共有等、外国人の受入れ環境整備に

向け、人的体制の整備を図ることで、出入国在留管理庁の外国人材の受

入れ環境整備に係る総合調整機能を強化し、引き続き、十全に発揮して

いく。

〔法務省〕《施策番号20》【ロードマップ15（再掲：66、76）】

法務省



施策

番号
施策内容 担当省庁 「進捗状況」及び「今後の予定」

外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（令和５年度改訂）進捗状況 令和６年３月末時点

22

地域において外国人の支援に携わる人材・団体（外国人支援者）の育成

を図るべく、外国人に対する生活ガイダンスの実施・各種行政手続に関

する情報提供、住宅の確保、生活に必要な日本語の習得の支援、外国人

からの相談・苦情への対応等を適切に行うことができるようにするため

の研修等を行うとともに、適切な支援が行えるよう継続的に情報提供を

行う。

また、外国人支援者等の活動の現状・課題を把握するとともに、外国人

支援者同士が連携して効率的・効果的に外国人に対する支援を行うこと

ができるよう、外国人支援者のネットワークを構築するとともに、地方

出入国在留管理局において、民間支援団体等に対する情報提供・相談対

応を行う。加えて、外国人支援者のネットワークの構築を促進するため

に、ネットワーク構築に係る事例を収集し、併せて外国人が抱える問題

についても情報収集する。

〔法務省等関係省庁〕《施策番号22》【ロードマップ16（再掲：28、

78）、87】

法務省

令和５年４月に、地方出入国在留管理局に対して、外国人支援者等との意見交換等の強化やネットワーク構築の推進等を行うことにより、外国人支

援者等との連携・協力の推進に努めるよう指示した。

現時点の地方出入国在留管理局におけるネットワーク構築状況としては、名古屋出入国在留管理局における「外国人支援・多文化共生ネット」への

オブザーバー参加（令和元年７月～）、大阪出入国在留管理局神戸支局における「外国人相談窓口担当者連絡会（GONGO）」へのオブザーバー参

加（令和２年１月～）、東京出入国在留管理局及び横浜支局における「在日外国人サポートネットワーク」へのオブザーバー参加（令和３年７月

～）、大阪出入国在留管理局における「京都北部・兵庫北部連絡会」への主催者（構成員）としての参加（令和３年12月～）、福岡出入国在留管理

局における「外国人支援専門家連携ネットワーク」へのオブザーバー参加（令和４年11月～）が挙げられる。

地方出入国在留管理局において、民間支援団体等に対する情報提供・相談対応を行い、また、外国人支援者等と連携し、外国人に対する情報伝達の

推進を行っている。

引き続き、地方出入国在留管理局の受入環境調整担当官を通じて外国人や外国人支援者等の抱える課題等を把握するととともに、外国人支援者等に

対する情報提供を行う。

23

入国・在留手続、住民登録、労働雇用等、外国人が安全・安心に生活・

就労するために必要な情報を掲載した「生活・就労ガイドブック」及び

「外国人生活支援ポータルサイト」の掲載方針について、在留外国人に

対する情報の伝え方等に係る現状把握及び課題の整理の結果を踏まえ、

地方公共団体等の在留外国人向けの情報発信に係る好事例を参考に、掲

載方針案を検討する。

〔法務省〕《施策番号23》【ロードマップ17】

法務省

令和５年度は「外国人生活支援ポータルサイト」が、利用者にとって活用しやすいサイトになるように掲載方針をまとめたガイドラインについて、

他の公的機関の掲載方針等を参考にしつつ骨子案の検討を行った。

今後、「生活・就労ガイドブック」及び「外国人生活支援ポータルサイト」について、掲載ガイドライン案を作成し、関係省庁との連携の下、掲載

方針の妥当性の検討が終わり次第公表する予定である。

24

マイナポータルから、多言語で有用な生活情報を一元的に提供している

「外国人生活支援ポータルサイト」にリンクできることについて、ＳＮ

Ｓ等を通じて周知するとともに、在留外国人がマイナポータル等を通じ

て在留手続や災害等の必要とする情報を迅速に入手することができるよ

う、オーダーメイド型及びプッシュ型の情報発信の在り方について関係

省庁と検討し、結論を得る。

〔法務省〕《施策番号24》【ロードマップ18（再掲：84）】

法務省

令和５年度においては、マイナポータルから多言語で有用な生活情報を一元的に提供している「外国人生活支援ポータルサイト」にリンクできるこ

とについて、ＳＮＳ等を通じて周知を行った。また、在留外国人が必要とする情報を迅速に入手することができるよう、オーダーメイド型及びプッ

シュ型の情報発信の在り方について検討した。その結果、出入国在留管理庁が提供する在留外国人向けのメール配信サービスに新たな機能を追加

し、在留外国人の失念等による在留期限の超過を防止するため、希望者に対し在留期限等に係る情報発信を行うこととした。今後は、全国の地方出

入国在留管理官署において在留資格に関する申請を行った外国人に交付している申請受付票に「外国人生活支援ポータルサイト」等のＵＲＬの二次

元バーコードを掲載し、在留外国人に対し、「外国人生活支援ポータルサイト」等を広く周知する予定。加えて、在留申請オンラインシステムで申

請を受け付けた際に利用者に送付する通知メールにおいても同様の情報を記載する取組を進めている。



施策

番号
施策内容 担当省庁 「進捗状況」及び「今後の予定」

外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（令和５年度改訂）進捗状況 令和６年３月末時点

25

法律トラブルについては、日本司法支援センター（法テラス）における

通訳業者を介した三者間通話により法制度や相談窓口等の情報提供を行

う「多言語情報提供サービス」（10言語）について、より一層外国人利

用者への適切な対応に努めるとともに、多国籍化に対応した言語数の確

保等更なる利便性の向上を図るほか、民事法律扶助を含めた法テラスの

多言語での法的支援について、外国人支援機関等と連携を強化し、適切

な実施と積極的な周知・広報を行う。

〔法務省〕《施策番号25》【ロードマップ19、29】

法務省

法テラスにおいて、多言語情報提供サービスについて利用者の認知媒体等に関して調査し、ＨＰ・ＳＮＳの有効性を確認した上で周知・広報を実施

した結果、多言語情報提供サービスの利用件数は増加した。

また、各地の外国人支援を行う関係機関等に対する業務説明を実施したほか、同機関等を指定相談場所に指定し、同機関等と共同で合同相談会を実

施するなど、外国人が法テラスによる支援を適切に利用できるよう相談体制の整備を進めるとともに、外国人支援者向けセミナーも計画どおり実施

した結果、外国人からの問合せは増加した。

令和６年度以降も、引き続きＨＰ・ＳＮＳを通じて「やさしい日本語」を含む複数の言語で情報発信するなどして、多言語情報提供サービスの利用

件数の増加を図るとともに、各地の外国人支援を行う関係機関等に対する業務説明や、外国人向け法律相談の実施体制の整備を進める。

さらに、引き続き外国人支援者向けセミナーを開催し、支援者等を介在した外国人の法テラス利用の拡大につなげる。

法務省

関係府省庁と連携の下、「生活・就労ガイドブック」第５版の多言語版（日本語、やさしい日本語を除く15言語）を「外国人生活支援ポータルサイ

ト」で公開した。その際、これまでは翻訳文のみでイラストなどの施されていなかったトルコ語、ウクライナ語についても改訂してイラスト入りで

公開している。

また、日本語版及びやさしい日本語版について、情報を更新した第６版を作成した。

今後とも、関係府省庁との連携の下、情報を最新の内容に更新するため改訂作業を行っていく予定である。

外務省
令和４年11月、入管庁からの依頼により、在外公館のＨＰに「生活・就労ガイドブック」へのリンクを掲載し、周知を行っている。

引き続き、在外公館を通じ、「生活・就労ガイドブック」の周知・広報を行う。

厚生労働省
「生活・就労ガイドブック」の作成・改訂に当たり、出入国在留管理庁に協力した。引き続き、内容の拡充や、外国人本人にとっても理解しやすい

内容となるよう、協力する。

警察庁
「生活・就労ガイドブック」の作成・改訂に当たり、出入国在留管理庁に協力した。

引き続き、本施策について出入国在留管理庁に協力する。

安全・安心な生活・就労のために必要な基礎的情報（在留手続・労働関

係法令・社会保険・防犯・交通安全等）を掲載した「生活・就労ガイド

ブック」を政府横断的に作成し、電子版（16言語版及びやさしい日本語

版）をポータルサイトに掲載しているところ、今後も関係省庁連携の

下、必要に応じてその内容を拡充する。

〔法務省（外務省、厚生労働省、警察庁等関係省庁）〕《施策番号26》

26



施策

番号
施策内容 担当省庁 「進捗状況」及び「今後の予定」

外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（令和５年度改訂）進捗状況 令和６年３月末時点

【法務省】

出入国在留管理庁ホームページにおいて、外国人に向けた行政情報・生活情報の掲載を継続しているほか、多言語及びやさしい日本語で掲載するよ

う進めている。

引き続き、ホームページの多言語化及びやさしい日本語での情報提供を進めていく。

【総務省】

行政相談を案内する多言語リーフレットについて、避難民を受け入れているウクライナをはじめ、現在、需要が増している５言語を新たに追加し、

全17言語の外国語及びやさしい日本語で作成し、全国の行政相談窓口などに備え置き・配布を行うとともに、総務省ホームページや外国人生活支援

ポータルサイトに掲載した。今後も、新たに必要性が認められる言語があれば追加することを検討する。

【財務省】

確定申告関係書類について、英語、中国語、ポルトガル語、ベトナム語、ネパール語版を作成し、令和５年12月から令和６年１月にかけて国税庁

ホームページに掲載した。

年末調整関係書類について英語、中国語、ポルトガル語、スペイン語、ベトナム語、フィリピノ語版を作成するとともに、年末調整関係書類の記載

例についてウクライナ語版を作成し、これらを令和５年９月に国税庁ホームページに掲載した。また、源泉徴収制度及び国外居住親族に関する英語

版のパンフレットを改訂し、令和５年12月に国税庁ホームページに掲載した。

令和６年度においても、外国人納税者のニーズを見極めつつ、確定申告関係書類、年末調整関係書類及び源泉徴収制度等に関するパンフレットを多

言語で作成し、国税庁ホームページに掲載することに取り組む。

28

外国人向けに、外国人支援や共生社会で目指す社会の在り方等の情報発

信を映像メディア等を活用し、引き続き実施する。

外国人に対する行政・生活情報の提供に当たっては、ＳＮＳ等の情報発

信ツールやメール配信サービスを利用し、各外国人が情報サービスの享

受を確実に実感できる環境づくりを進める。

〔法務省〕《施策番号28》

法務省

出入国在留管理庁ホームページ及びYouTubeにおいて、外国人の受入れ及び共生に関する取組や外国人在留支援センターの案内動画等を継続して掲

載している。また、X（旧ツイッター）、フェイスブック及びメール配信サービスを利用し、外国人に対する行政・生活情報のほか、出入国及び在留

手続に関する情報や在留支援に関する情報等を、日本語・やさしい日本語・英語など多言語で随時発信している。

引き続き、ＳＮＳ等の情報発信ツールやメール配信サービスを利用し、行政・生活情報を随時発信していく予定。

【法務省】

X（旧ツイッター）やフェイスブックを利用し、外国人へ向けた行政・生活情報の発信を随時行っている。

引き続き、外国人に対し、X（旧ツイッター）やフェイスブックを利用した行政・生活情報の発信を行う。

【総務省】

行政相談のX（旧ツイッター）において、相談窓口に関する外国人向けの情報を、英語及びやさしい日本語で発信しており、内容を適宜更新しなが

ら、引き続き発信を続ける。

全省庁

27

外国人向けの行政情報・生活情報の更なる内容の充実と、多言語・やさ

しい日本語化による情報提供・発信を進める。

〔全省庁〕《施策番号27》

全省庁

29

外国人に対する行政・生活情報の提供に当たっては、ＳＮＳを利用する

ことも想定した対応を推進する。

〔全省庁〕《施策番号29》



施策

番号
施策内容 担当省庁 「進捗状況」及び「今後の予定」

外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（令和５年度改訂）進捗状況 令和６年３月末時点

30

条約難民及び第三国定住難民の地域における共生が進むよう、これらの

外国人やその関係機関等に総合的対応策の各施策を周知・啓発する。

〔法務省〕《施策番号30》

法務省

条約難民等の地域における共生の促進に向けて関係機関との意見交換を実施している。

また、条約難民等に対する周知・啓発の実施に関し、各地方出入国在留管理官署の受入環境調整担当官に対して本施策について改めて周知するとと

もに、第三国定住難民の受入れの最新状況に関する資料を共有している。

引き続き、関係機関等との連携を図りながら、総合的対応策に掲げられた施策の周知・啓発を行っていく。

31

外国人が容易に我が国の警察に係る制度、活動等に関する情報を入手で

きるようにするため、外国語による掲載情報の拡充を図るなど、ウェブ

サイトに掲載するコンテンツの見直しを継続的に行い、情報発信を強化

する。

〔警察庁〕《施策番号31》

警察庁

警察庁ウェブサイト（英語版）に掲載するコンテンツを拡充したほか、より伝わりやすい外国語表現の使用に努めるなど、外国語による情報発信の

強化を図っている。

ウェブサイトに掲載するコンテンツや表現について、ユーザー目線での見直しを継続的に行い、引き続き、情報発信の強化を図る。



施策

番号
施策内容 担当省庁 「進捗状況」及び「今後の予定」

外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（令和５年度改訂）進捗状況 令和６年３月末時点

内閣府

（防災担当）

法務省

総務省

国土交通省

33

災害時に行政等から提供される災害や生活支援等に関する情報を整理

し、避難所等にいる外国人被災者のニーズとのマッチングを行う「災害

時外国人支援情報コーディネーター」について、令和５年度（2023年

度）を目途に都道府県及び指定都市での配置が可能となるよう、平成30

年度(2018年度)から実施している養成研修を引き続き実施する。

〔総務省〕《施策番号33》

総務省
令和５年度に「災害時外国人支援情報コーディネーター養成研修」を実施しており、現在、172名となっている。

今後も引き続き、同研修を実施する。

34

災害発生時の在京大使館等との連携強化を図るため、在京大使館等を対

象とする防災施策説明会を実施する。また、災害時における関係省庁の

情報提供ウェブサイト等を自国民に対して周知するよう要請する。

〔外務省〕《施策番号34》

外務省

令和５年11月14日に東京都との共催で防災施策説明会を実施した。なお、参加者は99名であった。

今後も防災施策説明会を実施し、説明会の中では特に、災害時における関係省庁の情報提供ウェブサイト等を自国民に対して周知するよう要請す

る。

15言語で作成した防災・気象情報に関する多言語辞書について民間事業

者のウェブサイトやアプリ等における活用を促すとともに、災害時情報

提供アプリや気象庁ホームページについて、関係機関のホームページや

ポスター等を活用して、周知することにより防災・気象情報の多言語化

を推進する。

また、こうした対応等について、多言語化を進めている出入国在留管理

庁ホームページにおいて日本語を解さない人でも理解できるような案内

を掲載するとともに、地方出入国在留管理官署等を通じて、周知・普及

促進を図る。

さらに、これまで作成した多言語ポスターやリーフレット等について、

より広いチャネルを活用した周知・普及促進を図る。

〔内閣府（防災担当）、法務省、総務省、国土交通省〕《施策番号32》

32

【内閣府（防災担当）、法務省、総務省、国土交通省】

防災・気象情報に関する用語を15言語で作成した多言語辞書について民間事業者のウェブサイトやアプリ等における活用を促すとともに、災害時情

報提供アプリや気象庁ホームページについて、関係機関のホームページやポスター等を活用して、周知することにより防災・気象情報の多言語化を

推進した。

さらに、こうしたアプリ等について、多言語化を進めている出入国在留管理庁ホームページにも掲載し、日本語を解さない人でも理解できるような

周知・普及促進を行った。

また、外国人向けに関係省庁が進めてきた一連の取組について、地方公共団体等関係機関へ周知し、各地方公共団体の実情に沿った情報伝達体制等

の整備を促した。

引き続き、これまで作成したポスターやリーフレット等について、様々なチャネルを活用した周知・普及促進を図る。



施策

番号
施策内容 担当省庁 「進捗状況」及び「今後の予定」

外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（令和５年度改訂）進捗状況 令和６年３月末時点

法務省35

在留外国人が、在留手続、雇用、医療、福祉、出産・子育て・子どもの

教育等の生活に関わる様々な事柄について疑問や悩みを抱いた場合に、

適切な情報や相談場所に迅速に到達することができるよう、地方公共団

体（複数の地方公共団体が広域連携により実施する場合を含む。）が情

報提供及び相談を行う一元的な窓口を整備・運営するための支援を実施

している。

引き続き、同相談窓口における通訳の配置・多言語翻訳アプリの導入に

よる多言語対応（11言語以上）等の相談体制の整備・拡充の取組を外国

人受入環境整備交付金により財政的に支援するとともに、地方公共団体

からの意見・要望等を整理し、一元的相談窓口の事業内容の実態把握、

分析・検証を行い、交付金の見直し等、一元的相談窓口の設置を促進す

るための方策について検討する。

また、地方公共団体及び関係行政機関が一元的な窓口における業務を円

滑に実施することができるよう、地方公共団体職員等に対し、相談業務

に関する研修等を行い、その知識の更なる涵養を図る。さらに、地方出

入国在留管理官署職員等を地方公共団体の要望を踏まえて派遣するなど

し、出入国及び在留の手続に係る相談にも一元的に応じる。

加えて、地方公共団体等への支援・連携強化や全国の共生施策に係る取

組の情報共有等、外国人の受入れ環境整備に向け、既存体制の見直しを

含め、必要な人的体制の整備を図るとともに、地方公共団体の担当者を

はじめ、一元的相談窓口の相談員同士の意見交換等の場を設けるなどす

ることにより、地方公共団体に対する支援活動、地域における情報収集

等を充実・強化する。

さらに、地方公共団体の利便性向上に資するため、収集した相談事例等

について、データとして提供することを含め、有効な活用方法について

検討する。

〔法務省〕《施策番号35》【ロードマップ20、21】

地方出入国在留管理局において、地方公共団体等への講師派遣や相談業務に関する研修等を実施するとともに、相談対応のために職員を派遣した。

また、地方出入国在留管理局に受入環境調整担当官を配置し、地方公共団体の担当者をはじめ、一元的相談窓口の相談員同士の意見交換等を行い、

地域における情報収集等を行っている。

さらに、令和５年10月及び令和６年２月に、一元的相談窓口等における相談対応事例を地方公共団体に共有し、地方公共団体の利便性向上に資する

取組を行っている。

引き続き、地方公共団体の要望を踏まえ、地方公共団体が運営する外国人向けの相談窓口に入管職員を研修講師や相談員として派遣する。

また、地方公共団体の共生施策に係る取組事例及び一元的相談窓口等における相談対応事例を地方公共団体に情報提供する。

受入環境調整担当官が主体となり、地域の地方公共団体担当者等と相談対応における事例研究を含む意見交換会を少なくとも年１回開催する。

引き続き、相談事例等について、地方公共団体の利便性向上に資する有効な活用方法について検討する。

地方公共団体による一元的相談窓口の設置・拡充又は運営の取組を財政的に支援するために外国人受入環境整備交付金を交付している。なお、令和

５年度からの事業における一元的相談窓口の多言語対応について、外国人受入環境整備交付金取扱要領の見直しを行い多言語対応のためにとりうる

手段として翻訳機等による対応を記載するなどの改正を行った。

また、同窓口の設置促進の観点から作成し、一元的相談窓口の取組事例等を紹介している「一元的相談窓口設置・運営ハンドブック」について、地

方公共団体から収集した情報を反映した改訂を実施するなど、一元的相談窓口の効果的な活用等についての情報提供の取組を進めた。

引き続き、外国人受入環境整備交付金を通じて地方公共団体における一元的相談窓口の整備・運営を支援する。

また、同窓口の設置促進の観点から、地方公共団体における交付金を活用した取組など、効果的な活用方法等について、「一元的相談窓口設置・運

営ハンドブック」等を活かした周知に努めるとともに、引き続き、地方公共団体の要望等を聞きながら、交付金の見直し等、一元的相談窓口の設置

を促進するための方策について検討していく。

一元的相談窓口の安定的な運営を担保する観点から、交付限度額の決定に係る外国人住民数に関する規定について、外国人住民数の減少が生じた場

合に、その減少が地方公共団体ごとに適用される交付限度額の区分の決定に及ぼす影響を緩和するための取扱いを令和６年度事業から適用する。



施策

番号
施策内容 担当省庁 「進捗状況」及び「今後の予定」

外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（令和５年度改訂）進捗状況 令和６年３月末時点

外務省

国際交流基金においては、日本国内での生活・就労に必要な日本語能力を確認できるテスト「国際交流基金日本語基礎テスト（ＪＦＴ－Basic）」

や、国際交流基金が開発した日本語教材の広報用資料を外国人在留支援センター（ＦＲＥＳＣ／フレスク）に提供し、同センターを利用する外国人

向けに情報提供を行うことで連携を図っている。

引き続き、外国人在留支援センター（ＦＲＥＳＣ／フレスク）と外国人向けの情報提供等を通じた連携を行う。

厚生労働省

令和４年８月８日付けの関係省庁間での申合せ（「外国人在留支援センター（ＦＲＥＳＣ）の取組の地域への展開について」）を踏まえ、地方支分

部局等間の連携・協力体制の強化を図るための取組を進めるとともに、東京外国人雇用サービスセンターにおいて、高度外国人材や留学生等のニー

ズに応じたきめ細かな就職支援や、入居機関と連携し就職面接会や求職者向け就職支援セミナー等を開催している。また、留学早期からその後の就

職・定着まで一貫した就職支援を行っている。引き続き、入居機関と連携し就職面接会や求職者向け就職支援セミナー等を開催するとともに、留学

生の国内就職・定着に向けた就職支援を促進していく。

36

「外国人の受入れ環境の整備に関する業務の基本方針について」（平成

30年（2018年）７月24日閣議決定）において、関係府省が連携を強化

し、地方公共団体とも協力しつつ、外国人の受入れ環境の整備を効果

的・効率的に進めることとされたことを受け、留学生の受入れ促進・就

職、高度外国人材の受入れ促進、外国人材・家族の人権擁護、法律トラ

ブル、査証相談、労働基準・労働安全衛生等、地方を含む外国人の雇用

促進等に対する支援等の施策を一括して実施することにより、効果的・

効率的な支援を可能とするため、各機関の関係部門を集約させた外国人

の在留支援に関する拠点として外国人在留支援センター（ＦＲＥＳＣ／

フレスク）を令和２年(2020年)７月に開所したところである。同セン

ターにおいて、引き続き、地方公共団体が設置する一元的相談窓口から

の問合せへの対応、地方公共団体担当者への研修を行うとともに、地方

公共団体の行政窓口に対する通訳支援を実施し、その実施状況等を踏ま

え、引き続き、効果的な実施方法等通訳支援の在り方について検討す

る。

また、同センターにおいて、外国人からの相談対応のほか、入居機関を

はじめとした関係機関が連携・協力し、外国人の採用・定着に向けた企

業等向けのセミナー、講演会、説明会等を開催する。さらに、同セン

ターでの取組によって得られた経験や有益と考えられる事例等を地方機

関に情報提供するとともに、同取組を各地域に展開していくため、関係

省庁間で「外国人在留支援センター（ＦＲＥＳＣ）の取組の地域への展

開について」（令和４年（2022年）８月８日）の申合せを行った。当該

申合せを踏まえ、国の地方支分部局同士の効果的な連携・協力の在り方

を検討する。加えて、地方出入国在留管理局と、地域における関係機関

が連携・協力して、合同相談会等を実施し検証する。あわせて、同セン

ターは、相互交流事業を行う独立行政法人国際交流基金や、独立行政法

人国際観光振興機構と連携を図る。

〔法務省、外務省、厚生労働省、経済産業省〕《施策番号36》【ロード

マップ22、27】

法務省

ＦＲＥＳＣの関係省庁間における「外国人在留支援センター（ＦＲＥＳＣ／フレスク）の取組の地域への展開について」（令和４年８月８日）の申

合せに基づき、関係省庁から所管の各地方支分部局等に対し共有した各地方支分部局等の窓口連絡先及び所管事項説明資料を、更新して再度共有し

た。また、地方出入国在留管理局と、地域における関係機関が連携・協力して、合同相談会等を実施しており、出入国在留管理庁のホームページ、

公式ＳＮＳなどで開催の周知を行っている。加えて、合同相談会の効果的な周知方法について検討するために、各地方出入国在留管理局が合同相談

会について報告するための「合同相談会実施報告書」の様式を修正し、広報に係る報告を追加した。

外国人在留支援センター（ＦＲＥＳＣ／フレスク）においては、引き続き、一元的相談窓口からの問合せへの対応を行っている。

令和５年６月まで、ＦＲＥＳＣヘルプデスクにおいて、新型コロナウイルス感染症の影響で生活に困っている外国人からの相談に多言語かつ無料で

対応する取組を実施した。

また、令和３年度及び令和４年度において、地方公共団体の行政窓口を対象に通訳支援事業を試行実施していたところ、令和５年４月から、同事業

を本格実施している。さらに、地方公共団体に対し同事業に係るアンケートを実施し、その結果や通訳支援登録・利用状況等について分析・検証を

行い、引き続き、効果的な実施方法等通訳支援の在り方について検討している。

関係省庁の各地方支分部局等間の連携・協力体制を図っていくために、引き続き、同じ地域の地方支分部局等同士で連携を進める。また、合同相談

会についても引き続き実施し、効果的な周知方法について検討していく。

引き続き、地方公共団体が設置する一元的相談窓口からの問合せへの対応、地方公共団体担当者への研修を行うとともに、地方公共団体の行政窓口

に対する通訳支援を実施し、その実施状況等を踏まえ、必要かつ可能な通訳支援を実施する。



施策

番号
施策内容 担当省庁 「進捗状況」及び「今後の予定」

外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（令和５年度改訂）進捗状況 令和６年３月末時点

経済産業省

日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ）においては、外国人在留支援センター（ＦＲＥＳＣ／フレスク）にて高度外国人材の採用、育成、定着などに関す

る個別企業への相談対応を行うと共に、伴走型支援を活用する企業向けに、同センター入居各機関と連携し、「採用実務」等に関するオンラインセ

ミナーを開催している。また、東京外国人雇用サービスセンターなど入居機関との連携の下、国内の留学生や国外の外国人材向けに合計３回の合同

企業説明会をオンラインで開催した。引き続き関係省庁の各地方支分部局等間の連携・協力体制を図っていくために同じ地域の地方支分部局等同士

で、可能なところから連携を進める。

37

多言語翻訳技術については、令和７年（2025年）大阪・関西万博も見据

え、日常生活・行政手続・観光等の場面に加え、ビジネスや国際会議等

での議論の場面も含め、日本人と外国人及び外国人同士でストレスなく

十分なコミュニケーションを可能とするため、ＡＩによる同時通訳の実

現に取り組むとともに、平成31年(2019年)４月の出入国管理及び難民認

定法の改正も踏まえ、特定技能外国人を含め、在留外国人に対応する観

点やウクライナ避難民に対応する観点等から重点対応言語を21言語に拡

大し、併せて翻訳精度の向上を図る。

〔総務省〕《施策番号37》【ロードマップ23】

総務省

ＡＩによる実用レベルの「同時通訳」の実現に取り組むとともに、重点対応言語を現状の17言語から21言語に拡大し翻訳精度の向上を図るため、令

和４年度第２次補正予算等において多言語翻訳技術の高度化に関する研究開発を実施中である。

令和６年度まで研究開発を実施し、確立した同時通訳技術を活用した製品・サービスの普及を図る。

38

電話通訳及び多言語翻訳システムの利用促進、外国人患者受入れに関す

るマニュアルの周知、都道府県内の多様な関係者が連携し地域固有の事

情を共有・解決するための対策協議会の設置等を通じて、全ての居住圏

において外国人患者が安心して受診できる体制の整備を進める。

〔厚生労働省〕《施策番号38》【ロードマップ24】

厚生労働省

予算事業を通じて、医療機関による電話通訳の利用促進、都道府県における対策協議会等の設置支援を行うとともに、既に作成済みの「外国人患者

の受入れのための医療機関向けマニュアル」及び「地方自治体のための外国人患者受入れ環境整備に関するマニュアル」について周知を行った。

引き続き、予算事業の実施、マニュアル周知及び必要に応じた改訂を検討・実施することにより、医療機関における外国人患者受入れ環境整備を進

める。

39

地域の外国人患者を受け入れる拠点的な医療機関における医療通訳者や

医療コーディネーターの配置、院内の多言語化に係る支援等を通じ、外

国人患者受入れ環境の整備を進める。

〔厚生労働省〕《施策番号39》【ロードマップ24】

厚生労働省

予算事業を通じて、地域の外国人患者を受け入れる拠点的な医療機関への医療通訳者や医療コーディネーターの配置支援や多言語化資料の言語数を

追加するとともに、地域の外国人患者を受け入れる拠点的な医療機関のリストについて、年２回（令和５年６月及び12月）更新した。

引き続き、予算事業の実施やリストの更新を行うことにより、医療機関における外国人患者受入れ環境整備を進める。

36

「外国人の受入れ環境の整備に関する業務の基本方針について」（平成

30年（2018年）７月24日閣議決定）において、関係府省が連携を強化

し、地方公共団体とも協力しつつ、外国人の受入れ環境の整備を効果

的・効率的に進めることとされたことを受け、留学生の受入れ促進・就

職、高度外国人材の受入れ促進、外国人材・家族の人権擁護、法律トラ

ブル、査証相談、労働基準・労働安全衛生等、地方を含む外国人の雇用

促進等に対する支援等の施策を一括して実施することにより、効果的・

効率的な支援を可能とするため、各機関の関係部門を集約させた外国人

の在留支援に関する拠点として外国人在留支援センター（ＦＲＥＳＣ／

フレスク）を令和２年(2020年)７月に開所したところである。同セン

ターにおいて、引き続き、地方公共団体が設置する一元的相談窓口から

の問合せへの対応、地方公共団体担当者への研修を行うとともに、地方

公共団体の行政窓口に対する通訳支援を実施し、その実施状況等を踏ま

え、引き続き、効果的な実施方法等通訳支援の在り方について検討す

る。

また、同センターにおいて、外国人からの相談対応のほか、入居機関を

はじめとした関係機関が連携・協力し、外国人の採用・定着に向けた企

業等向けのセミナー、講演会、説明会等を開催する。さらに、同セン

ターでの取組によって得られた経験や有益と考えられる事例等を地方機

関に情報提供するとともに、同取組を各地域に展開していくため、関係

省庁間で「外国人在留支援センター（ＦＲＥＳＣ）の取組の地域への展

開について」（令和４年（2022年）８月８日）の申合せを行った。当該

申合せを踏まえ、国の地方支分部局同士の効果的な連携・協力の在り方

を検討する。加えて、地方出入国在留管理局と、地域における関係機関

が連携・協力して、合同相談会等を実施し検証する。あわせて、同セン

ターは、相互交流事業を行う独立行政法人国際交流基金や、独立行政法

人国際観光振興機構と連携を図る。

〔法務省、外務省、厚生労働省、経済産業省〕《施策番号36》【ロード

マップ22、27】



施策

番号
施策内容 担当省庁 「進捗状況」及び「今後の予定」

外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（令和５年度改訂）進捗状況 令和６年３月末時点

40

医療機関における多言語対応のため、外国人患者等の受益者の適切な費

用負担の下、電話通訳の利用促進を図り、全ての医療機関における外国

語対応を推進する。通訳・翻訳に係る費用を患者に請求できることを知

らない医療機関もあることから、これらの費用を請求することも可能で

あることを引き続き周知する。

〔厚生労働省〕《施策番号40》【ロードマップ24】

厚生労働省

予算事業を通じて、医療機関による電話通訳の利用促進を図るとともに、通訳・翻訳に係る費用を患者に請求できることを周知するため「外国人患

者の受入れのための医療機関向けマニュアル」の周知を行った。

引き続き、予算事業の実施やマニュアル周知により、医療機関における外国人患者受入れ環境整備を進める。

41

「医療通訳認証の実用化に関する研究」の成果も踏まえ、既に作成済み

の「医療通訳育成カリキュラム・テキスト」を必要に応じて改訂し、医

療通訳の養成の促進及び質の向上を図る。

〔厚生労働省〕《施策番号41》【ロードマップ24】

厚生労働省

「医療通訳認証の実用化に関する研究」による成果（医療通訳育成カリキュラム・テキスト）について、引き続き厚生労働省ホームページにおいて

周知を行った。

引き続き、医療通訳育成カリキュラム・テキストを厚生労働省ホームページにおいて周知するとともに、必要に応じた改訂を検討・実施することに

より、医療通訳養成の促進及び質の向上を図る。

厚生労働省

出入国在留管理庁と連携し、過去に医療費不払等の経歴がある外国人観光客に対して次回入国時の厳格な審査を実施するために必要な情報収集の仕

組みを構築し、令和３年５月から運用しており、令和５年度においても当該仕組みの周知及び運用を行った。

引き続き、出入国在留管理庁と連携し当該取組の周知及び運用を推進することにより、外国人観光客による医療費不払いの発生抑止に努める。

経済産業省

更なるキャッシュレス決済の普及促進に向け、日本のキャッシュレス化の現状を確認するとともに、足元の動向や今後想定される技術・ビジネス環

境の変化等を見据えたキャッシュレスの将来像を取りまとめた。

関係者と連携しつつ、引き続きキャッシュレス決済の更なる普及促進を行う。

法務省
医療費の不払等の経歴がある外国人が日本に入国する際に厳格な審査を実施するための仕組みを構築して運用を行っており、本取組を継続して実施

する。

42

過去に医療費の不払等の経歴がある外国人観光客に対し、厳格な審査を

実施することにより、新たな医療費の不払いの発生を抑止する。

高額の医療費に係る未収金の発生等を踏まえ、キャッシュレス決済等に

よる医療費の円滑な支払確保等を推進する。特に、特定技能外国人の受

入れに当たっては、法務省が作成するガイドライン等を周知することに

より、特定技能１号外国人を雇用する事業所に対し、医療通訳雇入費用

等をカバーする民間保険への加入を推奨する。

〔厚生労働省（経済産業省）、法務省〕《施策番号42》【ロードマップ

24】



施策

番号
施策内容 担当省庁 「進捗状況」及び「今後の予定」

外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（令和５年度改訂）進捗状況 令和６年３月末時点

43

消費者トラブルについて、外国人が安全・安心な利用・契約等をするこ

とができるよう、「地方消費者行政強化交付金」による支援を通じて、

消費者ホットライン188を通じた全国の消費生活センター等における消費

生活相談について、地域の実情に応じて多言語対応の充実を図るほか、

国民生活センターが設置した電話相談窓口「訪日観光客消費者ホットラ

イン」において多言語対応を推進し、８言語を目途に対応の拡大を目指

す。

〔消費者庁〕《施策番号43》【ロードマップ25】

消費者庁

「地方消費者行政強化交付金」により、訪日・在日外国人に対応した消費生活相談窓口の整備等に積極的に取り組む地方公共団体を支援した。

引き続き、「地方消費者行政強化交付金」を通じて、地方公共団体における訪日・在日外国人向け相談窓口の整備等を支援し、地域における消費生

活相談体制の充実を図る。

また、国民生活センターが設置した電話相談窓口「訪日観光客消費者ホットライン」において７言語での多言語対応を行うとともに、同ホットライ

ンの専用サイト上で訪日観光客向けにＦＡＱコンテンツ等による情報提供を行った。また、窓口電話番号記載の周知用カードを全国の観光案内所に

設置し、窓口周知を行った。今後、相談動向を踏まえ、８カ国語の対応についてその要否も含めて引き続き検討していく。

【法務省】

一元的相談窓口における多言語対応を進めるため、自動翻訳アプリの活用による相談対応も外国人受入環境整備交付金の交付対象としている。

引き続き、外国人受入環境整備交付金を通じて地方公共団体における一元的相談窓口の整備・運営を支援する。

【総務省】

全国50か所の総務省行政相談センターの相談窓口「きくみみ」に、多言語自動音声翻訳機器及び翻訳アプリを導入したタブレット端末を配備し、外

国人からの相談の初期対応や広報活動に活用している。

また、令和４年度から、全国の行政相談センター職員及び行政相談委員を対象に、やさしい日本語や翻訳アプリ等の活用方法をはじめとする外国人

相談対応について研修を実施して相談体制の充実を図っており、令和５年度までに、６管区において７回開催し、行政相談委員約250名、職員約50

名が参加した。当該研修を受講した職員や行政相談委員が中心となって、やさしい日本語や翻訳アプリ等の活用方法を同僚の職員や委員に伝える動

きが全国各地で広まっており、今後も、そのような取組の拡大を図っていく。

45

失業等による経済的困窮や言語・習慣等の違いによる地域社会からの孤

立等に対する支援ニーズに対応するため、地域の実情に応じて、生活困

窮者に対する相談窓口への通訳の配置や、外国人をサポートする団体等

との連携を図るなど、外国人の状態に応じたきめ細かな支援を行う。

〔厚生労働省〕《施策番号45》

厚生労働省

新型コロナウイルスの影響により増加した外国籍の方の相談における様々な支援ニーズに対応するため、これまで生活困窮者自立支援制度の自立相

談支援等を紹介する外国語パンフレットの作成・配布や、令和４年度補正予算「新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金（生活困窮

者自立支援の機能強化事業）」を活用した多言語対応のための機器購入、通訳配置等を行った。

引き続き、外国人の状態に応じた支援のため、生活困窮者自立支援制度の自立相談支援事業において外国人の相談への対応を行っていく。

44

多言語自動音声翻訳の利用促進の観点も踏まえ、一元的相談窓口をはじ

め、外国人と接する機会の多い行政機関の相談窓口においては、自動翻

訳アプリ等を活用しながら、外国人の相談ニーズに適切に対応できる多

言語対応を進めるとともに、相談窓口の実情を踏まえ、相談体制の整

備・充実について検討し、検討結果を踏まえて順次整備等を図る。

〔全省庁〕《施策番号44》【ロードマップ26】

全省庁



施策

番号
施策内容 担当省庁 「進捗状況」及び「今後の予定」

外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（令和５年度改訂）進捗状況 令和６年３月末時点

法務省

厚生労働省

47

外国人からの119番通報や外国人のいる救急現場での活動等に迅速・的確

に対応できるよう、電話通訳センターを介した同時通訳の体制整備を進

める。

外国人のいる救急現場での活動等に迅速・的確に対応できるよう、外国

人傷病者とのコミュニケーションを支援する多言語音声翻訳アプリの消

防本部への導入の促進を図る。

〔総務省〕《施策番号47》

総務省

外国人からの１１９番通報時及び外国人のいる救急現場での活動時等において、電話通訳センターを介して、主要な言語において迅速かつ的確に対

応する。令和５年９月１日現在722本部のうち667本部（92.4％）が導入している。

消防庁では全ての消防本部で導入することを目標に取り組んでいる。

外国人のいる救急現場での活動等を支援する多言語音声翻訳アプリの消防本部への導入状況は、令和６年１月１日現在で722本部中690本部

（95.6％）となっており、平成29年４月に提供を開始してから年々増加している。

外国人のいる救急現場での活動等を支援する多言語音声翻訳アプリについて、引き続き、導入・活用状況等を把握し、全国の消防本部へ導入するこ

とを推進する。

法務省

文部科学省

46

【法務省、厚生労働省】

地方出入国在留管理局において、外国人が抱えた困りごとの解決を支援するために必要な相談体制を整えている。

引き続き、我が国で暮らす外国人が抱えた困りごとの解決を支援するために、必要な相談対応を行う。

【周知活動の展開について】

在留外国人がワクチン接種に係る情報を入手できるように厚生労働省のウェブサイトでの多言語での案内を掲載するとともに、各ワクチンについて

多言語版の説明書等を作成・掲載した。

【厚生労働省の電話相談窓口について】

厚生労働省新型コロナワクチンコールセンターについて、多言語対応（英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語・タイ語・ベトナム語）

を実施した。

【上記施策に共通した今後の予定】

我が国で暮らす外国人のワクチン接種について、引き続き、ウェブサイトなどを利用した周知活動を展開するとともに、地方公共団体等と連携・協

力し、接種体制の確保に努める。

48

共生社会実現に向けてやさしい日本語の普及を図るため、令和２年(2020

年)に策定したやさしい日本語の書き言葉に焦点を当てた「在留支援のた

めのやさしい日本語ガイドライン」や、令和４年（2022年）に取りまと

めた「話し言葉のポイント」を踏まえつつ、十分に日本語を活用できな

い外国人に対し、やさしい日本語によって必要な生活・行政情報等を迅

速かつ的確に提供し、相談に対応できるよう、地方公共団体職員向けに

やさしい日本語の研修を行うとともに、やさしい日本語の普及に向けた

効果的な研修方法や研修用教材の開発、やさしい日本語の書き換え例の

追加に関する検討を行い、関係省庁と連携して、やさしい日本語の普及

を促進する。

〔法務省、文部科学省〕《施策番号48》【ロードマップ31、32】

【法務省、文部科学省】

やさしい日本語の研修用教材の開発、やさしい日本語への書き換え例の追加について、有識者会議を開催し検討を行った。

研修用教材については、令和６年度までにやさしい日本語の研修用教材を公表する。令和７年度以降は、開発した研修用教材を用いて、受入環境調

整担当官がやさしい日本語の講師となるよう研修を実施し、その後、受入環境調整担当官は地方公共団体職員等への研修を順次実施する予定であ

る。

普及については、「外国人材受入れ・共生のための地域日本語教育推進事業」において、地方公共団体による地域日本語教育の体制づくりの一環と

して、日本語教室等に参加する日本語学習支援者等に対する研修をはじめとしたやさしい日本語の活用等の支援を継続して実施している。

我が国で暮らす外国人が希望すればワクチン接種を受けられるよう、

ウェブサイトなどを利用して周知活動を展開する。また、地方出入国在

留管理局において、地方公共団体等と連携・協力し、ワクチン接種券の

見方や地方公共団体への連絡等に苦慮している場合など、個別相談に応

じることにより、それぞれの外国人が抱えた困りごとの解決を支援す

る。

さらに、厚生労働省の電話相談窓口において多言語による対応を行う等

により、引き続き外国人のワクチン接種に関する相談体制を確保する。

〔法務省、厚生労働省等関係省庁〕《施策番号46》



施策

番号
施策内容 担当省庁 「進捗状況」及び「今後の予定」

外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（令和５年度改訂）進捗状況 令和６年３月末時点

49

我が国に在留する外国人の増加と多様化が進む中、情報の受け手である

外国人の「やさしい日本語」に対するニーズは高まっている。これを踏

まえ、既存のやさしい日本語の翻訳ツール等の活用や、やさしい日本語

の言い換え例を充実させていくことにより、外国人の利便性の向上や国

民と外国人との相互理解を促進するとともに、日本人へのやさしい日本

語の認知度向上のための検討を行う。

〔法務省〕《施策番号49》

法務省

令和５年度に情報の発信者である入管庁職員を対象としてやさしい日本語の認知度や活用状況に関する意識調査（アンケート）を実施した。

今後、情報の受け手である外国人の利便性の向上や国民と外国人との相互理解を促進のため、やさしい日本語の翻訳ツール等の活用、言い換え例の

充実について調査検討等を重ねていく。

50

外国人の妊産婦が、日本において母子保健情報を円滑に入手し活用する

ことで安心して出産・子育てが出来るように、母子保健の入口である母

子健康手帳を多言語化したところ、引き続き、それを活用した効果的な

支援方法等について、自治体へ周知する。

〔こども家庭庁〕《施策番号50》

こども家庭

庁

健やか親子21の情報サイトに、多言語版の母子健康手帳等の資料を掲載し、自治体等に広く周知している。

令和４年度の「母子健康手帳、母子保健情報等に関する検討会」において、外国人家庭等の多様性に配慮したわかりやすい情報提供の充実について

取りまとめを行い、令和５年度の「母子保健情報発信コンテンツ作成事業」にて、日本語版母子健康手帳の新たな記載内容、様式に合わせた多言語

版の母子健康手帳を作成した。今後、同サイトに掲載を予定している。

51

外国人子育て家庭や妊産婦が、保育施設、保健・医療・福祉等の関係機

関を円滑に利用できるよう、市区町村が実施する「利用者支援事業」に

おける多言語対応を促進し、外国人子育て家庭からの相談受理、子育て

支援に関する情報提供等の取組について、引き続き推進する。また、保

育施設における外国人乳幼児の円滑な受入れ支援に引き続き取り組む。

〔こども家庭庁〕《施策番号51》

こども家庭

庁

令和元年度予算において、利用者支援事業で多言語対応に関する加算を創設し、外国人子育て家庭からの相談受理、子育て支援に関する情報提供等

の取組を令和５年度も実施している。引き続き、当該事業で多言語対応に関する加算を実施し、外国人子育て家庭からの相談受理、子育て支援に関

する情報提供等の取組を実施する。

家庭支援推進保育事業について、要件を満たす保育所については、保育士の代わりに、受け入れる外国人の文化・慣習等に精通した方など、外国人

家庭に対する支援を適切に実施できる職員（非常勤可）を１名配置することができるよう拡充している。

また、外国人の児童の保護者とのやりとりに係る通訳及び翻訳を行う保育支援者の配置（保育体制強化事業）、外国人の子どもの保護者とのやりと

りに係る通訳や翻訳のための機器の購入にかかる費用の一部を補助しており（保育所等におけるＩＣＴ化推進等事業）、引き続き必要な支援に取り

組む。



施策

番号
施策内容 担当省庁 「進捗状況」及び「今後の予定」

外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（令和５年度改訂）進捗状況 令和６年３月末時点

52

国籍を問わず、子育て中の親の孤独感や不安感の増大等に対応するた

め、地域において子育て中の親子の親子同士の交流の場の提供や子育て

に関する相談・援助等を行う地域子育て支援拠点事業を実施する地方公

共団体を支援する。

〔こども家庭庁〕《施策番号52》【ロードマップ33】

こども家庭

庁

第２期市町村子ども・子育て支援事業計画を踏まえて数値目標を設定。（※令和３年度以降は、重層的支援体制整備事業にかかる実施箇所数を含

む。）

地方公共団体に対し、地域子育て支援拠点事業の実施に要する費用の補助を行うとともに、外国人の子育て家庭が地域子育て支援拠点をより円滑に

利用できるよう、多言語音声翻訳システム等の導入を支援している。

引き続き地域子育て支援拠点事業を実施する地方公共団体を支援する。

53

保育所保育指針（平成29年厚生労働省告示第117号）等を踏まえ保育所

等における外国籍の子どもへの配慮や保育所等から小学校への切れ目の

ない支援について、保育所等において、外国籍家庭等に対する適切な支

援が行われるよう引き続き取り組む。また、放課後児童クラブにおい

て、平成30年(2018年)９月14日に公表した「新・放課後子ども総合プラ

ン」における基本的な考え方等に基づき、外国人児童に対する適切な対

応がなされるよう引き続き取り組む。

〔こども家庭庁〕《施策番号53》

こども家庭

庁

保育所保育指針（平成29年厚生労働省告示第117号）等を踏まえ、外国籍のこどもへの配慮や保育所等から小学校への切れ目のない支援など、保育

所等において、外国籍家庭等に対する適切な支援が行われるよう引き続き取り組む。

また、放課後児童クラブにおいては、令和５年度をもって「新・放課後子ども総合プラン」が終了することから、令和６年度にかけて実施する「放

課後児童対策パッケージ」（令和５年12月25日）を踏まえ、日本語能力が十分でない児童へ適切な支援がなされるよう引き続き取り組む。

こども家庭

庁

幼児教育・保育の無償化については、ＨＰを更新し、多言語による広報、周知を行っており、引き続き必要な取組を推進していく。

https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/mushouka/about

法務省

こども家庭庁と協力して作成した幼児教育・保育の無償化に係るリーフレット並びに文部科学省と協力して作成した高校及び大学の修学支援制度に

係るリーフレットについて、引き続き、外国人生活支援ポータルサイトに掲載しているほか、ＳＮＳ及び出入国在留管理庁メール配信サービスによ

る情報発信、受入環境調整担当官による関係機関等への情報発信など、広報、周知を行っている。

引き続き、外国人生活支援ポータルサイト、ＳＮＳ、関係機関等を通じ、広報、周知する取組を行っていく。

文部科学省 広報資料の作成にあたり、出入国在留管理庁に協力した。引き続き、本施策について出入国在留管理庁に協力する。

外国籍等の子どもの日本語学習機会の提供を促進するため、幼児教育・

保育の無償化について、引き続き、広報、周知する取組を推進する。ま

た、高校及び大学の修学支援制度についても、引き続き、広報、周知す

る取組を推進する。

〔こども家庭庁、法務省、文部科学省〕《施策番号54》

54



施策

番号
施策内容 担当省庁 「進捗状況」及び「今後の予定」

外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（令和５年度改訂）進捗状況 令和６年３月末時点

法務省

文部科学省と連携し、外国人児童生徒のための就学ガイドブック及び外国人児童・保護者向け日本の学校での生活の様子を知ってもらうためのアニ

メーション動画について、受入環境調整担当官から地方公共団体等の関係機関に対し情報提供を行っている。

引き続き、就学促進につながる支援制度等について、地方公共団体等の関係機関への周知を行っていく。

在留資格審査において、子どもの就学状況の確認に努めた。

子どもの就学を促す取組について検討を進める。

【外国人の子供の就学促進のための取組の推進について】

多言語で作成した「外国人児童生徒のための就学ガイドブック」の普及に努めるほか、外国人の子供の就学機会の確保に向けて、「日本語教育の推

進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針」（令和２年６月23日閣議決定）に基づき策定した「外国人の子供の就学促進及

び就学状況の把握等に関する指針」において、外国人の子供の就学促進及び就学状況の把握等のために地方公共団体が講ずべき事項を示している。

【「外国人の子供の就学状況等調査」について】

令和４年度に続く第４回目の外国人の子供の就学実態に関する調査を実施、今後公表予定。就学状況把握・就学促進に係る先進的な取組事例の収

集・整理を進めている。

「外国人の子供の就学促進事業」（補助事業）にて就学に課題を抱える外国人の子供を対象に、公立学校や外国人学校等への就学に必要な支援を学

校外において実施する自治体を支援している。

【外国人の子供の学齢簿の作成について】

学齢簿の編製に関しては、デジタル・ガバメント実行計画に基づき、文部科学省において学齢簿システムの標準仕様書3.0版を令和６年３月（2024

年）に作成し、当該仕様書に外国人の子どもの就学に関する事項を盛り込んだ。令和７年度（2025年度）末までに地方公共団体における住民基本台

帳システムとの連携を行うことで外国人の子どもの就学状況の一体的管理・把握を図っている（令和４年度外国人の子供の就学状況等調査におい

て、住民基本台帳システムと連動した学齢簿システムの導入・適応状況について、1,336の地方公共団体が導入・適応していると回答）。

【情報検索サイト「かすたねっと」について】

「日本語指導が必要な児童生徒等の教育支援基盤整備事業」にて先進地域での実践（多言語のものを含む教材、文書等）を集約・普及する情報検索

サイト「かすたねっと」の運営を行っている。

【「外国人の子供の就学促進事業」について】

「外国人児童生徒等の教育の充実に関する有識者会議」報告及び令和３年１月の中央教育審議会答申も踏まえ、「外国人の子供の就学促進事業」

（補助事業）にて就学に課題を抱える外国人の子供を対象に、公立学校や外国人学校等への就学に必要な支援を学校外において実施する自治体の支

援を行っている。

【多言語の就学ガイドブックや動画による情報提供の推進について】

また、来日したばかりの外国人児童生徒等が日本での学校生活等について理解を深められるよう令和２年度に作成した多言語での動画コンテンツに

ついて、８言語追加するとともに、先進地域での実践（教材、文書等）を情報検索サイト「かすたねっと」に集約し、普及を図っている。

引き続き、これらの取組を行っていく。

文部科学省

55

外国人児童生徒の就学機会が適切に確保されるよう、多言語化にも対応した、

地方公共団体における就学案内の徹底や就学ガイドブックの作成・配布等によ

る就学促進のための取組の促進を図るとともに、必要に応じ、内容の更新を行

う。また、地方公共団体が講ずべき事項に関し、令和２年(2020年)７月に文部

科学省が定めた「外国人の子供の就学促進及び就学状況の把握等に関する指

針」を踏まえ、住民基本台帳等に基づく学齢簿の編製の際に、外国人の子ども

の就学状況についても一体的に管理・把握することをはじめ、就学状況も含め

た外国人児童生徒の就学実態の把握、学校への円滑な受入れ等を推進する。さ

らに、「外国人の子供の就学状況等調査」を継続して実施し、地方公共団体に

おける取組の有無、就学状況に係る課題の整理、先進的な取組事例の収集・普

及を行うことで、地方公共団体の関係部局や関係機関による一体的な取組を促

進するとともに、国内の各国大使館・総領事館にも情報提供を行う。学齢簿の

編製に関しては、デジタル・ガバメント実行計画に基づき、文部科学省におい

て学齢簿システムの標準仕様書2.1版を令和５年(2023年)４月に作成したとこ

ろ、当該仕様書に外国人の子どもの就学に関する事項を盛り込むことにしてい

る。令和７年度(2025年度)末までに地方公共団体における住民基本台帳システ

ムとの連携を行うことで外国人の子どもの就学状況の一体的管理・把握を図

る。

また、就学案内や初期の適応指導に活用できる多言語・やさしい日本語の動画

コンテンツ及び外国人幼児のための就園ガイドを周知するとともに、多言語に

よる就学案内文書・動画コンテンツ等を掲載した情報検索サイト「かすたねっ

と」の機能強化・活用促進を図る等、就学促進の取組を支援する。加えて、地

域の実情に応じて、外国人学校、ＮＰＯ等の多様な主体が外国人の子どもの学

びの受け皿となっていることを踏まえ、これらが地方公共団体と連携し、就学

状況の円滑な把握や就学促進につながるよう支援を充実する。

さらに、文部科学省と出入国在留管理庁が連携し、地方公共団体が開設してい

る一元的相談窓口等において就学に関する情報提供を行うほか、在留資格審査

に当たって子どもの就学状況の確認に努めるなど、外国人保護者に対し子ども

の就学を促す取組を推進する。

〔文部科学省、法務省〕《施策番号55》【ロードマップ34、35、36、37、

38、39、40、41、44】



施策

番号
施策内容 担当省庁 「進捗状況」及び「今後の予定」

外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（令和５年度改訂）進捗状況 令和６年３月末時点

法務省

学習者用デジタル教科書の導入状況等を踏まえ、外国人児童生徒が学習者用デジタル教科書を活用しやすくするための取組の検討を行っている。

引き続き、学習者用デジタル教科書の導入状況等を踏まえつつ、外国人児童生徒が学習者用デジタル教科書を活用しやすくするための取組を検討す

る。

【各地方公共団体が行う外国人児童生徒等への支援体制の整備に対する支援について】

「帰国・外国人児童生徒等に対するきめ細かな支援事業」（補助事業）にて各地方公共団体が行う外国人児童生徒等への校内支援体制の整備（日本

語指導補助者・母語支援員の学校への派遣、ＩＣＴの活用、自治体がＮＰＯ等と連携して実施する日本語指導の充実・プレスクール等の実施など）

に対する取組を支援している。

「日本語指導が必要な児童生徒等の教育支援基盤整備事業」にて先進地域での実践（多言語のものを含む教材、文書等）を集約・普及する情報検索

サイト「かすたねっと」の運営を行っている。

集住地域・散在地域それぞれの課題解決のための方策について先進的なプログラムを開発し、全国への普及を図るため、多文化共生に向けた調査研

究を集住地域・散在地域において行っている。

「外国人児童生徒等の教育の充実に関する有識者会議」報告及び令和３年１月の中央教育審議会答申も踏まえ、情報検索サイト「かすたねっと」の

充実を図るほか、各地方公共団体が行う外国人児童生徒等への校内支援体制の整備に関する取組を支援している。

これらの取組を引き続き進めていく。

【教員定数の改善について】

教員定数については、平成29年度に施行された改正義務標準法（「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律」（昭和33年

法律第116号））の規定に基づき、引き続き、基礎定数化を着実に実施している。

【デジタル教科書について】

ルビなどのアクセシビリティー機能がある学習者用デジタル教科書について、全ての小中学校等を対象に、小学校５年生から中学校３年生に対して

「英語」を提供するとともに、次に学校現場の環境整備や活用状況等を踏まえながら「算数・数学」を段階的に提供することとしている。

文部科学省

56

公立学校において、令和８年度(2026年度)には日本語指導が必要な児童生徒

18人に対して１人の教員が基礎定数として措置されるよう、公立義務教育諸学

校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律（義務標準法、昭和33年法律

第116号）の規定に基づいた改善を着実に推進する。また、各地域における関

連部署・団体等による支援の状況等も踏まえつつ、日本語指導補助者や母語支

援員の活用等の指導体制の構築や、きめ細かな指導を行うための多言語翻訳シ

ステムや遠隔教育といったＩＣＴを活用した支援等、各地方公共団体が行う外

国人児童生徒等への支援体制の整備に対する支援を拡充する。その際、母語・

母文化の重要性に配慮するとともに、各地方公共団体におけるＮＰＯや企業・

大学等を含む幅広い主体との連携も促進する。

また、「日本語指導が必要な児童生徒の受入状況等に関する調査」を隔年で実

施し、受入状況に係る実態や課題の整理、先進的な取組事例の収集・普及を図

るとともに、日本語指導等の教材や多言語化された学校文書・動画資料等の普

及を図るため、文部科学省が運営する情報検索サイト「かすたねっと」の機能

強化に取り組む。さらに、外国人児童生徒等の学びにも資すると考えられる、

音声読上げやルビ振り等の機能を持つ学習者用デジタル教科書について、必要

とする外国人児童生徒が活用しやすくするための取組を引き続き検討する。

加えて、集住地域・散在地域それぞれにおける指導の在り方についての実践的

な研究の成果を踏まえ、日本人児童生徒と外国人児童生徒が互いを尊重しなが

ら共に学ぶ授業の実施や散在地域での指導体制構築などのモデル的な取組を全

国に普及する。令和５年度（2023年度）には、散在地域における児童生徒の実

態把握のネットワーク構築に向けた調査研究を実施する。また、外国人幼児等

に対する指導上の留意事項等を整理した資料を用いて周知を図る。

さらに、令和３年(2021年)１月の中央教育審議会答申「『令和の日本型学校教

育』の構築を目指して」において、増加する外国人児童生徒等への教育の在り

方について提言が行われていることを受け、上記の各施策の充実を図る。

〔文部科学省、法務省〕《施策番号56》【ロードマップ42、43、46、71】



施策

番号
施策内容 担当省庁 「進捗状況」及び「今後の予定」

外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（令和５年度改訂）進捗状況 令和６年３月末時点

57

外国人学校における保健衛生の確保に向け、外国人学校への保健衛生に

関する多言語での情報発信・相談対応を行うとともに、地方公共団体等

を含む関係者に対する普及啓発に取り組む。

〔文部科学省〕《施策番号57》【ロードマップ45】

文部科学省

「外国人学校における保健衛生環境整備事業」における取組等を通じ、新型コロナウイルス感染症対策を含めた外国人学校における保健衛生に関す

る情報発信・相談対応等を多言語で行った。また外国人学校における保健衛生の普及啓発のため、地方公共団体等を含む関係者を対象に、各種セミ

ナーを実施した。

令和５年２月に開設した外国人学校向けの保健衛生に関する情報サイトは、令和５年度58,541件のアクセスがあり、アクセス数は順調に向上してい

る。

今後も引き続き上記取組を継続するとともに、成果の展開を図る。

【教育委員会・大学等が実施すべき研修内容等をまとめた「モデル・プログラム」について】

「外国人児童生徒等教育を担う教員の養成・研修モデルプログラム開発事業」（委託事業）にて教育委員会・大学等が実施すべき養成・研修内容等

をまとめた「モデル・プログラム」を開発し、教育委員会・学校等への普及を図った。

「外国人児童生徒等の教育の充実に関する有識者会議」報告及び令和３年１月の中央教育審議会答申も踏まえ、引き続き、「モデル・プログラム」

の普及を図るとともに、研修用動画コンテンツの周知を図るほか、独立行政法人教職員支援機構による「外国人児童生徒等に対する日本語指導指導

者養成研修」や「外国人児童生徒等教育アドバイザー」の派遣により、各地方公共団体における教員等の研修の実施を促進している。

【幼稚園等における外国人幼児等の受入れに関する研修プログラムについて】

幼稚園等における外国人幼児等の受入れに関して、調査研究を通じて開発した研修プログラムを文部科学省ホームページに掲載するとともに、全国

の幼児教育担当指導主事等を対象とする会議においてその周知を行った。

引き続き、これらの取組を行っていく。

文部科学省58

教育委員会・大学等が実施すべき研修内容等をまとめた「モデル・プロ

グラム」の普及を通じて、日本語初期指導、中期・後期指導、ＪＳＬカ

リキュラムによる日本語と教科の統合指導、外国人児童生徒のための日

本語能力測定方法による評価結果の活用等の系統的な日本語指導を実践

するための研修体制を整備し、日本語指導を担う中核的教師の養成等を

推進する。また、外国人児童生徒等の指導を担当する教師が効率的に必

要な知識や技能を得られるよう作成した「研修用動画コンテンツ」を文

部科学省が運営する情報検索サイト「かすたねっと」等において配信す

るとともに広く周知し、その活用を促すことにより、外国人児童生徒等

教育を担う教員等の資質能力の向上を図る。さらに、各地方公共団体に

おける教員等の研修の促進に資するよう、独立行政法人教職員支援機構

における「外国人児童生徒等に対する日本語指導指導者養成研修」によ

る研修指導者の養成、同機構が提供する校内研修向けの講義動画の周知

等を行う。また、文部科学省が派遣する「外国人児童生徒等教育アドバ

イザー」を増員し、各地方公共団体が実施する研修の充実を図る。さら

に、幼稚園等における外国人幼児等の受入れに関して、令和４年度

（2022年度）に調査研究を通して開発された研修プログラムの活用につ

いて、全国への周知を実施する。

あわせて、外国人児童生徒等に対して指導を行う教員や日本語指導補助

者の確保・資質向上について、多様な人材の確保や全国的な研修機会の

提供という観点も踏まえつつ、有効な方策について検討を行う。

〔文部科学省〕《施策番号58》【ロードマップ13、46】



施策

番号
施策内容 担当省庁 「進捗状況」及び「今後の予定」

外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（令和５年度改訂）進捗状況 令和６年３月末時点

59

言語、母国の教育制度や文化的背景や家庭環境に留意し、適切に障害の

ある外国人の子どもの就学先の決定が行われるよう、地方公共団体への

周知を行うとともに、就学先の相談に当たって母語支援員や多言語化に

対応した翻訳システムの活用を推進する。

特別支援学校等においても、日本語指導補助者や母語支援員等の配置に

努めるほか、特別支援教育、日本語指導の担当教師が、それぞれ日本語

指導、特別支援教育についても学ぶことのできる研修の機会等の充実を

図る。

あわせて、「日本語指導が必要な児童生徒の受入状況等に関する調査」

により、特別支援学級における日本語指導が必要な児童生徒の在籍状況

を把握するとともに、外国につながりのある子どもの特別支援教育に関

する研究を行う。

〔文部科学省〕《施策番号59》

文部科学省

【地方公共団体が行う外国人児童生徒等への校内支援体制の整備に対する取組の支援等について】

「帰国・外国人児童生徒等に対するきめ細かな支援事業」（補助事業）にて、日本語指導補助者・母語支援員の配置、ＩＣＴの活用など各地方公共

団体が行う外国人児童生徒等への校内支援体制の整備に対する取組を支援している。（【再掲】施策番号56で記載。）

「日本語指導が必要な児童生徒の受入状況等に関する調査（令和５年度）」において、特別支援学級における日本語指導が必要な児童生徒の在籍状

況について調査したところであり、今後公表予定。

また、独立行政法人教職員支援機構が実施する「外国人児童生徒等に対する日本語指導指導者養成研修」において、障害のある外国人児童生徒への

対応等について、講義の中で取り扱っている。

「外国人児童生徒等の教育の充実に関する有識者会議」及び中央教育審議会における増加する外国人児童生徒等への教育の在り方に関する答申も踏

まえ、引き続き、各地方公共団体が行う外国人児童生徒等への校内支援体制の整備に対する取組を支援している。（【再掲】施策番号56で記載。）

【外国につながりのある子供の特別支援教育について】

さらに、令和５年度、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所において、特別支援教育の担当教師が外国につながりのある児童生徒の現状と課

題、指導内容等を学ぶことのできる研修の機会を提供するとともに、令和４年度に実施した「外国につながりのある子供に対する支援体制等の実態

調査」等から得た知見を整理・検討し、手引き及び研修コンテンツ作成に向けた取組を実施している。

引き続き、これらの取組を行っていく。

外国人生徒等の進学状況、中退率、進路状況等に関する実態を踏まえ、

中学校・高等学校において将来を見通した進路選択の機会が提供される

よう、教育委員会・学校と関係機関が連携し、日本語指導やキャリア教

育の充実、生活相談の実施等の包括的な支援を進めるとともに、外国人

生徒を含めた高校中退者に向けた学習支援等を行う。

また、全ての都道府県で公立高等学校入試における帰国・外国人生徒等

への特別な配慮（ルビ、辞書の持ち込み、特別定員枠の設置等）が講じ

られることを目指し、実施状況を把握するとともに、先進的な取組事例

について教育委員会への情報提供等を行う。

さらに、令和５年度(2023年度)から導入された日本語指導の「特別の教

育課程」を編成・実施している事例を収集し、周知・普及を図る。ま

た、多文化共生やグローバル人材育成の在り方について、令和５年度

（2023年度）には、散在地域において実践的な研究を実施する。

〔文部科学省〕《施策番号60》【ロードマップ13、14（再掲：49）、

47、48、50、51】

60

【外国人生徒等に対する日本語指導・キャリア支援等の取組について】

「日本語指導が必要な児童生徒の受入状況等に関する調査（令和５年度）」にて日本語指導が必要な高校生等の中退・進路状況について実態を把握するとともに（今後公

表予定）、「帰国・外国人児童生徒等に対するきめ細かな支援事業」（補助事業）にて各自治体が行う、高等学校等における外国人生徒等への日本語指導・キャリア支援

等の取組を支援した。今後も実態把握及び自治体の取組の支援を行っていく。

【相談体制の充実、高校中退者等への学習支援等、高等学校等で学び直す者に対する修学支援について】

課題を抱える生徒に対する学校における教育相談体制の充実へ向けて、スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーの配置充実を図っている。また、「地域にお

ける学びを通じたステップアップ支援促進事業」を通じて、高校中退者等への学習支援・学習相談等を行う６自治体の取組を支援している。さらに、高等学校等で学び直

す者に対する修学支援を実施している。

引き続き、学校における教育相談体制の充実を図る。また、令和６年度以降も引き続き事業を実施し、地方公共団体における高校中退者等を対象とした学習相談・学習支

援等への支援を継続する。さらに、高等学校等で学び直す者に対する修学支援を実施する。

【公立高等学校入学者選抜における外国人生徒を対象とした特別定員枠の設定や受検に際しての配慮について】

外国人の子供の就学機会の確保に向けて、「日本語教育の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針」（令和２年６月23日閣議決定）に基づき

策定した「外国人の子供の就学促進及び就学状況の把握等に関する指針」において、各教育委員会による公立高等学校入学者選抜において、外国人生徒を対象とした特別

定員枠の設定や受検に際しての配慮（試験教科の軽減、問題文の漢字へのルビ振り等）の取組を推進するよう示している。公立高等学校入試における帰国・外国人生徒等

への特別な配慮（ルビ、辞書の持ち込み、特別定員枠の設置等）実態状況を把握すると共に情報提供を行った。引き続き実態把握、情報提供及び周知を行っていく。

【高等学校における「特別の教育課程」について】

「高等学校等における日本語指導の制度化及び充実方策に関する有識者会議」における議論を踏まえ、高等学校における日本語の個別指導を教育課程に位置付けて行う制

度を導入するとともに、学校における指導体制づくり・日本語指導のカリキュラム作成のための指導資料の作成、日本語能力把握方法の検討等を進めている。

文部科学省



施策

番号
施策内容 担当省庁 「進捗状況」及び「今後の予定」

外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（令和５年度改訂）進捗状況 令和６年３月末時点

61

夜間中学は、義務教育を修了していない学齢経過者等の義務教育を受け

る機会を実質的に保障する中学校であり、令和５年(2023年)４月現在、

全国11都道府県・12指定都市に44校が設置されている。生徒の約７割は

外国籍の者が占めており、本国や我が国において義務教育を十分に受け

られなかった者にとって、社会的・経済的自立に必要な知識・技能等を

修得し得る教育機関である。

このため、義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確

保等に関する法律（教育機会確保法、平成28年法律第105号）や教育振

興基本計画等に基づき、全ての都道府県や指定都市に少なくとも一つの

夜間中学が設置されるよう新設準備に向けたニーズ調査等や設置後の円

滑な運営に向けた補助などの支援等を通じてその促進を図る。

〔文部科学省〕《施策番号61》【ロードマップ52】

文部科学省

令和５年６月に閣議決定した教育振興基本計画において、夜間中学は、義務教育未修了者に加え、外国籍の者、入学希望既卒者、不登校となってい

る学齢生徒等の多様な生徒を受け入れる重要な役割を担っていることから、義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関す

る法律（教育機会確保法）等に基づき、全ての都道府県・指定都市に少なくとも一つの夜間中学が設置されるよう促進するとともに、夜間中学の教

育活動や広報の充実、受け入れる生徒の拡大を図るなど、教育機会の確保等に関する施策を総合的に推進することが示された。

令和５年(2023年)10月現在、全国11都道府県・12指定都市に44校が設置されているところ、夜間中学新設の更なる促進に向けて、令和６年４月開

校予定の福島県福島市、群馬県、大阪府泉佐野市、鳥取県、福岡県大牟田市、北九州市、佐賀県、熊本県、宮崎県宮崎市も含め、引き続き、夜間中

学新設準備・運営支援や、既存の夜間中学における教育活動充実・成果事例の創出への支援を行う。

62

外国人の子どもの適切な将来設計の実現を図るため、高等学校・ハロー

ワーク・関係機関が連携して、子どものキャリア形成支援を行う取組を

試行的に実施する。その際、親の参画を含めた子どものキャリア形成支

援について理解を進められるよう具体的な方法を検討する。

〔厚生労働省〕《施策番号62》【ロードマップ53】

厚生労働省
都道府県労働局やハローワーク向けに、外国人の子どもの就職に関する内容も含む「職業相談や求人開拓業務等のポイント」をまとめた冊子を各都

道府県労働局に周知し、各都道府県労働局やハローワークでの職業相談等に活用している。引き続き、本冊子の見直しや更新を適宜行っていく。

文部科学省

「高等学校等卒業後に本邦で就職を希望する外国籍を有する者の在留資格の取扱いの変更について（依頼）」（令和２年３月26日付け文部科学省総

合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課長通知）にて各都道府県・指定都市の教育委員会等に、在留資格「家族滞在」で滞在する外国籍を

有する生徒が、高等学校等卒業後に本邦において就職を希望する場合における「定住者」又は「特定活動」への在留資格の変更に係る取扱いに関す

る通知を発出した。「高等学校等卒業後に本邦で就職を希望する外国籍を有する者の在留資格の取扱いの変更について（依頼）」（令和５年10月26

日付け文部科学省総合教育政策局国際教育課長通知）にて各都道府県・指定都市の教育委員会等に令和２年３月26日付け通知の一部見直しに関する

通知を発出した。

今後とも必要に応じて各都道府県教育委員会等関係機関に周知を図る。

法務省
出入国在留管理庁ホームページにおいて、６か国語及びやさしい日本語にて案内を掲載の上、本件取扱いの概要、必要書類について公開しているほ

か、同ホームページに本制度をわかりやすく解説した広報用資料及び広報用動画を掲載しており、引き続き、関係機関と協力し、周知を図る。

63

日本の高等学校卒業後に就労を希望する外国人の日本社会への定着が円

滑に行われるよう、在留資格の取扱いについて周知する。

〔文部科学省、法務省〕《施策番号63》



施策

番号
施策内容 担当省庁 「進捗状況」及び「今後の予定」

外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（令和５年度改訂）進捗状況 令和６年３月末時点

64

補導の対象となった外国人少年について、非行を防止するため、日本人

と同様、必要に応じて、保護者等の同意の下、継続補導を実施するとと

もに、大学生ボランティア等と連携し、学習支援活動や居場所づくり活

動等に取り組み、外国人少年の健全育成を図る。

〔警察庁〕《施策番号64》

警察庁
少年の非行を防止するため、必要に応じて継続補導を実施するとともに、大学生ボランティア等と連携し、少年の健全育成を図っている。

引き続き、大学生ボランティア等と連携して少年の健全育成を図る。

経済産業省

留学生の多様性に応じた採用選考や選考後の柔軟な人材育成・処遇等に係るチェックリストやベストプラクティス等を内容とする「外国人留学生の

採用や入社後の活躍に向けたハンドブック」について企業等に周知するとともに、自治体や企業の経営相談を行う各地域の支援機関等に対し、セミ

ナーなどを令和５年度において17回実施し、周知・活用促進を図った。今後は企業における外国人材の活躍に向けたワークショップを実施する等、

引き続き各ツールの周知や利活用を促進する取組を実施していく。

厚生労働省
「外国人留学生の採用や入社後の活躍に向けたハンドブック」について、ハローワーク等において、事業主向けセミナー等の機会を活用し、外国人

留学生の採用を検討している事業主等への周知を図っている。引き続き、セミナーなどを通じて周知する。

文部科学省

関係省庁、産業界、支援事業者、大学等の連携により策定した、留学生の多様性に応じた採用選考や選考後の柔軟な人材育成・処遇等に係るチェッ

クリストやベストプラクティス等を内容とする「外国人留学生の採用や入社後の活躍に向けたハンドブック」について、大学等の関係者に対して周

知・活用促進を図っている。引き続き、「外国人留学生の採用や入社後の活躍に向けたハンドブック」が活用されるよう、周知活動を継続する。

65

関係省庁、産業界、支援事業者、大学等の連携により策定した、留学生

の多様性に応じた採用選考や選考後の柔軟な人材育成・処遇等に係る

チェックリストやベストプラクティス等を内容とする「外国人留学生の

採用や入社後の活躍に向けたハンドブック」について、関係省庁の各種

制度や施策と連携し、周知・活用促進を図るとともに、地方公共団体

や、企業の経営相談を行う各地域の支援機関等に対しても横展開してい

く。また、同ハンドブックに基づく留学生向けの取組について、企業や

大学等からの情報発信を促すため、関係省庁から経済団体や大学等への

周知を徹底していく。

〔経済産業省（厚生労働省、文部科学省等関係省庁）〕《施策番号65》

【ロードマップ54】



施策

番号
施策内容 担当省庁 「進捗状況」及び「今後の予定」

外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（令和５年度改訂）進捗状況 令和６年３月末時点

経済産業省

高度外国人材活躍推進プラットフォームのポータルサイトにおいて、高度外国人材の日本企業での就職や活躍促進に向けた関連施策の情報発信を実

施している。また、大阪本部及び各地方貿易情報センターに配置されたコーディネーターによる、個別企業の高度外国人材の採用や社内での定着・

活躍に関する悩みへの伴走型支援についても継続的に実施している。令和５年度には、国内外の高度外国人材へ就業機会を提供するため、合計３回

の合同企業説明会や「採用実務」等に関するセミナーをオンラインで開催した。引き続き国内外の高度外国人材へ就業機会を提供するため、オンラ

イン合同企業説明会を開催するとともに、セミナー等を通じて高度外国人材の受け入れ促進をサポートする。

法務省

日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ）内に設置した「高度外国人材活躍推進プラットフォーム」において、高度外国人材の採用・活躍のため、企業及び

高度外国人材双方に向けた各種情報発信の充実に向けた協力を行っているところ、今年度は新たに運用を開始したJ-Skip及びJ-Findについても、当

該プラットフォームで情報発信を行った。引き続き、関係省庁との連携の下、各種情報発信の充実を図っていく。

外務省
「高度外国人材活躍推進プラットフォーム」を通じて国際交流基金の日本語教育に関する情報発信を行っている。

引き続き、「高度外国人材活躍推進プラットフォーム」と情報提供等を通じた連携を行う。

文部科学省

「高度外国人材活躍推進プラットフォーム」上に、外国人留学生の受入れ及び国内での就職状況等に関する情報を参照できるよう「日本留学情報サ

イト（Study in JAPAN）」内の関連ページを掲載し、適切に情報提供を行っている。引き続き、本施策について経済産業省と連携し、「高度外国人

材活躍推進プラットフォーム」を通じて、留学生の就職に係る情報の広報・周知を適切に行う。

厚生労働省
ＪＥＴＲＯ主催の外国人留学生向けジェトロオンライン合同企業説明会に共催として参加し、企業への事前説明会で講演したほか、ハローワーク等

を通じ留学生等に対し、当該説明会の周知等を行う等の協力を行った。引き続き、説明会の講演や情報の周知等、必要な協力を行う。

67

「外国人留学生の国内就職支援研修モデルカリキュラム」等を活用し

て、外国人留学生等を対象とした、職場定着のためのコミュニケーショ

ン能力の向上や雇用慣行等に関する知識の習得を目的とした研修を実施

する。さらに、「外国人社員と働く職場の労務管理に使えるポイント・

例文集」や「外国人留学生の採用や入社後の活躍に向けたハンドブッ

ク」等を活用して、事業主向けセミナー等を通じ、事業主や人事・労務

担当、職場の上司等の職場における効果的なコミュニケーションの方法

を周知する。

〔厚生労働省〕《施策番号67》【ロードマップ57】

厚生労働省

職場定着のためのモデルカリキュラムを活用して、外国人留学生を対象とした、職場定着のためのコミュニケーション能力の向上や雇用慣行等に関

する知識の習得を目的とした研修を実施した。

また、事業主向けセミナー等において、「外国人社員と働く職場の労務管理に使えるポイント・例文集」や「外国人留学生の採用や入社後の活躍に

向けたハンドブック」等を活用し、事業主や人事・労務担当、職場の上司等の職場における効果的なコミュニケーションの方法を周知した。引き続

き、外国人留学生を対象とした職場定着のためのコミュニケーション能力の向上や雇用慣行等に関する知識の習得を目的とした研修を実施するとと

もに、事業主や人事・労務担当、職場の上司等に対して職場における効果的なコミュニケーションの方法を周知する。

66

日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ）内に設置した「高度外国人材活躍推進

プラットフォーム」において、関係省庁連携の下、高度外国人材の採

用・活躍のため、企業及び高度外国人材双方に向けた各種情報を発信す

る。高度外国人材に関心を持つ企業に対しては、高度外国人材の採用か

ら入社後の活躍までの様々な段階をサポートする伴走型支援を実施し、

中堅・中小企業や支援機関向けに作成したe-learning教材等を活用したセ

ミナーやワークショップの開催に取り組む等、高度外国人材の就職後の

活躍に関する支援を拡充する。

さらに、オンラインジョブフェアや日本の就労環境等を紹介するセミ

ナー等のイベントの開催を通じ、日本企業への就職意欲を有する高度外

国人材に対するＰＲ・就職機会の提供を行う。

〔経済産業省（法務省、外務省、文部科学省、厚生労働省等関係省

庁）〕《施策番号66》【ロードマップ56】



施策

番号
施策内容 担当省庁 「進捗状況」及び「今後の予定」

外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（令和５年度改訂）進捗状況 令和６年３月末時点

厚生労働省

外国人雇用サービスセンターや一部の新卒応援ハローワークに設置された留学生コーナーを中心に、留学生に対する全国的かつきめ細やかな就職支

援や、留学生と企業のマッチングを促進するため、留学生向けインターンシップや就職面接会を実施するほか、東京外国人雇用サービスセンターと

ＪＥＴＲＯで連携し企業向けセミナーを開催するなど、関係機関とも連携を図り対応している。また、各労働局における留学生に対する就職支援の

取組好事例を収集、共有することで更なる取組の促進を行った。引き続き、外国人雇用サービスセンターや留学生コーナーを地域の拠点とし、全国

的かつきめ細かな相談・支援を行うほか、関係機関と連携のうえ、インターンシップの充実や留学生向け求人の掘り起こし、就職ガイダンス等のセ

ミナー、合同企業説明会の開催等に取り組むことで、留学生と企業の更なるマッチングの促進を図る。

経済産業省

中小企業・小規模事業者が抱える経営課題の解決に向けた多様な人材の確保・育成・定着を図るため、取り組むべき人材活用策のポイントやその際

に利用できる支援策を整理した「人材活用ガイドライン」を活用したセミナーやマッチング等を実施した。

地域の中核企業を始めとした中小企業・小規模事業者が、自社が抱える経営課題の解決に向け、多様な人材の確保・育成・活用や職場環境改善によ

る人材の定着を図るため、人材戦略の検討・策定・実行のためのセミナー・マッチング等を推進する。

厚生労働省

外国人雇用サービスセンター（全国４か所）が設置されているハローワークと５大学が連携協定を締結し、留学早期からその後の就職・定着まで一

貫してサポートする取組を行っている。連携協定等の実績を把握し、そこで得られた好事例等を関係機関等に共有し、引き続き留学生の国内就職・

定着を促進していく。

文部科学省

令和２年11月以降、複数の大学及びハローワーク（外国人雇用サービスセンター）間において「外国人留学生の国内就職支援に関する協定」が締結

されていることを受け、各国公私立大学に対して、本取組の促進を目的に情報提供している。引き続き、本取組が促進されるよう、各大学等の関係

者への情報提供を継続する。

68

ハローワークの「外国人雇用サービスセンター」や「留学生コーナー」

を地域の拠点として、担当者制によるきめ細かな相談・支援を行うほ

か、地方企業、地方公共団体、ＪＥＴＲＯ等関係機関と連携し、イン

ターンシップの充実や留学生向け求人の掘り起こし、就職ガイダンス等

のセミナー、合同企業説明会の開催等に取り組むことで、留学生と企業

の更なるマッチングの推進を図る。

また、上記拠点において、地方公共団体が設置する一元的な窓口と必要

な連携を図る。

〔厚生労働省、経済産業省〕《施策番号68》【ロードマップ58】

69

大学と労働局（ハローワーク）の間で、協力協定の締結等を通じて連携

を強化し、留学早期の就活セミナーから、インターンシップ、就職活動

期の個別相談、就職面接会等に至るまでの外国人留学生に対する一貫し

た就職支援を実施する。また、そこで得られた好事例やノウハウ等を、

全国の大学及び関係機関等に共有する。

〔厚生労働省、文部科学省〕《施策番号69》【ロードマップ58】



施策

番号
施策内容 担当省庁 「進捗状況」及び「今後の予定」

外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（令和５年度改訂）進捗状況 令和６年３月末時点

法務省

令和６年２月29日に特定活動告示（第46号、大卒特活）を改正し、文部科学大臣が認定した専修学校専門課程を修了した者であって、高度専門士の

称号を付与された者などを大学卒業者と同等と認められる者として対象に加え、出入国在留管理庁ホームページにおいて公表した。

引き続き、今後の運用について注視していく。

厚生労働省
ハローワーク等において、留学生の採用を検討している企業や日本の大学・大学院を卒業・修了した留学生からの求人・求職相談の機会を捉えて、

本制度について、適切に情報提供を行った。引き続き、ハローワーク等において、適切に情報提供を行う。

経済産業省
日本の大学・大学院を卒業・修了した留学生の就職支援に向けた特定活動告示（第46号）について、企業等を対象とした各種講演や経産省ウェブサ

イトを通じて、本在留資格の周知を行っており、引き続き周知活動に努める。

法務省
出入国在留管理庁ホームページにおいて周知を行っている。

引き続き、当該施策の周知に努める。

経済産業省 各種講演や経産省ウェブサイトを通じて、企業等への周知を行っており、引き続き周知活動に努める。

71

日本の大学・大学院を卒業・修了した留学生の就職支援に向けた特定活

動告示（第46号）の周知を引き続き行う。

〔法務省、厚生労働省、経済産業省〕《施策番号70》

大学等の秋卒業者の国内就職を促進するため企業等の通年採用が促進さ

れるように取り組むとともに、就職が内定した留学生に対し、採用まで

の間本邦に滞在することを認めている「特定活動」の在留資格の企業等

への周知を引き続き行う。

〔法務省、経済産業省〕《施策番号71》

70



施策

番号
施策内容 担当省庁 「進捗状況」及び「今後の予定」

外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（令和５年度改訂）進捗状況 令和６年３月末時点

法務省
日本の食・食文化の海外普及の促進を行うため、調理又は製菓の専門学校を卒業した留学生が引き続き国内の飲食店等で働きながら、技術を学べる

制度である日本の食文化海外普及人材育成事業について、本事業の適正な運用を行っている。引き続き、当該制度の適正な運用を図っていく。

厚生労働省

調理又は製菓の科目を専攻して専修学校の専門課程を修了する等した留学生が就職できる業務の幅の拡大を図るため、農林水産省の「日本の食文化

海外普及人材育成事業」の適正な運用及びその普及に協力できる体制を保持した。

「日本の食文化海外普及人材育成事業」の適正な運用及びその普及に引き続き協力する。

農林水産省

日本の食文化海外普及人材育成事業について、申請者である調理又は製菓の専門学校に対して事業の適切な運用方法について、訪問・面談等を通し

て意見交換を行った。

また、実際に事業を活用している外国人調理師のインタビュー記事を政府広報へ掲載するなど、事業の周知を図った。

引き続き、当該施策の周知に努める。

法務省

「外国人起業活動促進事業」については、国からの認定を受けたベンチャーキャピタル、インキュベーター、アクセラレーター等の民間組織も、自

治体に代わって、起業準備者へのスタートアップビザ発給の確認手続を行える枠組みについて、令和５年10月に経済産業省告示を改正し、施行し

た。引き続き、両制度の適正な運用を図っていく。

経済産業省

経済産業省ＨＰの記載を見直す等、制度の分かりやすい広報に努めている。また、地方公共団体だけでなく、国からの認定を受けたベンチャーキャ

ピタル、インキュベーター、アクセラレーター等の民間組織も、起業準備者へのスタートアップビザ発給の確認手続を行える枠組みについて、令和

５年10月に経済産業省告示を改正する等、制度の利便性の向上も行っている。

73

「外国人起業活動促進事業」及び本邦の大学等を卒業した外国人による

我が国での起業活動に係る在留資格「特定活動」（令和２年（2020年）

11月措置）につき、広報・周知を図る。

〔法務省、経済産業省〕《施策番号73》

日本の食文化海外普及人材育成事業は、日本の食・食文化の海外普及の

促進を行うため、調理又は製菓の専門学校を卒業した留学生が引き続き

国内の飲食店等で働きながら、技術を学べる制度である。本事業の適正

な運用を行いつつ、農林水産省ホームページにおける情報掲載等を通じ

て普及を図る。

〔法務省、厚生労働省、農林水産省〕《施策番号72》

72



施策

番号
施策内容 担当省庁 「進捗状況」及び「今後の予定」

外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（令和５年度改訂）進捗状況 令和６年３月末時点

74

一定の条件を満たす中小企業等への留学生の就職を支援するため、厚生

労働省のユースエール認定制度の認定企業等を対象として、留学生が在

留資格変更許可申請を行う際に必要となる各種提出書類について、大企

業と同様の簡素化を図ったところ、引き続き在留諸申請手続における提

出書類について情報提供を実施する。

〔法務省〕《施策番号74》

法務省 在留諸申請手続における提出書類は、出入国在留管理庁ホームページにおいて情報提供を行っており、引き続き、必要な情報提供を行っていく。

75

大学が企業等との連携により策定する、留学生の国内企業等への就職に

資する質の高い教育プログラムを文部科学省が認定する「留学生就職促

進教育プログラム認定制度」について、引き続き制度の普及・促進に取

り組む。認定大学には、奨学金の優先配分等を行いつつ、認定期間内で

留学生の就職率について設定した目標を達成することを求める。スー

パーグローバル大学創成支援事業の採択大学についても、同プログラム

に原則として参加することとする。

〔文部科学省〕《施策番号75》【ロードマップ59】

文部科学省

留学生の国内企業等への就職に資する優れた教育プログラムを展開する23大学について、留学生就職促進教育プログラム認定制度に基づく認定を

行っている（令和６年３月現在）。今後も、我が国企業等への就職に資する質の高い教育プログラムを提供する大学等に対し、当該プログラム内容

の認定を進めるとともに、外国人留学生の国内企業等への就職が促進されるよう制度周知を行っていく。

76

新型コロナウイルス感染症の影響の長期化や新たな危機に備える観点か

ら、専修学校において留学生が母国で主にオンラインを通じて学習する

ためのコンテンツ開発や学修サポート体制を構築するとともに、現地の

教育機関などとも連携し、母国での学修を評価し、来日以後の残りの学

修、就職支援までをトータルパッケージで支援するモデルを構築する。

〔文部科学省〕《施策番号76》

文部科学省

令和３年度から「専修学校留学生の学びの支援推進事業」を開始し、引き続き全国６団体に委託し専修学校におけるモデル構築に取り組んでいる。

取組最終年度にあたる令和５年度においては、留学希望者等向けの情報提供の充実、留学前後に受講する教育プログラムの開発、留学生のための就

職支援講座の実施といった取組を通じ、モデルの充実・改善に取り組んでおり、引き続きその取組や成果を体系的にとりまとめ、普及・定着を図っ

ていく。



施策

番号
施策内容 担当省庁 「進捗状況」及び「今後の予定」

外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（令和５年度改訂）進捗状況 令和６年３月末時点

77

大学等における就職率等の情報開示等の取組を集約し、効果的に発信す

るため日本学生支援機構の特設サイトにおいて、大学等の情報の掲載を

進めるとともに、就職支援の取組や就職状況に応じて教育機関に対する

奨学金の優先配分を行う。

〔文部科学省〕《施策番号77》【ロードマップ59】

文部科学省

日本学生支援機構に特設サイトを開設し、留学生の受入れや就職支援に熱心に取り組んでいる大学における留学生の在籍状況や就職率などに関する

情報を集約し、公表している。

外国人留学生進路状況：https://www.studyinjapan.go.jp/ja/statistics/career-and-degrees/

外国人留学生のための就活ガイド：https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/job/guide.html

引き続き、当該サイトを通じて、大学等における就職率等の情報開示などの取組を集約し効果的な情報発信を行っていく。

法務省

各種研修会等に参加し、特定活動告示46号（施策番号70）や就職が内定した秋卒業の留学生に対し採用までの間本邦に滞在することを認める「特定

活動」（施策番号71）を含む留学生の就職支援に係る情報提供を行った。

引き続き、研修会等に対応していく。

文部科学省

日本学生支援機構、就職問題懇談会、文部科学省が共同で開催する令和５年度全国キャリア教育・就職ガイダンス中の、「外国人留学生のキャリア

教育・就職支援についてのセッション」と題するプログラム内において、出入国在留管理庁からも「大学・専門学校等卒業後の在留申請等につい

て」の情報提供を受けつつ、高等教育機関に求められる外国人留学生就職支援の在り方についての講演・体験談の録画配信等を実施した。引き続

き、各大学の要望等も踏まえ、出入国在留管理庁からの協力も得つつ研修会等における情報提供等を行う。

79

入学を志願する留学生向けの情報提供を促し、国内企業のニーズに応じ

た留学生の受入れを促進するため、海外において、関係機関との連携に

より、卒業後の我が国での就職等のキャリアパスをはじめとした日本留

学の魅力について統合的な発信を図る。

〔文部科学省〕《施策番号79》

文部科学省

「日本留学海外拠点連携推進事業」により、海外に拠点をもつ各大学に事業を委託し、６地域の海外拠点（ASEAN、サブサハラ、南西アジア、南

米、CIS、中東・北アフリカ）にて日本留学に関する情報収集・発信、優秀な留学生獲得に向けたリクルーティング活動促進、帰国留学生とのネッ

トワーク構築を行った。令和６年度からは「日本留学促進のための海外ネットワーク機能強化事業」として、ASEANやインド等の重点地域を中心

に、在外公館や関係機関、企業との連携のもと、学生の早期からのリクルートや帰国後のフォローアップまでを一体的に促進する日本留学サポート

体制の強化を図る。

留学生の国内就職の促進のため、留学の在留資格から就労関係の在留資

格変更手続の簡素化等を行うことを踏まえ、大学等の進路相談等におい

て留学生の在留資格の変更に対する支援が効果的に行えるよう、法務

省、文部科学省と大学等が連携し、研修会（意見交換）を引き続き行

う。

〔法務省、文部科学省〕《施策番号78》

78



施策

番号
施策内容 担当省庁 「進捗状況」及び「今後の予定」

外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（令和５年度改訂）進捗状況 令和６年３月末時点

外務省

イノベーティブ・アジア事業のパートナー大学として指定したアジアのトップ大学60校を対象に、留学生（ＪＩＣＡ研修員）を日本の理系分野の大

学院に受け入れると共に、日本企業等にてインターンシップを実施している。本事業の新規受入は平成29年度から令和３年度であり、令和３年度ま

でに908名を受け入れた。

新規受け入れは令和３年度に終了しているが、引き続き、国内における留学生（ＪＩＣＡ研修員）を対象とした日本企業とのネットワーキングフェ

アやインターンシップを実施する予定。

法務省

イノベーティブ・アジア事業においてパートナー校として指定を受けている大学を卒業等した者及び同事業の一定の研修を修了した者が日本での就

職を希望する場合、高度人材ポイント制におけるポイントの特別加算や在留諸申請に係る提出書類の簡素化の措置を講じている。引き続き、当該事

業の適正な運用を図っていく。

経済産業省

高度外国人材活躍推進ポータルサイトにおいて、イノベーティブ・アジア事業の取組など、日本企業への就職に関心を持つ外国人材を対象とした各

種イベントや施策の情報発信を一元的に実施している。引き続き、高度外国人材活躍推進ポータルサイトにおいて、関連事業や支援施策の情報掲載

を行い、関係省庁連携の下、一元的な情報発信を行っていく。

文部科学省
平成30年度に国費外国人留学生制度において、イノベーティブ・アジア事業に関連するプログラムを採択した。国費外国人留学生として採用され、

イノベーティブ・アジア事業の対象とされた学生に対し令和５年度も引き続き支援を行っている。

厚生労働省

令和元年度から、都道府県等において、外国人介護人材の介護技能向上のための集合研修の実施や、研修講師の養成研修等を実施した場合における

必要な経費を補助する制度を創設している。また、令和５年度補正予算において介護福祉士修学資金等貸付事業の貸付原資の積み増しを行い、安定

的な事業継続の支援を実施した。引き続き、外国人介護人材の受入環境の整備に向けて、必要な事業の実施に努める。

文部科学省

介護分野も含めた外国人留学生を対象として、支援を実施している。

留学生受入れ促進プログラム(文部科学省外国人留学生学習奨励費)について

https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/scholarships/shoureihi/about.html

81

介護施設等が行う外国人介護人材の技能向上のための研修や、外国人を

対象に行う研修の講師養成等を行うほか、留学生を含む介護福祉士養成

施設に在学する学生に対し、資格取得後に一定期間介護業務に従事した

場合に返済免除となる修学資金の貸付けを行う事業を更に推進する。

また、我が国の大学等に在籍する留学生で、学業・人物ともに優れ、経

済的理由により修学継続が困難な学生等を対象とした給付型の奨学金事

業において、今後の介護分野における推薦状況を踏まえつつ、支援を推

進する。

〔厚生労働省、文部科学省〕《施策番号81》

80

アジアの優秀な理系分野の人材の環流促進を目指すイノベーティブ・ア

ジア事業では、関係機関との連携強化を図り、「高度外国人材活躍推進

プラットフォーム」の活用、インターンシップのマッチング及び日本企

業での就職に関心を持つ者を対象とした国内外でのジョブフェア等の情

報提供を実施する。

〔外務省、法務省、経済産業省、文部科学省〕《施策番号80》



施策

番号
施策内容 担当省庁 「進捗状況」及び「今後の予定」

外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（令和５年度改訂）進捗状況 令和６年３月末時点

法務省

国内留学生向けのインターンシップや留学生の日本での就労に必要となる手続等について、主に教育機関等の留学生受入れ担当者向け講演会等の際

に、モデルケースやフロー図（令和２年12月に出入国在留管理庁ホームページに掲載したもの）等の資料を用いて広く周知している。

引き続き、主に教育機関等の留学生受入れ担当者向け講演会等の機会において、国内留学生向けのインターンシップや留学生の日本での就労に必要

となる手続等について広く周知を行う。

文部科学省

外国人留学生向けのインターンシップや日本での就労に必要となる手続等について、日本学生支援機構発行の「外国人留学生のための就活ガイド」

等により留学生及び大学等に対し周知を実施している。出入国在留管理庁等と連携して、出入国在留管理庁が作成するＨＰ等の内容について大学へ

の周知徹底を図る。

経済産業省
出入国在留管理庁が策定した「外国の大学の学生が行うインターンシップに係るガイドライン」について企業等に各種講演や経産省ウェブサイトを

通じて周知しており、引き続き周知活動に努める。

法務省

経済産業省

厚生労働省

外国人雇用サービスセンターにおいて、企業と留学生の相互理解の促進を通じ、国内就職市場拡大を図るため、留学生向けインターンシップを夏季

と春季に実施するとともに、東京外国人雇用サービスセンターとＪＥＴＲＯで連携し企業向けセミナーを開催するなど、関係機関とも連携を図り就

職支援を実施している。引き続き、留学生向けインターンシップや企業向けセミナーの開催等により留学生と企業のマッチングの促進を図る。

【法務省、経済産業省】

国際化促進インターンシップ事業を通じた日本企業における高度外国人材の受入促進に向けて、参加企業やインターンの応募を広く募るため外国人

在留支援センター（ＦＲＥＳＣ／フレスク）の運営協議会の場等を活用し、各関係機関への事業周知を実施した。なお令和５年度は対面・オンライ

ン形式にて８月～12月にインターン生を受け入れた。インターンシップ事業に関しては、引き続き外国人在留支援センター（ＦＲＥＳＣ／フレス

ク）を活用した情報提供や入居機関との連携を行っていく。

留学生と企業が接触する機会となるインターンシップの促進に向けて、

活動内容や在留資格手続について大学や企業等への周知を図るととも

に、留学生の卒業後の日本での就労に必要となる手続についても大学や

企業等に引き続き広く周知する。

〔法務省、文部科学省、経済産業省〕《施策番号82》

82

83

外国人在留支援センター（ＦＲＥＳＣ／フレスク）を拠点にインターン

シップに係る説明会やセミナー等を通じ、企業における留学生や海外か

らのインターンシップの受入れ促進を図る。

〔法務省、厚生労働省、経済産業省〕《施策番号83》



施策

番号
施策内容 担当省庁 「進捗状況」及び「今後の予定」

外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（令和５年度改訂）進捗状況 令和６年３月末時点

84

令和２年度(2020年度)に策定した「特定活動」（告示第９号）の在留資

格に係るインターンシップガイドラインについての周知を図り、より一

層適正な制度の利用を促進する。

〔法務省〕《施策番号84》

法務省
出入国在留管理庁ホームページにおいて周知を行っている。

引き続き、当該施策の周知に努める。

85

総合的対応策による取組を踏まえ、留学生の国内就職関連情報について

在外公館を通じ情報発信を行う。

〔外務省〕《施策番号85》

外務省
在外公館に対し日本国内の就職関連情報などを現地で発信するよう指示した。

引き続き、在外公館で情報発信に努める。

86

キャリアコンサルタント向け講習等を通じ、留学生や企業実務（ダイ

バーシティ経営等）等に精通したキャリアコンサルタントの育成を行

う。

〔厚生労働省〕《施策番号86》

厚生労働省

キャリアコンサルタント向けのオンラインによる研修コンテンツとして、外国人支援に特化した研修プログラムを提供。本研修等を通じて留学生や

企業実務等に精通したキャリアコンサルタントの育成を行っている。引き続き、留学生や企業実務等に精通したキャリアコンサルタントの育成に取

り組むため、当該研修等のオンライン実施や周知に取り組んでいく。

87

元留学生等の外国人社員を含め企業内におけるキャリアコンサルティン

グを積極的に実施することにより、外国人材の活躍や定着につなげる企

業の事例を取りまとめ、周知を行う。

〔厚生労働省〕《施策番号87》

厚生労働省
引き続き、積極的に企業内におけるキャリアコンサルティングを実施することにより、外国人労働者に対するキャリア形成支援を行っている企業の

好事例を取りまとめ、周知に取り組んでいく。



施策

番号
施策内容 担当省庁 「進捗状況」及び「今後の予定」

外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（令和５年度改訂）進捗状況 令和６年３月末時点

経済産業省
産・官・学からなる「高度外国人材活躍地域コンソーシアム」を令和５年度に４地域で立ち上げ、留学生等の就職・定着支援を促進するための支援

を実施した。引き続き、令和４年度に立ち上がった２地域とあわせて６地域での留学生等の就職・定着支援を促進するための支援を実施する。

文部科学省

「高度外国人材活躍地域コンソーシアム」のうち、留学生就職促進教育プログラムと連携する取組については、当該プログラムに参加する留学生に

対し、奨学金枠の優先配分を行うことを通じて日本企業等への就職・定着の支援を実施している。経済産業省と連携し、留学生の就職・定着支援を

促進するための支援を継続する。

89

日本人社員と外国籍社員の職場における効果的なコミュニケーションに

ついて、双方向の学びの機会を提供するため、動画教材や学び方の手引

きを企業等に周知するとともに、地方公共団体や企業の経営相談を行う

各地域の支援機関等に対し、活用促進を図る。

〔経済産業省〕《施策番号89》【ロードマップ55】

経済産業省

日本人社員と外国籍社員の職場における効果的なコミュニケーションについて、双方向の学びの機会を提供するため、動画教材や学び方の手引きを

企業等に周知するとともに、自治体や企業の経営相談を行う各地域の支援機関等に対し、セミナーなどを令和５年度において17回実施し、周知・活

用促進を図った。今後は企業における外国人材の活躍に向けたワークショップを実施する等、引き続き各ツールの周知や利活用を促進する取組を実

施していく。

90

通訳員の配置や14言語に対応した多言語コンタクトセンター、多言語音

声翻訳機器、求人票の自動英訳、職員による外国人雇用事業所データ

ベースの活用等により、引き続き外国人求職者に対する丁寧な相談対応

を実施する。

〔厚生労働省〕《施策番号90》【ロードマップ57】

厚生労働省

通訳員の配置や多言語コンタクトセンター、多言語音声翻訳機器の活用により、日本語を含む14言語に対応した職業相談のほか、求人票の自動英

訳、職員による外国人雇用事業所データベースの活用等により、外国人求職者に対する多言語による相談支援を実施している。引き続き、ハロー

ワークにおける多言語相談支援体制の整備等に努め、外国人求職者に対するきめ細やかな相談支援を実施していく。

88

独立行政法人日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ）や経済団体、地方公共団

体等から構成される「高度外国人材活躍地域コンソーシアム」を形成

し、外国人留学生の当該地域内日本企業等への就職・定着を支援する。

〔経済産業省、文部科学省〕《施策番号88》



施策

番号
施策内容 担当省庁 「進捗状況」及び「今後の予定」

外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（令和５年度改訂）進捗状況 令和６年３月末時点

91

外国人雇用サービスコーナー等において、専門相談員の配置による職業

相談や、定住外国人等が応募しやすい求人情報の提供、地方公共団体が

設置する一元的な窓口との連携等により、安定的な就労の促進及び職場

定着を図る。また、定住外国人等を対象とした、日本の職場におけるコ

ミュニケーション能力の向上やビジネスマナー等に関する知識の習得を

目的とした研修事業（外国人就労・定着支援事業）について、引き続き

着実に実施する。

〔厚生労働省〕《施策番号91》【ロードマップ57】

厚生労働省

外国人雇用サービスコーナー等において、専門相談員の配置による職業相談や、定住外国人等が応募しやすい求人情報の提供等により、安定的な就

労の促進及び職場定着に向けた就職支援を実施するとともに、日本の職場におけるコミュニケーション能力の向上やビジネスマナー等に関する知識

の習得を目的とした外国人就労・定着支援事業を実施し、同事業の中で作成した、企業における外国人労働者とのコミュニケーション円滑化のため

のツールの周知、活用を行った。引き続き、外国人労働者が多い地域のハローワークを中心に、外国人求職者の安定的な就労の促進及び職場定着に

向けた支援を実施していく。

92

外国人労働者の就労場面における日本語コミュニケーション能力を定義

し評価できるようにするため、企業のニーズを把握した上で、日本国内

で働くことに特化したツールを作成し、各企業が活用できる「ひな形」

として提供する。

〔厚生労働省〕《施策番号92》

厚生労働省

令和２年度委託事業で、企業などで外国人従業員とその上司・同僚などが円滑にコミュニケーションを図れるように、外国人従業員の日本語能力を

確認し、目標設定を行うことのできるツール「就労場面で必要な日本語能力の目標設定ツール」とその使い方の手引きを開発し、令和３年６月に厚

生労働省ホームページに掲載しているところ、当該手引きを活用して周知を行った。

引き続き、「就労場面で必要な日本語能力の目標設定ツール」とその使い方の手引きの周知・普及に努める。

93

技能実習生が入国前講習、入国後講習、実習期間中等に行う日本語学習

として、実際の現場で使用する語彙や表現を学ぶためのe-learning教材を

開発、提供する。

〔厚生労働省〕《施策番号93》

厚生労働省

８言語（※）のテキスト教材を開発し、外国人技能実習機構ホームページで公表するとともに、日本語学習アプリの開発を順次進めている。

※英語、中国語、ベトナム語、インドネシア語、カンボジア語、タイ語、タガログ語、ミャンマー語

（注）令和５年度までに６職種（機械・金属関係、食品製造関係、建設関係、農業関係、繊維・衣服関係、漁業関係）のテキスト教材及び５職種

（機械・金属関係、食品製造関係、建設関係、農業関係、繊維・衣服関係）の日本語学習アプリを開発済。

引き続き、現場でニーズの高い他の職種について、テキスト教材及び日本語学習アプリの開発を行う。

94

定住外国人を対象とした、日本語能力に配慮した職業訓練を実施するほ

か、都道府県等の実情に応じ、定住外国人職業訓練コーディネーターの

配置を進める。また、好事例の収集及びその周知等を図ることで日本語

能力に配慮した職業訓練の実施を希望する地方公共団体を支援する。

〔厚生労働省〕《施策番号94》【ロードマップ61】

厚生労働省

定住外国人を対象とした日本語能力に配慮した職業訓練について、令和５年度は９都県で25コース実施した。

定住外国人職業訓練コーディネーターについて、令和５年度は３県に配置した。

引き続き好事例の周知等により、訓練の実施を希望する地方公共団体の支援を行う。



施策

番号
施策内容 担当省庁 「進捗状況」及び「今後の予定」

外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（令和５年度改訂）進捗状況 令和６年３月末時点

95

人材開発支援助成金制度の周知・広報を図り、外国人を含む労働者の職

業訓練等に取り組む事業主等を支援することにより、その労働者のキャ

リア形成を促進する。

〔厚生労働省〕《施策番号95》【ロードマップ62】

厚生労働省

人材開発支援助成金の利用に関するパンフレットの作成やホームページでの情報発信を行っており、引き続き、本助成金の利用拡大に向けて周知・

広報を行うほか、人材開発支援助成金の助成対象労働者として外国人も含まれることについて事業主の理解を促すため、外国人に訓練を受講させる

場合の本助成金における取扱いに関するQ＆A等を作成し、ホームページに掲載していく予定。

97

事業主における雇用管理改善の取組及び外国人労働者の職場定着の促進

を図るために、雇用管理全般に関する知識やノウハウなどを取得するた

めのカリキュラムを策定し、外国人労働者を雇用する事業主等に対して

試行的に雇用労務責任者講習を実施する。

〔厚生労働省〕《施策番号97》【ロードマップ60】

厚生労働省
外国人労働者を雇用する事業主等を対象とする雇用労務責任者講習の試行実施に向けて、「外国人労働者雇用労務責任者講習検討委員会｣にて講習に

係るカリキュラム等の検討を行い、令和５年度内に講習を開始。

厚生労働省

【雇用管理に役立つ多言語用語集等の周知】

　「雇用管理に役立つ多言語用語集」やモデル就業規則のやさしい日本語版について、ウェブサイト等により周知等を行っており、引き続き更なる

活用に向けて取り組んでいく。

【人材確保等支援助成金（外国人労働者就労環境整備助成コース）】

　外国人特有の事情に配慮した事業主の雇用管理改善の取組に対する助成措置である「人材確保等支援助成金（外国人労働者就労環境整備助成コー

ス）」について、活用促進のためウェブサイト等により周知等を行っている。引き続き、同助成金の活用が図られるよう周知等を行っていく。

【外国人就労・定着支援事業】

　「できることリスト」等支援ツールを活用した求人開拓や職業紹介を実施するとともに外国人を雇用する企業等に対する周知を行った。引き続き

「できることリスト」等の支援ツールを活用し、企業が求める職場におけるコミュニケーション能力等と実際に外国人が身に付けているコミュニ

ケーション能力等のミスマッチを防ぐことにより、外国人求職者の安定的な就労の促進及び職場定着を図る。

96

事業主と外国人労働者の意思疎通を促進し、外国人労働者の職場定着の

ための事業主の取組を支援するため、以下の措置を講ずる。

・労働条件等に関する事業主と外国人労働者の間のトラブルの発生を予

防し、日本人社員、外国人社員ともに働きやすい職場作りを促進するた

め、「外国人社員と働く職場の労務管理に使えるポイント・例文集」を

はじめ、労働契約等で使用頻度の高い単語や例文をやさしい日本語及び

外国語に翻訳した「雇用管理に役立つ多言語用語集」やモデル就業規則

のやさしい日本語版について、事業主や外国人、ハローワークなどの関

係機関に周知する。

・外国人が自らの労働条件等を十分に理解し、適正な待遇の下で安心・

納得して就労を継続し、その能力を発揮することができるよう、外国人

特有の事情に配慮した事業主の雇用管理改善の取組に対する助成金の活

用を図るため、周知等を行っていく。

・外国人就労・定着支援事業の知見を基に作成した「できることリス

ト」等を、外国人を雇用する企業等へ周知する。

・多言語はもとより、事業主と外国人労働者双方が理解可能な言語とし

てのやさしい日本語による労働条件や支援策等に関する情報発信（ホー

ムページ、ＳＮＳ、パンフレット等）を強化する。

〔厚生労働省〕《施策番号96》【ロードマップ60】



施策

番号
施策内容 担当省庁 「進捗状況」及び「今後の予定」

外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（令和５年度改訂）進捗状況 令和６年３月末時点

98

労働基準監督署において、事業主に対する労働関係法令の遵守に向けた

周知等を行う。また、ハローワークにおいて、事業主に対する外国人の

雇用状況届出制度や外国人雇用管理指針の周知・啓発、雇用管理セミ

ナーの重点的な開催等、雇用管理改善に向けた相談・指導等の充実を図

り、外国人の職場定着を支援する。

さらに、外国人労働者の適正な労働条件と雇用管理の確保のため、必要

な体制整備を図る。

〔厚生労働省〕《施策番号98》

厚生労働省

【ハローワークにおける雇用管理改善に向けた相談支援等】

事業所訪問や事業主向け外国人雇用管理セミナーの開催等を通じ、外国人雇用管理指針の周知・啓発や雇用管理改善等に関する相談・支援を実施す

る等、ハローワークにおいて外国人の職場定着支援に取り組んでいる。

引き続き、雇用管理改善等に向けた相談・指導等の充実を図り外国人の職場定着を支援していくとともに、必要な体制整備を図る。

【労働基準監督署における事業主に対する労働関係法令の遵守に向けた周知等】

令和５年度においては、労働基準監督官を増員し、外国人労働者の労働条件の履行確保に取り組んでいる。

引き続き、労働基準監督官による外国人労働者の労働条件の履行確保に取り組むとともに、必要な体制整備を図る。

法務省

厚生労働省

【法務省、厚生労働省】

令和５年３月に出入国在留管理庁の外国人出入国情報システムと機構データベースシステムの連携改修を実施し、情報連携を強化したほか、技能実

習計画の認定申請手続等について、技能実習制度の見直しを踏まえ、オンラインで実施できるようにするべく検討を行っている。

また、令和３年４月から地方出入国在留管理局の体制の強化を行い、技能実習関係調査案件を集中的に処理し、機動的かつ効率的に調査を行う取組

を開始したことに加え、令和４年４月からは、援助業務と指導業務を一体的に実施することにより問題事案に迅速に対応できるよう、外国人技能実

習機構全体の組織改編を行うとともに、複数の地方事務所に援助課を新設した。

令和５年３月に実施した両システム改修による相互の連携強化を踏まえ、効果的な実地検査などを行うことにより、更なる制度の適正化を図ってい

くとともに、技能実習計画の認定申請手続等について、技能実習制度の見直しの状況を踏まえつつ、各種手続のオンライン化を含めて引き続き検討

を行う。

また、地方出入国在留管理局での取組や外国人技能実習機構における組織改編が実効性のあるものとなるよう、引き続き技能実習制度の適正化に取

り組む。

99

技能実習制度については、依然として多くの不正行為事案が発生してい

る状況にあることから、技能実習生の出入国・在留状況及び実習実施者

等の現況等に関して、出入国在留管理庁と外国人技能実習機構の間の情

報連携を強化し、実習実施者に所属する技能実習生の現況の把握をより

適時・確実に行うことで、地方出入国在留管理局及び外国人技能実習機

構による迅速かつ効果的な実地検査を実施する体制を強化する。また、

外国人技能実習機構において問題事案に迅速に対応できるよう、援助業

務と指導業務を一体的に行う体制を整備する。

また、外国人技能実習機構の業務システムについては、技能実習適正化

法施行後の業務実施状況等を踏まえ、出入国在留管理庁と円滑かつ的確

な情報連携を行うことができる構成とすることで、更なる制度適正化及

び技能実習生の保護を図る。あわせて各種手続の申請等のオンライン化

を検討する。

さらに、地方出入国在留管理局が必要に応じ外国人技能実習機構と連携

して行う監理団体・実習実施者に対する調査を強化するとともに、迅速

かつ厳正な行政処分等を実施し、制度の更なる適正化に取り組む。

〔法務省、厚生労働省〕《施策番号99》



施策

番号
施策内容 担当省庁 「進捗状況」及び「今後の予定」

外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（令和５年度改訂）進捗状況 令和６年３月末時点

100

外国人労働者の労働災害を防止するためには、事業者は作業に応じた一

般的な労働災害防止対策を講じることに加え、外国人労働者がその内容

を確実に理解できる方法による労働安全衛生教育の実施等に取り組む必

要があり、これらの取組を支援するため、外国人労働者を雇用する事業

者に対し、これまで作成した視聴覚教材等を活用した労働安全衛生管理

セミナーを開催し、外国人労働者の労働災害防止を図る。

また、外国人労働者への効率的・効果的な安全衛生教育のための手法の

提示や外国人労働者も含めた労働者に対する危険の見える化のための安

全表示の開発を促進する。

〔厚生労働省〕《施策番号100》

厚生労働省

外国人労働者を雇用する事業者に対して、これまでに作成した視聴覚教材の紹介や、外国人労働者への効果的な安全衛生教育の実施に向けた手法等

を解説する安全衛生管理セミナーを開催し、外国人労働者の労働災害防止対策の周知等に取り組んでいる。

引き続き、セミナーを開催し労働災害防止対策の周知等に取り組むとともに、外国人労働者も含めた労働者に対する危険の見える化のための安全表

示の開発を促進する。

101

都道府県労働局や労働基準監督署に設置している「外国人労働者相談

コーナー」、同相談コーナーに来訪できない方への「外国人労働者向け

相談ダイヤル」、労働基準監督署の閉庁時間に労働相談を受け付ける

「労働条件相談ほっとライン」のそれぞれについて14言語（日本語を含

む。）で対応しており、引き続き相談対応の確実な運営の実施を図る。

〔厚生労働省〕《施策番号101》

厚生労働省

都道府県労働局や労働基準監督署に設置している「外国人労働者相談コーナー」、同相談コーナーに来訪できない方への「外国人労働者向け相談ダ

イヤル」、労働基準監督署の閉庁時間に労働相談を受け付ける「労働条件相談ほっとライン」のそれぞれについて14言語（日本語を含む。）で対応

しており、引き続き各相談窓口の設置・運営により相談対応を確実に行う。

102

都道府県労働局の雇用環境・均等部（室）及び総合労働相談コーナーに

おいて、｢多言語コンタクトセンター｣(電話通訳)の活用等により、職場に

おけるハラスメントや解雇等のトラブルに関する相談対応等の多言語化

を図る。

〔厚生労働省〕《施策番号102》

厚生労働省

雇用環境・均等部（室）及び総合労働相談コーナーにおいて、13か国語（日本語を除く）の電話通訳に対応した「多言語コンタクトセンター」を活

用し多言語対応を図っている。

引き続き、「多言語コンタクトセンター」を活用等し多言語対応を図る。

103

事業者から所轄の労働基準監督署長に報告される「労働者死傷病報告」

の情報等から外国人労働者の労働災害の傾向、原因等を分析し、今後の

労働災害防止対策に活用する。

〔厚生労働省〕《施策番号103》

厚生労働省 外国人労働者の労働災害の原因、傾向等を分析し、労働災害防止対策に活用しており、引き続き活用していく。



施策

番号
施策内容 担当省庁 「進捗状況」及び「今後の予定」

外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（令和５年度改訂）進捗状況 令和６年３月末時点

法務省

出入国在留管理庁においては、オンライン及び対面による国内向けのマッチングイベントやオンラインによる海外説明会を行っている。

また、特定技能総合支援サイトにおいて、特定技能制度に関する周知を行っている。

今後も各事業を適切に運用していくほか、特定技能総合支援サイトなどを通じて特定技能制度に関する更なる周知を図っていく。

厚生労働省

【介護分野】

　令和元年度から、地域医療介護総合確保基金のメニューとして、介護分野の特定技能の在留資格により日本の介護現場での就労を希望する者と介

護施設等とのマッチングを実施する都道府県（適切な団体に委託可）に対して、必要な経費を助成している。引き続き、外国人介護人材の受入環境

の整備に向けて、必要な事業の実施に努める。

【ビルクリーニング分野】

　「ビルクリーニング分野における外国人材受入れ体制適正化調査事業」において、特定技能として日本での就労を希望する外国人向けのセミナー

（オンライン）を開催し、特定技能の制度概要、ビルクリーニング分野の業務内容や将来性について周知広報を行った。同取組は今後も継続してい

くこととし、ビルクリーニング分野への就労を促していく。

経済産業省
経済産業省においては、国内外向けのセミナーや、日本での就労を希望する外国人材と特定技能外国人材の受入れを希望する事業者との交流会をオ

ンラインで開催した。引き続き、制度所管省庁と連携し必要に応じ取組を実施する。

国土交通省

建設分野においては、特定技能外国人受入事業実施法人「（一社）建設技能人材機構」において、無料職業紹介（求人求職マッチング）を継続的に

実施した。また、特定技能外国人の雇用を希望する企業を対象に、説明会を実施した。

今後、他分野の事例等を踏まえ、制度所管省庁と連携し必要に応じ取組を実施する。

造船・舶用工業分野においては、出入国在留管理庁主催の海外ジョブフェア及び国内マッチングイベントを特定技能外国人の受入れ企業等に周知す

ることにより、イベントへの参加を促した。

今後は他分野の事例等を踏まえ、制度所管省庁と連携し必要に応じ取組を実施する。

自動車整備分野においては、更なるマッチングの促進を図るため、自動車整備事業者に対して、海外ジョブフェア及び国内マッチングイベント等の

周知を業界団体等を通じて行った。

今後は他分野の事例等を踏まえ、制度所管庁と連携し必要に応じ取組を実施する。

航空分野においては、出入国在留管理庁が主催するマッチングイベントや海外ジョブフェアについて、関係事業者に周知した。

引き続き、制度所管庁と連携し必要に応じ取組を実施する。

宿泊分野においては、出入国在留管理庁が主催する海外ジョブフェア及び国内マッチングイベントについて、宿泊事業者に周知した。今後について

は、他分野の事例等を踏まえ、制度所管庁と連携し、必要に応じ取組を実施する。

特定技能制度の活用を更に促進するため、「特定技能」の在留資格で就

労を希望する外国人及び特定技能外国人の雇用を希望する企業を対象

に、国内でのマッチングイベント、海外説明会等を開催する。

それらの実施状況も踏まえつつ、「特定技能」の在留資格での就労を希

望する国内外の外国人の意向と、中小企業を始めとした外国人雇用の経

験に乏しい受入れ機関のニーズの更なるマッチングの促進を図るため、

関係省庁が連携して、各分野特有の就労状況等を踏まえたマッチング支

援の方法を検討し、実施するとともに、出入国在留管理庁においては、

「特定技能」の在留資格での就労を希望する国内外の外国人や受入れを

希望する機関に対し、特定技能制度について分かりやすくきめ細かな周

知・広報を行うための取組の実施を検討する。

〔法務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省、農林水産省等関係省

庁〕《施策番号104》

104



施策

番号
施策内容 担当省庁 「進捗状況」及び「今後の予定」

外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（令和５年度改訂）進捗状況 令和６年３月末時点

農林水産省

農業分野では、出入国在留管理庁主催のマッチングイベントの周知や、農業技能測定試験合格者に対して求人情報を提供した。

農業分野・飲食料品製造業・外食業の３分野共同で、外国人及び外国人を受け入れる事業者向け相談窓口（14か国語）の設置、海外説明会（イン

ド、インドネシア、フィリピンの３か国）を実施した。

漁業分野では、出入国在留管理庁が主催のマッチングイベントについて、特定技能協議会の構成員である業界団体への周知を実施した。

飲食料品製造業・外食業の２分野共同で、受入れ・環境整備及び人材育成等の優良事例の情報を提供した。また多数の外国人が飲食料品製造業分野

及び外食業分野の特定技能試験の受験を要望したため、国内試験の席数を増やして対応した。（飲食料品製造業分野：28,000席、外食業分野：

22,000席）

農業分野では、引き続き、外国人材と受入れ機関のマッチングを推進していく。

漁業分野では、他分野の事例等を踏まえ、制度所管庁と連携し必要に応じ取組を実施する。

飲食料品製造業・外食業におけるマッチングについては、民間の職業紹介事業者の取組を基本としつつ、他分野の事例も踏まえ、必要に応じて支援

を検討する。

105

ウクライナ避難民を含む外国人の就労支援のため、自治体やＮＰＯ法人

等の関係機関とハローワークが連携して丁寧な就職支援を行う取組を促

進するとともに、ハローワークが行う就職支援の内容について、効果的

な情報発信を行うなど、対応の充実を図る。

〔厚生労働省〕《施策番号105》

厚生労働省

ハローワークに来所したウクライナ避難民及び補完的保護対象者（以下「ウクライナ避難民等」という。）へのきめ細かな対応や、地元の外国人雇

用に慣れた企業等への求人開拓を行うとともに、地方自治体や地方出入国在留管理局等とも連携し、ウクライナ避難民等の希望を踏まえた職業相

談・職業紹介を実施している。また、本省において、ウクライナ避難民向けに日本で仕事をする際のポイント等に関する動画をウクライナ語で作成

し、厚生労働省公式YouTubeにて公開しており、今後もウクライナ避難民等に向けたきめ細かな対応を続けていく。

特定技能制度の活用を更に促進するため、「特定技能」の在留資格で就

労を希望する外国人及び特定技能外国人の雇用を希望する企業を対象

に、国内でのマッチングイベント、海外説明会等を開催する。

それらの実施状況も踏まえつつ、「特定技能」の在留資格での就労を希

望する国内外の外国人の意向と、中小企業を始めとした外国人雇用の経

験に乏しい受入れ機関のニーズの更なるマッチングの促進を図るため、

関係省庁が連携して、各分野特有の就労状況等を踏まえたマッチング支

援の方法を検討し、実施するとともに、出入国在留管理庁においては、

「特定技能」の在留資格での就労を希望する国内外の外国人や受入れを

希望する機関に対し、特定技能制度について分かりやすくきめ細かな周

知・広報を行うための取組の実施を検討する。

〔法務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省、農林水産省等関係省

庁〕《施策番号104》
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施策

番号
施策内容 担当省庁 「進捗状況」及び「今後の予定」

外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（令和５年度改訂）進捗状況 令和６年３月末時点

厚生労働省

法務省

法務省

厚生労働省

108

外国人が「高齢期」を迎えたときに年金を受給できるよう年金制度の周

知を図るため、多言語によるパンフレットの配布、日本年金機構ホーム

ページ及び出入国在留管理庁ホームページの外国人生活支援ポータルサ

イトへの掲載等、現在実施している外国人向け周知・広報を継続すると

ともに、更なる充実の検討を進める。また、周知・広報の実効性をより

高めるため、周知・広報の機会の拡大の検討を進める。

〔厚生労働省〕《施策番号108》【ロードマップ63】

厚生労働省

日本年金機構においては、各種パンフレットの多言語化・日本語版へのフリガナ付記を進め、日本年金機構ホームページへの掲載に加え、同ホーム

ページを関係機関のリンク先として掲載しており、令和５年３月には出入国在留管理庁が作成し外国人生活支援ポータルサイトで公表している「生

活・就労ガイドブック」の年金制度に関する部分について、任意加入制度や国民年金の付加保険料に関する説明を追加するなど、周知・広報を継続

して実施するとともに更なる内容の充実を図っている。

　令和５年度においては更に、日本年金機構ホームページにおいて「外国人向けサイト」を開設して外国人向け情報を一元化して分かり易く改善し

たほか、外国人向けに年金制度の仕組みや加入手続きについて説明した動画「知っておきたい年金のはなし（外国語版）」を外国人生活支援ポータ

ルサイトへもリンク先として掲載するなど、更なる内容の充実や機会の拡大を進めている。社会保障審議会年金事業管理部会で審議を行った日本年

金機構第４期中期目標・中期計画（令和６年度～令和10年度）においても、外国人向け周知・広報については主な施策内容と位置づけており、引き

続き、更なる内容の充実や機会の拡大の検討を進め、必要に応じて関係機関への協力を依頼した上で、可能なものから順次実施していく。

【厚生労働省、法務省】

技能実習生の賃金等については、農林漁業分野も把握できるよう令和元年度より実施状況報告書の見直しを行い、令和４年度分の集計結果を令和６

年３月に外国人技能実習機構において公表した。

今後も引き続き、適切に実態の把握に努める。

【厚生労働省】

農林漁業以外の産業については、厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」において、外国人労働者の賃金等を把握できるよう、令和元年調査より

「在留資格」の項目を追加する調査計画の変更を行い、その結果を公表している。

今後の調査においても、引き続き実施していく。

技能実習生の妊娠・出産に係る取扱いに関する実態を把握するため、令和４年８月から11月にかけ、外国人技能実習機構の実地検査の機会を捉えて

技能実習生から直接聴取を行い、出入国在留管理庁において、同年12月に当該調査結果を公表した。

また、当該調査結果を踏まえ、令和４年12月、監理団体等に対し、妊娠・出産を理由とする不適正な取扱いを禁止する旨の注意喚起文書を発出し、

監理団体が実習実施者を監査する時に、監理団体自ら技能実習生に対して技能実習生手帳等を用いて妊娠・出産に関する制度や支援策を説明するこ

と等を依頼した。

加えて、令和５年４月には、妊娠・出産した技能実習生が適正に実習を継続することができるようにするため、

　・やむを得ない理由により技能実習を中断した場合の再開手続の簡素化

　・自身の妊娠・出産を理由として技能実習を中断又は中止し帰国することとなった場合、出産などをした後に日本で技能実習を再開する意思があ

るかどうかを確認するための申告書を新設

するなどの取組を実施し、全国の監理団体等に対して当該取組について周知するとともに、妊娠・出産等を理由とした不利益取扱いの禁止について

も改めて注意喚起を行った。

また、外国人技能実習機構による実地検査等において、妊娠・出産に係る不適正な取扱いを含め、不適正な事案を把握した場合は、改善勧告等を

行っているほか、違反の態様に応じて、行政処分等を行っている。

今後も引き続き、周知徹底などを図っていくなどし、適正化に取り組む。

106

就労目的の外国人の雇用形態、賃金等を把握することができるよう、統

計調査等を引き続き実施する。

〔厚生労働省、法務省〕《施策番号106》

107

技能実習制度においては、一部の技能実習生が監理団体や実習実施者、

送出機関から不適正な取扱いを受けている実態があるとの指摘がなされ

ているところ、技能実習生の妊娠・出産等に係る不適正な取扱いに関す

る実態も踏まえつつ、技能実習生が妊娠・出産等した場合の注意点や利

用できる制度について監理団体や実習実施者、技能実習生に対し改めて

周知徹底する。

〔法務省、厚生労働省〕《施策番号107》



施策

番号
施策内容 担当省庁 「進捗状況」及び「今後の予定」

外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（令和５年度改訂）進捗状況 令和６年３月末時点

こども家庭

庁

令和元年度予算において、利用者支援事業で多言語対応に関する加算を創設し、外国人子育て家庭からの相談受理、子育て支援に関する情報提供等

の取組を令和５年度も実施している。引き続き、当該事業で多言語対応に関する加算を実施し、外国人子育て家庭からの相談受理、子育て支援に関

する情報提供等の取組を実施する。

消費者庁

「地方消費者行政強化交付金」により、訪日・在日外国人に対応した消費生活相談窓口の整備等に積極的に取り組む地方公共団体を支援した。

引き続き、「地方消費者行政強化交付金」を通じて、地方公共団体における訪日・在日外国人向け相談窓口の整備等を支援し、地域における消費生

活相談体制の充実を図る。

法務省

「外国人生活支援ポータルサイト」及び「生活・就労ガイドブック」に、在留外国人にとって有用な情報を分野別に整理して、日本語のみならず、

多言語で公開している。

引き続き、関係府省庁との連携の下に、「外国人生活支援ポータルサイト」及び「生活・就労ガイドブック」に情報を掲載する。

令和３年度及び令和４年度において、全国の地方公共団体の行政窓口を対象に、多言語対応の電話による通訳支援事業の試行を実施していたとこ

ろ、令和５年４月から同事業を本格実施している。

通訳支援事業の利用状況等を踏まえ、必要かつ可能な通訳支援を実施する。

総務省

外国人からの１１９番通報時及び外国人のいる救急現場での活動時等において、電話通訳センターを介して、主要な言語において迅速かつ的確に対

応する。令和５年９月１日現在722本部のうち667本部（92.4％）が導入している。

消防庁では全ての消防本部で導入することを目標に取り組んでいる。

外国人のいる救急現場での活動等を支援する多言語音声翻訳アプリの消防本部への導入状況は、令和６年１月１日現在で722本部中690本部

（95.6％）となっており、平成29年４月に提供を開始してから年々増加している。

外国人のいる救急現場での活動等を支援する多言語音声翻訳アプリについて、引き続き、導入・活用状況等を把握し、全国の消防本部へ導入するこ

とを推進する。

厚生労働省

【年金制度における多言語対応】

社会保険の意義を理解してもらうパンフレットを作成し、既存の年金制度に係るパンフレットと併せて多言語に翻訳し、平成31年４月以降、順次、

日本年金機構ホームページへの掲載や相談対応における利用を実施している。また、年金事務所等の相談窓口において、多言語化した電話通訳サー

ビスを利用した相談対応を実施している。引き続き、多言語化したパンフレット及び電話通訳サービスを利用した相談対応に取り組む。

【介護保険制度における多言語対応】

厚生労働省ホームページに介護保険制度に関する多言語（11か国語）対応版リーフレットを掲載しており、制度改正を踏まえ、必要に応じて、当該

リーフレットを更新する。

109

特に、医療、保健、防災対策等の外国人の生命・健康に関する分野や、

子どもの教育、保育その他の子育て支援サービス、労働関係法令、社会

保険（医療保険、年金、介護保険、労働保険）、在留手続等の分野にお

ける情報提供・相談対応、民間賃貸住宅等の契約等については、地域ご

との国籍別の在留外国人の多寡等の状況を踏まえ、できる限り、母国語

による情報提供・相談対応等が可能となるよう、段階的な多言語対応の

環境づくりを進める。

〔こども家庭庁、消費者庁、法務省、総務省、厚生労働省、文部科学

省、国土交通省等関係省庁〕《施策番号109》【ロードマップ64】



施策

番号
施策内容 担当省庁 「進捗状況」及び「今後の予定」

外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（令和５年度改訂）進捗状況 令和６年３月末時点

文部科学省

多言語で作成した「外国人児童生徒のための就学ガイドブック」の普及に努めるほか、「日本語指導が必要な児童生徒等の教育支援基盤整備事業」

（委託事業）にて先進地域での実践（多言語のものを含む教材、文書等）を集約・普及する情報検索サイト「かすたねっと」の運営を行っている。

外国人の子供の就学機会の確保に向けて、「日本語教育の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針」（令和２年６月23

日閣議決定）に基づき策定した「外国人の子供の就学促進及び就学状況の把握等に関する指針」において、各教育委員会が就学案内等を行うに当

たっては、外国人が日常生活で使用する言語を用いることにも配慮する旨、示している。

来日したばかりの外国人児童生徒等が日本での学校生活等について理解を深められるよう令和２年度に作成した多言語での動画コンテンツについ

て、令和４年度には８言語追加して作成するとともに、引き続き、「かすたねっと」の運営を行うほか、「帰国・外国人児童生徒等に対するきめ細

かな支援事業」（補助事業）にて、母語支援員の配置や多言語翻訳システムの導入など各地方公共団体が行う外国人児童生徒等への校内支援体制の

整備に対する取組を支援している。

引き続き、これらの取組を行っていく。

国土交通省

進捗状況について、「外国人の民間賃貸住宅入居円滑化ガイドライン」等のツールについて、国土交通省ホームページへの掲載、不動産事業者等を

対象とした研修会での周知、日本語教育機関への周知を行うとともに、不動産事業者に向けて外国人の入居受入れに関するセミナーを実施してい

る。今後の予定については不動産関係団体等とも協力しながら、引き続きガイドライン等のツールの周知・普及を図る。

気象庁ホームページにおいて、防災・気象情報に関する用語を15言語で作成した多言語辞書を公開するとともに、多言語で情報提供を実施してい

る。引き続き、関係省庁と連携して普及啓発を図る。

110

都道府県が公表する病院等及び薬局に関する情報について、令和２年度

(2020年度)まで実施した調査研究事業の結果を踏まえ、全国統一的な検

索サイトを構築し、外国語対応やスマートフォンでの検索への対応を含

め、情報提供の充実を図る。

〔厚生労働省〕《施策番号110》

厚生労働省
令和４年度補正予算において、外国語やスマートフォンでの検索に対応する全国統一的な検索サイトの構築を行った。令和６年４月より本検索サイ

トでの情報提供を開始し、継続的に運用していく。

109

特に、医療、保健、防災対策等の外国人の生命・健康に関する分野や、

子どもの教育、保育その他の子育て支援サービス、労働関係法令、社会

保険（医療保険、年金、介護保険、労働保険）、在留手続等の分野にお

ける情報提供・相談対応、民間賃貸住宅等の契約等については、地域ご

との国籍別の在留外国人の多寡等の状況を踏まえ、できる限り、母国語

による情報提供・相談対応等が可能となるよう、段階的な多言語対応の

環境づくりを進める。

〔こども家庭庁、消費者庁、法務省、総務省、厚生労働省、文部科学

省、国土交通省等関係省庁〕《施策番号109》【ロードマップ64】



施策

番号
施策内容 担当省庁 「進捗状況」及び「今後の予定」

外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（令和５年度改訂）進捗状況 令和６年３月末時点

厚生労働省

【風しんの追加的対策について】

　国内に居住する外国人について、風しんの追加的対策の対象としている。引き続き、外国人を風しんの追加的対策の対象に含めていく。

【多言語（13か国語）での周知について】

　自国において麻しん・風しんの予防接種歴等の確認を行うことが望ましい旨を周知するため、13か国語（英語、中国語、韓国語、ベトナム語、ス

ペイン語、ポルトガル語、タイ語、インドネシア語、タガログ語、ネパール語、カンボジア語、ミャンマー語、モンゴル語）の啓発資料を作成し

た。啓発資料による周知方法について検討していく。

【入国前結核スクリーニングについて】

令和６年度中の開始を目指し、外務省、出入国在留管理庁など関係省庁と連携して準備を進めている。

健診医療機関の指定等、導入準備が整った国から一定の周知期間を設けた上で順次開始する予定である。

法務省
入国前結核スクリーニングについては、令和６年度中の開始を目指し、外務省、厚生労働省など関係省庁と連携して準備を進めている。

健診医療機関の指定等、導入準備が整った国から一定の周知期間を設けた上で順次開始する予定である。

外務省
入国前結核スクリーニングについては、令和６年度中の開始を目指し、関係省庁（厚労省、出入国在留管理庁）と連携して準備を進めている。

健診医療機関の指定等、導入準備が整った国から一定の周知期間を設けた上で順次開始する予定である。

111

外国人についても、引き続き、予防接種法に基づく定期接種の接種率の

向上を図るとともに、風しんに関する追加的な対策の対象とする。ま

た、我が国に中長期間滞在することとなる外国人に対し、我が国への入

国前に自国において麻しん・風しんの予防接種歴等の確認を行うことが

望ましい旨を多言語（13言語）で周知するほか、まずは、結核につい

て、適切に入国前のスクリーニングを実施するなど、感染症対策の取組

を進める。

〔厚生労働省、法務省、外務省〕《施策番号111》



施策

番号
施策内容 担当省庁 「進捗状況」及び「今後の予定」

外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（令和５年度改訂）進捗状況 令和６年３月末時点

国土交通省

旅行保険加入促進について、観光庁や日本政府観光局（ＪＮＴＯ）等のホームページやＪＮＴＯ海外事務所による海外イベント、駐日外国公館や宿

泊施設を通じて旅行保険加入に関する情報を発信するとともに、空港等において、入国後も加入可能な旅行保険への加入に関する動画やポスターを

掲示し周知した。

引き続き、観光庁やＪＮＴＯのホームページやＪＮＴＯ海外事務所等を通じて、旅行保険加入に関する情報を発信するとともに、入国後も加入可能

な旅行保険に関するポスター等を活用し、旅行保険への加入を促進する。

金融庁

旅行保険加入促進について、観光庁や日本政府観光局（ＪＮＴＯ）等のホームページやＪＮＴＯ海外事務所による海外イベント、駐日外国公館や宿

泊施設を通じて旅行保険加入に関する情報を発信するとともに、空港等において、入国後も加入可能な旅行保険への加入に関する動画やポスターを

掲示し周知した。

引き続き、観光庁や日本政府観光局（ＪＮＴＯ）のホームページやＪＮＴＯの海外事務所等を通じて、旅行保険加入に関する情報を発信するととも

に、入国後も加入可能な旅行保険に関するポスター等を活用し、旅行保険への加入を促進する。

法務省
観光庁からの依頼に基づき、空港等の上陸審査場に入国後も加入可能な旅行保険への加入に関する動画やポスターを掲示し周知している。

引き続き、上記の取組を継続して実施する。

外務省

観光庁が作成した旅行保険への加入に関する動画やポスターを各在外公館にて掲示や配置を行うとともに、ホームページ等を通じて旅行保険加入に

関する情報を発信した。

引き続き旅行保険への加入を促進する。

113

関係機関との連携の下、交通安全教育や交通安全についての広報啓発活

動等を通じて、外国人の間にも日本の交通ルールに関する知識を普及さ

せることにより、交通事故の防止を図る。

外国人向けの運転免許試験手続に関する警察庁ウェブサイトの拡充等、

広報啓発活動を充実する。

また、外国の運転免許を日本の運転免許に切り替える際に行う知識確認

について、やさしい日本語対応のほか、更なる多言語化を進めること、

運転免許を新規に取得する際の学科試験において多言語化を進めること

等について、地域の実情等に応じて対応するよう全都道府県警察に要請

する。

あわせて、外国語の問題例について警察庁で作成する。

さらに、偽造運転免許証を用いた日本の運転免許証の不正取得事案を防

止するため、外国の運転免許制度に係る情報収集を強化する。

〔警察庁〕《施策番号113》

警察庁

・訪日外国人等に対して広報チラシやウェブサイト、ＳＮＳ等のあらゆる媒体を活用して交通ルールを学習する機会を提供する等の広報啓発活動を

実施し、我が国の交通事情や交通ルール等の理解の促進を図った。

・第二種免許に係る学科試験問題例を新規に20言語に翻訳し、各都道府県警察に送付するとともに、外国語の運転免許学科試験等の更なる導入を検

討するよう指示した。

・外国の運転免許制度に係る情報収集（調査委託等）を実施し、偽造運転免許証を用いた日本の運転免許証の不正取得事案の防止を図った。

・訪日外国人等に対して広報チラシやウェブサイト、ＳＮＳ等のあらゆる媒体を活用して交通ルールを学習する機会を提供する等の広報啓発活動を

実施し、我が国の交通事情や交通ルール等の理解の促進を図る。

・外国語の運転免許学科試験等の更なる導入について、あらゆる機会を通じて引き続き各都道府県警察に要請する。

・外国語の運転免許学科試験問題例等を新たに作成するなど、更なる充実化を図る。

・外国の運転免許制度に係る情報収集を引き続き推進する。

112

訪日外国人旅行者が、予期せぬ病気やけがの際に、不安を感じることな

く医療等を受け、安全に帰国することができるよう、訪日外国人旅行者

自身の適切な費用負担を前提とした旅行保険への加入を促進する。

〔国土交通省、金融庁、法務省、外務省〕《施策番号112》



施策

番号
施策内容 担当省庁 「進捗状況」及び「今後の予定」

外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（令和５年度改訂）進捗状況 令和６年３月末時点

警察庁

・外国人からの110番通報に迅速・的確に対応できるよう、各都道府県警察において、通報者、通信指令担当者及び通訳担当者との三者通話を行っ

ているほか、事件・事故等の現場における外国人との円滑なコミュニケーションを図るため、多言語翻訳機能を有する装備資機材を活用している。

・外国人とのコミュニケーションの一層の円滑化を図るため、都道府県警察宛ての通達等により、多言語翻訳機能を有する装備資機材の積極活用及

び操作の習熟を図るよう指示しており、取組の更なる促進を図っている。

・外国人が刑事手続の当事者となった場合において、刑事訴訟手続、公的弁護制度等に関する教示を円滑に行うため、適切な通訳の確保を図ってい

る。

・引き続き三者通話システムの活用を推進していくほか、多言語翻訳機能を有する装備資機材の積極活用及び操作の習熟を図るよう指示し、取組の

促進を図る。

・引き続き外国人が刑事手続の当事者となった場合において、適切な通訳の確保を図る。

・令和５年（2023年）３月から段階的に全国移行する遺失物システムにおいて、都道府県の独自実施としていた多言語化を、統一的に展開していく

（20府県が運用中）。

法務省
全国各地において、外国人が刑事手続の当事者となった場合においては、適切な通訳の確保を図っている。

今後も引き続き、外国人が刑事手続の当事者となった場合において、適切な通訳の確保を図る。

115

通訳人を同行した巡回連絡の実施、外国人に対する110番通報講習や防犯

教室の開催、自主防犯団体との合同パトロールの実施等防犯対策の充実

を図り、関係行政機関等とも連携しつつ、外国人が犯罪被害者となるこ

とや外国人コミュニティ等に対する犯罪組織の浸透の防止等を図る。

〔警察庁〕《施策番号115》

警察庁

各都道府県警察において、通訳人との連携等による巡回連絡、外国人に対する110番通報講習や防犯教室の開催、外国人が参加する自主防犯団体と

の合同パトロール等を実施している。

上記施策を継続するとともに、それらの効果を踏まえつつ、引き続き、適切に施策を推進する。

114

外国人からの110番通報に迅速・的確に対応できるよう、全都道府県警察

において整備している三者通話システムの活用を推進するとともに、事

件・事故等の現場における外国人との円滑なコミュニケーションを支援

するため、多言語翻訳機能を有する装備資機材を活用する。また、外国

語による対応が可能な職員の配置や語学研修等の教養の実施に引き続き

努めるほか、遺失届・拾得物の受理時等の各種手続に係る外国語による

対応の促進を引き続き図る。さらに、外国人が刑事手続の当事者となっ

た場合において、引き続き、適切な通訳の確保を図る。

〔警察庁、法務省〕《施策番号114》



施策

番号
施策内容 担当省庁 「進捗状況」及び「今後の予定」

外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（令和５年度改訂）進捗状況 令和６年３月末時点

進捗状況について、平成31年３月15日より、国土交通省ホームページにおいて、外国語対応の可能な登録家賃債務保証業者について、対応言語、

サービスの内容等の情報を掲載している。また、居住支援協議会等に対しては、通知において外国人の受入れ等について協力を要請するとともに、

外国人等の住宅確保要配慮者の入居を円滑に進めるための活動等に対する支援を実施している。

住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録等を内容とするセーフティネット住宅登録制度について、各種会議において周知をしている。登

録された住宅の情報については、「セーフティネット住宅情報提供システム」において随時情報提供を行っている。

「外国人の民間賃貸住宅入居円滑化ガイドライン」等のツールについて、国土交通省ホームページへの掲載、不動産事業者等を対象とした研修会で

の周知、日本語教育機関への周知を行うとともに、不動産事業者に向けて外国人の入居受入れに関するセミナーを実施している（【再掲】施策番号

109で記載。）。不動産関係団体においてガイドブックを公開するとともに、無料相談を実施している。

今後の予定については外国人等の住宅確保要配慮者の入居を円滑に進めるための活動等に対する支援を引き続き実施する。セーフティネット住宅登

録制度の周知・普及を図るための取組を推進するとともに、「セーフティネット住宅情報提供システム」において、登録された住宅の情報提供を引

き続き実施する。不動産関係団体等とも協力しながら、引き続きガイドライン等のツールの周知・普及を図る（【再掲】施策番号109で記載。）。

国土交通省116

外国人が支障なく住宅を探し住むことのできるよう、全国の居住支援協

議会による在留外国人への支援活動をサポートするとともに、外国人の

住宅確保のための多言語による情報提供や物件紹介等の取組等、共生社

会の実現に向けた施策を不動産関係団体と協力して引き続き積極的に推

進する。

このため、14言語で多言語対応している賃貸人や仲介事業者向けの実務

対応マニュアルや外国語版の賃貸住宅標準契約書等を内容とする「外国

人の民間賃貸住宅入居円滑化ガイドライン」や、外国人向けの日本での

部屋の探し方、契約時に必要な書類、入居手続等を内容とする「部屋探

しのガイドブック」、やさしい日本語で対応している日本で部屋探しを

する際に活用できる基本的な情報等をまとめた外国人向けの「外国人の

ための賃貸住宅入居の手引き」等について、ホームページでの公表や関

係事業者への研修会等を通じて、共生社会の重要性と併せて引き続き広

く周知・普及を図る。あわせて、外国人も日本人と同様に家賃債務保証

サービス等を利用し、不当な差別なく契約ができるよう、家賃債務保証

業者登録制度等の周知を行う。

さらに、不動産関係団体において作成した、特定技能制度や技能実習制

度及びそれに基づいて入国する外国人材の入居受入れの実務に係る賃貸

人向けのガイドブックについて、登録支援機関、不動産所有者等に対し

て引き続き周知、普及を図るとともに、賃貸人の懸念等に対応するた

め、外国人の入居受入れに関する無料相談を引き続き実施する。住宅確

保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（住宅セーフ

ティネット法）に基づき、外国人を含む住宅確保要配慮者の入居を拒ま

ない賃貸住宅の登録や住宅情報の提供、居住支援等を促進する。

特に、外国人の就労や生活を支援する機関や相談窓口に対し、外国人を

対象としたサービスを提供する居住支援協議会、居住支援法人、登録家

賃債務保証業者、登録住宅等に関する情報を積極的に提供することによ

り、外国人への居住支援の更なる充実を図る。

〔国土交通省〕《施策番号116》



施策

番号
施策内容 担当省庁 「進捗状況」及び「今後の予定」

外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（令和５年度改訂）進捗状況 令和６年３月末時点

117

公営住宅に関し、在留資格を持つ外国人について、日本人と同様の入居

申込資格を認める取扱いとするよう、地方公共団体に要請を行っている

ところ、このような地方公共団体における取組を更に推進する。

都市再生機構の賃貸住宅について、外国人の居住者が多い団地で実施さ

れている外国人との共生の取組（外国語版の居住者向けリーフレットの

配布、管理サービス事務所等における通訳の配置、居住者間の交流イベ

ントの開催等）を推進する。

〔国土交通省〕《施策番号117》

国土交通省

進捗状況について、公営住宅に関しては、平成30年12月25日付けで通知を発出し、在留資格を持つ外国人について日本人と同様の入居申込資格を

認める取扱いとするよう地方公共団体に要請を行っている。

都市再生機構の賃貸住宅については、左記の取組を引き続き実施している。今後の予定については地方公共団体における取組を引き続き推進する。

都市再生機構の賃貸住宅について、外国人の居住者が多い団地で実施されている外国人との共生の取組を引き続き推進する。

118

関係省庁と連携の上、受入れ企業等に対して、やさしい日本語を含む14

言語の外国人向けパンフレット及びその受入れ先向けパンフレットも活

用しながら、外国人の口座開設等の金融サービスの利便性向上及びマ

ネー・ローンダリングや口座売買等の犯罪への関与の防止等に係る周知

活動を実施し、理解の醸成を図る。

また、金融機関に対しては、「外国人顧客対応にかかる留意事項」及び

「外国人顧客対応にかかる取組事例」も活用しながら、引き続き、外国

人の口座開設等の金融サービスの利便性向上に向けた取組を推進してい

くよう促していく。

さらに、外国人の在留期間を的確に把握して口座を適切に管理する等、

内部規定やガイドライン等の整備を含め、特殊詐欺やマネー・ローンダ

リング等への対策に資する取組が金融機関において行われるよう引き続

き対応を促していく。

〔金融庁〕《施策番号118》

金融庁

・金融機関に対し、「外国人顧客対応にかかる留意事項」及び「外国人顧客対応にかかる取組事例」も活用しながら、外国人の口座開設等の金融

サービスの利便性向上に向けた取組を推進していくよう促した。

・金融機関における在留期間管理等のマネロン対策等における適切な外国人顧客管理については、警察庁による「ＳＮＳで実行犯を募集する手口に

よる強盗や特殊詐欺事案に関する緊急対策プラン」を踏まえた対応強化の検討、業界団体との調整に協力した。

・金融機関及び受入れ企業等に対して、外国人向けパンフレット及びその受入れ先向けパンフレットも活用しながら、外国人の口座開設等の金融

サービスの利便性向上及びマネー・ローンダリングや口座売買等の犯罪への関与の防止等に係る周知活動を実施する。

・引続き、マネー・ローンダリング対策等に係る外国人顧客対応について、適切な措置がなされるよう金融機関に対して促していく。



施策

番号
施策内容 担当省庁 「進捗状況」及び「今後の予定」

外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（令和５年度改訂）進捗状況 令和６年３月末時点

119

受入れ企業は特定技能外国人及び技能実習生が金融機関において円滑に

口座を開設できるように必要なサポートを行う。

〔法務省〕《施策番号119》

法務省

外国人技能実習機構ホームページの監理団体及び実習実施者向けページにおいて、金融庁作成のパンフレット「外国人の預貯金口座・送金利用につ

いて（外国人の受入れに関わる方に知っていただきたい事項）」を一般的な注意事項として掲載しており、監理団体及び実習実施者に向けた周知を

行った。

技能実習生の口座開設が円滑に行われるよう、引き続き、外国人技能実習機構を通じて監理団体及び実習実施者に向けた周知を行う。

厚生労働省

金融庁

【厚生労働省、金融庁】

賃金のデジタル払いに関する多言語リーフレットを作成し、ホームページで公開した。

労働者及び使用者の正しい理解のもと資金移動業者の口座への賃金支払が実施されるよう、引き続き、ホームページや各種周知資料等を活用し、制

度の周知・広報を図る。

資金移動業者の口座への賃金支払について、適正な制度運用や、労働

者、使用者、資金移動業者等への周知を実施する。特に外国人労働者に

対しては、多言語の外国人向けリーフレットも活用しながら、理解の促

進を図る。

〔厚生労働省、金融庁〕《施策番号120》

120



施策

番号
施策内容 担当省庁 「進捗状況」及び「今後の予定」

外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（令和５年度改訂）進捗状況 令和６年３月末時点

121

在留外国人による携帯電話の契約及び利用の円滑化等の観点から、日本

語の話せない外国人が一律に契約を阻害されることのないよう、携帯電

話事業者等における多言語対応に向けた取組及び在留カードによる本人

確認手続の円滑化に資する取組の推進に引き続き取り組む。

〔総務省〕《施策番号121》

総務省

これまでに携帯電話事業者・業界団体等に対しヒアリングを実施し、在留外国人の携帯電話の契約及び利用等における多言語対応及び本人確認手続

について現状を把握している。

平成31年３月27日に携帯電話事業者等に対し、多言語対応に向けた取組を一層推進するよう、業界団体を通じて要請した。その際、在留カードによ

る本人確認が可能である旨についても周知を実施した。

今後、携帯電話事業者・業界団体等における取組について適時フォローアップを行う。

122

社会保険への加入手続に関し、事業主の呼出し、訪問指導、立入検査等

による計画的な事業所指導を実施するなど、外国人を雇用する事業所や

雇用されている外国人に対する社会保険への加入促進の取組を重点的に

推進する。あわせて、国民健康保険について、市区町村において、離職

時等に、年金被保険者情報等を活用しながら行う加入促進の取組を推進

する。

〔厚生労働省〕《施策番号122》

厚生労働省

令和元年６月以降、出入国在留管理庁から提供を受けている特定技能外国人及び特定技能所属機関等の情報を活用し、特定技能外国人及び特定技能

所属機関等への社会保険の加入促進に取り組んでいる。引き続き、出入国在留管理庁から提供される特定技能外国人及び特定技能所属機関等の情報

を活用し、特定技能外国人及び特定技能所属機関等への社会保険の加入促進に取り組む。

123

外国人に対する国民健康保険制度の周知・広報に要した費用に対し、特

別調整交付金の仕組みにより財政支援を行うなど、地方公共団体におけ

る外国人の国民健康保険制度への加入促進のための取組を支援する。

〔厚生労働省〕《施策番号123》

厚生労働省 外国人に対する国民健康保険制度の周知広報に要した費用について、特別調整交付金による財政支援を実施している。



施策

番号
施策内容 担当省庁 「進捗状況」及び「今後の予定」

外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（令和５年度改訂）進捗状況 令和６年３月末時点

厚生労働省

令和元年６月以降、出入国在留管理庁から提供を受けている特定技能外国人及び特定技能所属機関等の情報を活用し、特定技能外国人及び特定技能

所属機関等への社会保険の加入促進に取り組んでいる。引き続き、出入国在留管理庁から提供される特定技能外国人及び特定技能所属機関等の情報

を活用し、特定技能外国人及び特定技能所属機関等への社会保険の加入促進に取り組む。

地方出入国在留管理官署における外国人の在留資格変更・在留期間更新

時や、ハローワークにおける求人受理時等において、関係行政機関が連

携を図ることにより、外国人雇用事業所や外国人の社会保険への加入促

進に取り組む。

このため、特定技能外国人の受入れに関する審査に当たり、社会保険制

度上の義務の履行状況等を適切に確認し、過去にその納付すべき社会保

険料を一定程度滞納するなどした受入れ機関については受入れを認めな

い。また、上陸許可や在留資格変更許可等をした外国人の身分事項や所

属機関の情報及びその帯同家族の情報を法務省から厚生労働省等に提供

し、関係機関において、当該情報を活用しながら所要の確認や適用、必

要に応じた加入指導等を行うことにより、社会保険の加入促進に取り組

む。加えて、国民健康保険・国民年金については、保険料を一定程度滞

納した者からの在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請を不許可

とする等の対策を講ずる。上記の特定技能外国人に係る法務省から厚生

労働省等への情報提供等や在留期間更新許可申請等に係る取組について

は、その他の在留資格を有する外国人についても、同様の措置を講ずる

ことについて引き続き検討する。

〔法務省、厚生労働省〕《施策番号124》

法務省

「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令」において、特定技能所属機関が労働、社会保険及び租税に関する法令

の規定を遵守していることを、特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係る基準として規定した上で、「特定技能外国人受入れに関する運用要領」

において、特定技能外国人及び特定技能所属機関に対し、社会保険制度上の義務の履行状況を確認し、一定程度滞納がある場合には、特定技能外国

人に対する在留諸申請を不許可等とする旨を明記するとともに、地方出入国在留管理官署では、在留諸申請において、社会保険制度上の義務の履行

状況を確認し、一定程度滞納がある場合には、特定技能外国人に対する在留諸申請を不許可等とすることとしている。

また、特定技能制度については、社会保険に係る情報連携に必要な連絡窓口や方法などの体制整備について協議し、厚生労働省へ必要な情報提供を

行っている。

引き続き、特定技能外国人及び特定技能所属機関に対し、社会保険制度上の義務の履行状況を確認し、一定程度滞納がある場合には、特定技能外国

人に対する在留諸申請を不許可等とするほか、厚生労働省に対し必要な情報提供を行うなどして、社会保険制度上の義務の確実な履行の確保を図

る。

さらに、その他の在留資格を有する外国人について、令和２年12月18日に通知を発出し、地方自治体において国民健康保険料（税）の特に悪質な滞

納者と判断された者について、地方出入国在留管理官署に情報提供し、被情報提供者の在留期間更新申請等に国民健康保険料（税）を納付したこと

を示す資料（以下「納付証明書」という。）の提出を求め、納付証明書の提出がない場合は、在留資格変更許可申請等を許可する相当性がないもの

として、原則として不許可処分とする運用を試行している。

また、その他の在留資格を有する外国人について、令和２年12月に開始した情報提供スキームに基づき、複数の自治体と協力体制を構築しており、

今後も調整を継続する。自治体との実施状況を見つつ、当該スキームの一般化について検討を進めていく。

124



施策

番号
施策内容 担当省庁 「進捗状況」及び「今後の予定」

外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（令和５年度改訂）進捗状況 令和６年３月末時点

125

各府省庁の外国人への生活支援等の情報や新型コロナウイルス感染症の

感染拡大防止のための留意事項について、外国人生活支援ポータルサイ

トに集約して掲載することで、引き続き周知・徹底を図る。

〔法務省〕《施策番号125》

法務省
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のために必要な留意事項について、外国人生活支援ポータルサイトに掲載して周知・徹底を図っている。

引き続き、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に必要な事項について、外国人生活支援ポータルサイトを通じて周知を図っていく。

厚生労働省

【介護分野】

　令和元年度から、地域医療介護総合確保基金のメニューとして、介護分野の特定技能の在留資格により日本の介護現場での就労を希望する者と介

護施設等とのマッチングを実施する都道府県（適切な団体に委託可）に対して、必要な経費を助成している。引き続き、外国人介護人材の受入環境

の整備に向けて、必要な事業の実施に努める。

【ビルクリーニング分野】

「ビルクリーニング分野における外国人材受入れ体制適正化調査事業」において作成した啓発資料等を厚生労働省ホームページにおいて周知するほ

か、令和５年度の同事業において、事業者を対象としたオンラインセミナーを開催した。また、出入国在留管理庁等より提供される特定技能制度関

連のイベント情報等は業界団体及び協議会構成員に随時周知している。なお、ビルクリーニング分野における特定技能外国人は徐々に増加している

ところであり、技能評価試験合格証明書の発行手数料の扱いなどの制度設計について検討しているものの、特定の地域に集中している状況にはなっ

ていないため、引き上げには至っていない。今後とも、適切に取り組んで行く所存である。

経済産業省

製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会において、受入れ企業の優れた取組の紹介や特定技能外国人材制度を制度趣旨に沿って活用する旨の呼

びかけを実施したほか、受入れ企業や登録支援機関等を対象とした国内外向けのセミナー（オンライン）の開催や、協議・連絡会構成員への引き抜

き防止に向けた呼びかけを行った。また、製造分野特定技能評価試験（国内試験）について、令和５年度は全国10か所で試験を実施した。引き続

き、製造業特定技能外国人材・受入れ協議・連絡会において、必要な情報の発信を行いつつ、今後の制度改正の内容を踏まえたセミナーを適切なタ

イミングで開催するとともに、引き抜き防止に向けた指導に関しても、状況を注視し、必要に応じて追加での対応を行う。加えて、製造分野特定技

能評価試験の国内試験については、これまでの実績を踏まえ、効率的に実施できるよう更なる検討を進める。

126

特定技能制度において、大都市圏等の特定の地域に集中して就労するこ

とを防止し、かつ、就労を希望する国内外の外国人の意向と中小企業を

はじめとした外国人雇用の経験に乏しい外国人の雇用を希望する企業の

ニーズをマッチングさせるため、各分野特有の状況等を考慮の上、以下

の措置を講ずる。

・　受入れに係る採用、生活環境整備、人材育成等の優良事例の紹介

や、共同での企業ＰＲ活動、宿舎手配、研修等の事業者間の連携を促進

するための情報提供（12分野）

・　企業・在留外国人に対する地方におけるセミナーの開催（12分野）

・　分野別協議会における引き抜き防止の申合せ等引き抜き防止に対す

る厳格な対応が行われるよう分野別協議会を通じた指導を実施（12分

野）

・　地方における技能評価試験の実施（12分野）

・　特定技能外国人として就労を希望する者と特定技能外国人の雇用を

希望する企業のマッチングを実施する都道府県（適切な団体に委託可）

に対する必要な経費の助成（介護分野）

・　介護分野で就労する外国人材が働きやすい環境整備等のために、介

護技能の向上のための研修等の実施に対する支援、介護の日本語学習を

自律的に行うための環境整備の推進に対する支援、相談窓口等の支援を

実施（介護分野）

・　技能評価試験合格証明書の発行の際、過度集中地域の受入れ機関か

ら徴収する費用の引上げ（ビルクリーニング分野）

・　特定技能外国人の受入れ事業実施のための法人において、全国の求

人求職情報の集約等のマッチングの実施。また、都市部と地方の間で著

しい待遇の格差が生じないよう、同法人において、地方における求人の

発掘を積極的に行うとともに、受入れ企業に対する求人条件の見直しな

どの助言・指導の実施（建設分野）

・　地域における事業者間連携による自律的取組の発掘・支援（自動車

整備分野）

・　特定技能外国人の雇用を希望するホテル、旅館等の求人情報につい

て業界団体や試験実施機関のホームページへの掲載。ホテル、旅館等や

在留外国人を対象としたセミナーを開催し、制度の広報等を行い受入れ

環境を整備（宿泊分野）

〔厚生労働省、経済産業省、国土交通省、農林水産省等関係省庁〕《施

策番号126》【ロードマップ91、92、93、94】



施策

番号
施策内容 担当省庁 「進捗状況」及び「今後の予定」

外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（令和５年度改訂）進捗状況 令和６年３月末時点

国土交通省

【建設分野】

建設分野においては、以下を実施。

○特定技能外国人受入事業実施法人である「（一社）建設技能人材機構」(ＪＡＣ)において、

・令和２年８月より本格開始した無料職業紹介（求人求職マッチング）を継続実施

・全国12会場において説明会を実施し、制度及び事業周知の促進

・説明会を通じた行動規範(悪質な引抜行為防止を含む）の周知

・地方を含む複数都市で特定技能評価試験を実施（東京、大阪、愛知、福岡、北海道、広島、宮城、愛媛、熊本）。

今後、ＪＡＣにおいて、入会時や会員向けの説明会等の充実を図るとともに、引き続き求人求職マッチング推進、試験実施等の対応を進める。

【造船・舶用工業分野】

・受入れ企業に対して、特定技能外国人受入れに関する優良事例集をホームページで公開し、情報提供を行った。

・特定技能外国人の受入れ企業等の遵守事項として造船・舶用工業分野特定技能協議会規約にて大都市圏等の特定の地域に集中して就労することを

防止するための規定を定めている。

・令和５年４月から令和６年３月末までに実施した53回の技能評価試験は、１回を除き地方で実施した。

・今後の対策として引き続き、地方において技能評価試験を実施するなど、大都市圏等の特定の地域に集中して就労することを防止等するための対

策を講ずる。

【自動車整備分野】

・自動車整備分野においては、大都市圏での受入れの自粛要請に従うことを自動車整備分野特定技能協議会の遵守事項として定めて周知している。

・自動車整備事業者に対し、各地域における事業者間の自律的な連携・協調を促すとともに、好事例をモデル事業として全国へ周知している。

・自動車整備分野の国内試験については、全国において試験を実施している。

・引き続き、各地域における事業者間の自律的な連携・協調を促すとともに、好事例をモデル事業として全国へ周知する。また、国内試験につい

て、引き続き全国にて実施する。

【航空分野】

大都市圏等での受入れ自粛要請に従うことや、引き抜き行為を行わないことを、特定技能所属機関が航空分野特定技能協議会に入会する際の遵守事

項として定めている。

引き続き、航空分野特定技能協議会において、必要な情報の発信を行うとともに、遵守事項の周知徹底に努めることとする。

【宿泊分野】

・特定技能所属機関が宿泊分野特定技能協議会に入会するにあたり、協議会による大都市圏での受入れ自粛要請決議に対する尊重を求めている。

・地方を含む複数都市で技能試験を実施した（47都道府県）。

・日本ホテル協会、全日本ホテル連盟、日本旅館協会、全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会の業界４団体にて、それぞれウェブサイトにおいて

求人情報を掲載している。

・ホテル、旅館等や外国人等を対象としたセミナー等を開催し、制度及び受入施設の環境等の周知を図った。

・今後については、外国人材等と宿泊事業者等を対象としたマッチング等を開催し、外国人材の受入れ促進を引き続き進める。

126

特定技能制度において、大都市圏等の特定の地域に集中して就労するこ

とを防止し、かつ、就労を希望する国内外の外国人の意向と中小企業を

はじめとした外国人雇用の経験に乏しい外国人の雇用を希望する企業の

ニーズをマッチングさせるため、各分野特有の状況等を考慮の上、以下

の措置を講ずる。

・　受入れに係る採用、生活環境整備、人材育成等の優良事例の紹介

や、共同での企業ＰＲ活動、宿舎手配、研修等の事業者間の連携を促進

するための情報提供（12分野）

・　企業・在留外国人に対する地方におけるセミナーの開催（12分野）

・　分野別協議会における引き抜き防止の申合せ等引き抜き防止に対す

る厳格な対応が行われるよう分野別協議会を通じた指導を実施（12分

野）

・　地方における技能評価試験の実施（12分野）

・　特定技能外国人として就労を希望する者と特定技能外国人の雇用を

希望する企業のマッチングを実施する都道府県（適切な団体に委託可）

に対する必要な経費の助成（介護分野）

・　介護分野で就労する外国人材が働きやすい環境整備等のために、介

護技能の向上のための研修等の実施に対する支援、介護の日本語学習を

自律的に行うための環境整備の推進に対する支援、相談窓口等の支援を

実施（介護分野）

・　技能評価試験合格証明書の発行の際、過度集中地域の受入れ機関か

ら徴収する費用の引上げ（ビルクリーニング分野）

・　特定技能外国人の受入れ事業実施のための法人において、全国の求

人求職情報の集約等のマッチングの実施。また、都市部と地方の間で著

しい待遇の格差が生じないよう、同法人において、地方における求人の

発掘を積極的に行うとともに、受入れ企業に対する求人条件の見直しな

どの助言・指導の実施（建設分野）

・　地域における事業者間連携による自律的取組の発掘・支援（自動車

整備分野）

・　特定技能外国人の雇用を希望するホテル、旅館等の求人情報につい

て業界団体や試験実施機関のホームページへの掲載。ホテル、旅館等や

在留外国人を対象としたセミナーを開催し、制度の広報等を行い受入れ

環境を整備（宿泊分野）

〔厚生労働省、経済産業省、国土交通省、農林水産省等関係省庁〕《施

策番号126》【ロードマップ91、92、93、94】



施策

番号
施策内容 担当省庁 「進捗状況」及び「今後の予定」

外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（令和５年度改訂）進捗状況 令和６年３月末時点

法務省
特定技能在留外国人数については、３か月ごとに都道府県別の在留者数を把握・分析の上、分野所管省庁に提供している。

引き続き、特定技能在留外国人数について、３か月ごとに都道府県別の在留者数を把握・分析の上、分野所管省庁に提供していく。

厚生労働省 現在、分野所管省庁等に特定技能外国人受入分野の四半期ごとの分野別有効求人倍率を提供しているところであり、引き続き継続する予定。

農業分野では、以下の取組を実施した。

・優良事例を収集し、令和５年度に受入機関や関係団体等に対して周知した。

・農業現場の課題等に対応した農業版外国人材受入れマニュアルを作成し、本年度内に受入れ機関や関係団体等に対して周知した。

・令和５年度内に受入機関等を対象とした、全国９地区での説明会を実施した。

・国内については全国47都道府県約140都市において試験を実施した。

また、農業分野・飲食料品製造業・外食業の３分野共同で、外国人及び外国人を受け入れる事業者向けの相談窓口（14か国語）を設置した。

漁業分野では、以下の取組を実施した。

・外国人が働きやすい環境の整備（生活ガイダンスの開催、相談窓口の設置等）に取り組む漁協への支援を実施。

・優良な特定技能外国人材の受入れ事例について関係者への情報共有の実施。

・特定技能協議会において、引き抜き防止に関する申し合わせを実施済み。

・国内の技能測定試験は、全国47都道府県約140都市を対象に実施。

飲食料品製造業・外食業の２分野共同で、以下の取組を実施した。

・受入れ・環境整備及び人材育成等の優良事例の情報を提供（【再掲】施策番号104）。優良事例についてはホームページでの紹介のほか、動画配

信も実施。

・外国人を受け入れる事業者向けにオンラインセミナーを実施（各分野とも10月及び12月に実施）。

・国内では全国19都道府県の延べ40都市において試験を実施。

農業分野における優良事例や外国人材受入れマニュアル、相談窓口、オンラインセミナーの開催について、受入れ機関や関係団体等に周知を行って

いく。国内試験においても、引き続き実施していく。

漁業分野では、他分野の事例等を踏まえ、必要に応じ取組を実施する。

飲食料品製造業・外食業の２分野共同で、優良事例やオンラインセミナーの開催について、受入れ機関や関係団体等に周知を行っていく。国内試験

においても、引き続き実施していく。

農林水産省

127

特定技能外国人が、大都市圏等の特定の地域に集中して就労することを

防止し、かつ、就労を希望する国内外の外国人の意向と中小企業をはじ

めとした外国人雇用の経験に乏しい外国人の雇用を希望する企業のニー

ズをマッチングさせるため、必要な措置を講じるに当たっては、分野所

管省庁等に特定技能外国人に係る在留数等必要な情報を提供していく。

また、就労を希望する外国人等に対し、受入れ機関の情報を提供してい

く仕組みを構築するとともに、地方における人手不足の状況や特定技能

外国人の受入れ状況等の情報把握・分析機能の強化を行う。

〔法務省、厚生労働省〕《施策番号127》

126

特定技能制度において、大都市圏等の特定の地域に集中して就労するこ

とを防止し、かつ、就労を希望する国内外の外国人の意向と中小企業を

はじめとした外国人雇用の経験に乏しい外国人の雇用を希望する企業の

ニーズをマッチングさせるため、各分野特有の状況等を考慮の上、以下

の措置を講ずる。

・　受入れに係る採用、生活環境整備、人材育成等の優良事例の紹介

や、共同での企業ＰＲ活動、宿舎手配、研修等の事業者間の連携を促進

するための情報提供（12分野）

・　企業・在留外国人に対する地方におけるセミナーの開催（12分野）

・　分野別協議会における引き抜き防止の申合せ等引き抜き防止に対す

る厳格な対応が行われるよう分野別協議会を通じた指導を実施（12分

野）

・　地方における技能評価試験の実施（12分野）

・　特定技能外国人として就労を希望する者と特定技能外国人の雇用を

希望する企業のマッチングを実施する都道府県（適切な団体に委託可）

に対する必要な経費の助成（介護分野）

・　介護分野で就労する外国人材が働きやすい環境整備等のために、介

護技能の向上のための研修等の実施に対する支援、介護の日本語学習を

自律的に行うための環境整備の推進に対する支援、相談窓口等の支援を

実施（介護分野）

・　技能評価試験合格証明書の発行の際、過度集中地域の受入れ機関か

ら徴収する費用の引上げ（ビルクリーニング分野）

・　特定技能外国人の受入れ事業実施のための法人において、全国の求

人求職情報の集約等のマッチングの実施。また、都市部と地方の間で著

しい待遇の格差が生じないよう、同法人において、地方における求人の

発掘を積極的に行うとともに、受入れ企業に対する求人条件の見直しな

どの助言・指導の実施（建設分野）

・　地域における事業者間連携による自律的取組の発掘・支援（自動車

整備分野）

・　特定技能外国人の雇用を希望するホテル、旅館等の求人情報につい

て業界団体や試験実施機関のホームページへの掲載。ホテル、旅館等や

在留外国人を対象としたセミナーを開催し、制度の広報等を行い受入れ

環境を整備（宿泊分野）

〔厚生労働省、経済産業省、国土交通省、農林水産省等関係省庁〕《施

策番号126》【ロードマップ91、92、93、94】



施策

番号
施策内容 担当省庁 「進捗状況」及び「今後の予定」

外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（令和５年度改訂）進捗状況 令和６年３月末時点

128

地方公共団体と連携して地方で就労することのメリットを周知するとと

もに、外国人受入環境整備交付金による地方への支援を引き続き推進す

る。

〔法務省〕《施策番号128》

法務省

出入国在留管理庁ホームページに、地方で就労することのメリットに関する資料を掲載するとともに、国内向けのマッチングイベント等の各種取組

を地方公共団体に共有し、制度の周知等に努めている。

今後も出入国在留管理庁ホームページに、地方で就労することのメリットに関する資料を掲載するとともに、各種取組を地方公共団体に共有し、制

度の周知等に努めていく。

外国人受入環境整備交付金を通じて地方公共団体における一元的相談窓口の整備・運営を支援している。

引き続き、外国人受入環境整備交付金を通じて地方公共団体における一元的相談窓口の整備・運営を支援する。

厚生労働省

介護職員の処遇改善については、これまでに実施してきた処遇改善に加えて、「デフレ完全脱却のための総合経済対策」（令和５年11月２日閣議決

定）に基づき、介護職員を対象に、収入を２％程度（月額平均6,000円相当）引き上げるための措置を、令和６年２月から実施し、更なる処遇改善

を行っている。

また、令和６年度の介護報酬改定においては、介護現場で働く方々にとって、令和６年度に2.5％、令和７年度に2.0％のベースアップへとつながる

よう加算率の引上げを行う。

国土交通省

進捗状況について、居住支援法人等が行う居住支援活動に対して支援を実施している。セーフティネット住宅登録制度に基づき登録された住宅

（セーフティネット登録住宅）に対して地方公共団体が行う家賃低廉化・家賃債務保証料等低廉化の支援を実施している。今後の予定については居

住支援活動に対する支援及びセーフティネット登録住宅に対して地方公共団体が行う家賃低廉化・家賃債務保証料等低廉化の支援を引き続き実施す

る。

経済産業省

・中小企業の取引実態等をヒアリングする下請Gメンを、令和４年４月からは120名から248名に倍増。令和５年１月より300名体制へ増強した。

・中小企業が価格交渉・価格転嫁できるよう、「価格交渉促進月間」のフォローアップ調査結果を踏まえ、複数の親事業者に対して、下請振興法に

基づく事業所管大臣による指導・助言を実施した。

下請Ｇメンによるヒアリングに加え、３月と９月の「価格交渉促進月間」とフォローアップ調査、その結果を踏まえた指導・助言の実施をしてい

く。

公正取引委

員会

下請法の厳正な執行に努める等、親事業者（元請）及び下請事業者の取引の適正化に向けた取組を実施している。

引き続き、上記の取組を実施していく。

以下の取組については、必ずしも外国人材を対象にしたものではない

が、その推進を図ることにより、地域への就労促進に資すると考えられ

る。

・　住宅紹介等を行う地方の居住支援法人や家賃低廉化補助等を行う地

方公共団体等の取組に対する地方財政措置を含めた充実した財政支援の

実施

・　元請・下請の取引関係の適正化や介護等公定価格でサービス対価が

決まる分野における処遇改善等の賃金の引上げに関する取組の推進

〔厚生労働省、国土交通省、経済産業省、公正取引委員会〕《施策番号

129》

129



施策

番号
施策内容 担当省庁 「進捗状況」及び「今後の予定」

外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（令和５年度改訂）進捗状況 令和６年３月末時点

法務省

外務省

厚生労働省

経済産業省

国土交通省

農林水産省

文部科学省

【法務省、外務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省、農林水産省、文部科学省】

日本国内での実施のほか、海外試験実施国政府からの要請も踏まえ、分野所管省庁の協力の下、令和４年度末までに試験を実施済みの12か国（フィ

リピン、カンボジア、ネパール、ミャンマー、モンゴル、インドネシア、タイ、ベトナム、スリランカ、インド、ウズベキスタン、バングラデシュ)

において試験を実施した。

「１号特定技能外国人の日本語能力を測る試験等追加のためのガイドライン」を作成し、出入国在留管理庁ホームページで公開している。

また、特定技能試験の受験者の金銭的負担を軽減させるため、試験実施主体に「特定技能試験実施費補助金」を支給し、受験を促進している。

分野所管省庁と連携し、引き続き試験実施国・分野等の拡大を推進する。

今後も分野所管省庁において、新たな日本語試験の活用を検討するとともに、出入国在留管理庁においても、制度所管省庁等と連携の上、検討を進

めていく。

また、引き続き「特定技能試験実施費補助金」の活用を推進していく。

【建設分野】

建設分野においては、複数都市で特定技能評価試験を実施（東京、大阪、愛知、福岡、北海道、広島、宮城、愛媛、熊本）。（【再掲】施策番号

126で記載。）

特定技能１号評価試験の海外試験を11か国で実施。

今後、国内試験、海外試験ともに、需要等を考慮しながら、引き続き実施していく。

【造船・舶用工業分野】

・特定技能２号試験問題（塗装・鉄工）等の作成が完了し、試験実施要領等についての調整を行っており、終了次第試験を実施していく。今後も２

号試験含め海外及び国内で技能試験を実施していく。

【自動車整備分野】

自動車整備分野の国内試験については、全国において試験を実施している。国外試験については、フィリピンで継続実施しているとともに、対象国

を拡大し令和６年５月からベトナムで試験を実施する。

自動車整備分野では、企業等の受入れニーズも踏まえて試験国の拡大を検討していくとともに、国内試験においても、引き続き全国にて実施してい

く。

【航空分野】

令和５年度は、航空分野において東京、大阪以外の地域での特定技能試験（国内）を実施した。

また海外試験においては、実施国（３カ国）及び実施回数を拡大した。

引き続き、地方において技能評価試験を実施するなど、大都市圏等の特定の地域に集中して就労することを防止等するための対策を講ずる。

【宿泊分野】

国内試験については、全国において試験を実施している。国外試験については、インドネシア、ネパール、フィリピン、インドで試験を実施した。

今後については、引き続き、受入れニーズを踏まえ、国内及び海外試験を実施していく。

130

特定技能制度における技能試験及び日本語試験を国内外で円滑に実施す

る観点から、以下の措置を講じる。

・　国内及びＭＯＣ作成国における技能試験及び日本語試験の実施を推

進する。技能試験について、分野所管省庁等と連携の上、海外は、試験

実施国・試験実施回数を拡大、国内は、地方都市での実施・試験実施回

数を拡大していくとともに、日本語試験について、技能試験の実施状況

や人材受入れニーズ等を踏まえて実施を推進する。なお、特定技能外国

人として我が国での就労を希望する者の技能試験及び日本語試験の受験

を促進するための取組を推進する。

・　「日本語教育の参照枠」によって、各試験団体が実施する日本語試

験について共通の指標による評価が可能となったことを踏まえ、出入国

在留管理庁において作成・公開するガイドラインに基づき、必要に応じ

て、分野所管省庁において、新たな日本語試験の活用を検討するととも

に、出入国在留管理庁において、制度所管省庁等と連携の上、１号特定

技能外国人の日本語能力を測る試験としての試験水準や不正防止策など

により、当該試験の適正性を確認するなど適切な検討を行う。

〔法務省、外務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省、農林水産

省、文部科学省〕《施策番号130》



施策

番号
施策内容 担当省庁 「進捗状況」及び「今後の予定」

外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（令和５年度改訂）進捗状況 令和６年３月末時点

農林水産省

農業分野では、国外ではフィリピン、インドネシア、カンボジア、ミャンマー、タイ、ネパール、モンゴル、ウズベキスタン、スリランカ、イン

ド、ベトナムで実施した。また、国内では全国47都道府県約140都市において試験を実施した。

漁業分野において、国外試験は、漁業者等の要望を踏まえ、インドネシアにおける試験実施回数を昨年度の７回から10回に拡大し、実施した。国内

試験については、地方都市を含む試験実施期間を昨年度より拡大し、実施した。

飲食料品製造業・外食業の２分野ともに、国内試験は、全国19都道府県の延べ40都市において試験を実施（【再掲】施策番号126で記載。）。国外

試験は、飲食料品製造業分野において引き続きフィリピン、インドネシアで実施、外食業においては、引き続きカンボジア、タイ、インドネシア、

フィリピン、ネパール、ミャンマー、スリランカで実施。

農業分野では、受入れニーズも踏まえて試験国の拡大を検討していくとともに、国内試験においても、引き続き全国47都道府県約140都市にて実施

していく。

漁業分野では、受入れニーズも踏まえてインドネシア国内の試験実施都市の拡大等を検討していくとともに、国内試験においても、引き続き全国47

都道府県約140都市にて実施していく。

飲食料品製造業・外食業の２分野とも、受入れニーズも踏まえて試験国の拡大を検討していくとともに、国内試験においても、引き続き全国10か所

以上で実施していく。

外務省

国際交流基金日本語基礎テスト（ＪＦＴ－Basic）については、平成31年４月の開始から令和６年３月末までに、モンゴル、インドネシア、カンボ

ジア、フィリピン、ミャンマー、ネパール、タイ、インド、スリランカ、ウズベキスタン、バングラデシュ及び日本国内で実施した（令和６年３月

末時点の受験者数累計は103,183人、合格者数累計は44,060人）。今後も、既実施国に加え、試験実施環境が整った国において順次実施する。

日本語能力試験（ＪＬＰＴ）については、令和５年度は、新型コロナウイルス感染症による影響がなくなり、コロナ禍前とほぼ同じ規模で、７月試

験と12月試験を実施。７月試験は海外54の国・地域、168都市、国内47都道府県で実施し、合計60万2,140人の受験者があった。また、12月試験

は海外84の国・地域、247都市、国内47都道府県で実施し、合計66万3,295人の受験者があった（ＪＬＰＴの国内実施については、公益財団法人日

本国際教育支援協会（ＪＥＥＳ）が所管）。年間受験者数は合計126万5,435人と過去最高を数えており、今後の更なる増加も想定し着実に実施す

る。

なお、ＪＬＰＴの不正対策については、従前より、海外実施については国際交流基金が定める実施要領に基づき、現地試験実施機関が対応を行って

おり、国内実施についてはＪＥＥＳが対応を行っている。

厚生労働省

ビルクリーニング分野においては、令和５年度は３回、計８都道府県において技能試験を実施した。また、要請に基づき述べ４回の出張試験も実施

している。さらに、インドネシアでは３回、カンボジアでは１回、フィリピンでは１回、タイでは２回それぞれ技能試験を実施した（令和５年２月

時点）。今後とも、国内外の試験実施に取り組むこととしている。

130

特定技能制度における技能試験及び日本語試験を国内外で円滑に実施す

る観点から、以下の措置を講じる。

・　国内及びＭＯＣ作成国における技能試験及び日本語試験の実施を推

進する。技能試験について、分野所管省庁等と連携の上、海外は、試験

実施国・試験実施回数を拡大、国内は、地方都市での実施・試験実施回

数を拡大していくとともに、日本語試験について、技能試験の実施状況

や人材受入れニーズ等を踏まえて実施を推進する。なお、特定技能外国

人として我が国での就労を希望する者の技能試験及び日本語試験の受験

を促進するための取組を推進する。

・　「日本語教育の参照枠」によって、各試験団体が実施する日本語試

験について共通の指標による評価が可能となったことを踏まえ、出入国

在留管理庁において作成・公開するガイドラインに基づき、必要に応じ

て、分野所管省庁において、新たな日本語試験の活用を検討するととも

に、出入国在留管理庁において、制度所管省庁等と連携の上、１号特定

技能外国人の日本語能力を測る試験としての試験水準や不正防止策など

により、当該試験の適正性を確認するなど適切な検討を行う。

〔法務省、外務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省、農林水産

省、文部科学省〕《施策番号130》



施策

番号
施策内容 担当省庁 「進捗状況」及び「今後の予定」

外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（令和５年度改訂）進捗状況 令和６年３月末時点

経済産業省

製造業分野の特定技能１号評価試験については、令和５年度は国内10都市（仙台、水戸、東京、浜松、岐阜、名古屋、金沢、大阪、広島、福岡）で

３回ずつ、海外３か国（インドネシア、フィリピン、タイ）で１回ずつ実施した。また、特定技能２号評価試験については、国内10都市（仙台、水

戸、東京、浜松、岐阜、名古屋、金沢、大阪、広島、福岡）で２回ずつ実施した。

131

法務省ホームページにおいて特定技能試験及び日本語試験についての最

新情報を多言語で一元的に提供していく。試験情報に係る関係機関の

ホームページの多言語化を進めるなど、外国人及び受入れ機関の双方が

必要な試験情報にアクセスできるよう周知方法を充実させる。

〔法務省〕《施策番号131》

法務省

出入国在留管理庁ホームページやＸ（旧ツイッター）、フェイスブック及びメール配信サービスを通じて特定技能に係る情報発信・最新情報の掲載

を行った。

特定技能総合支援サイトに、特定技能試験及び日本語試験の開催予定等の情報を多言語で掲載している。

引き続きホームページ等へ掲載を行っていく。

今後も特定技能試験及び日本語試験の開催予定等の情報の周知を図っていく。

法務省

外務省

厚生労働省

【介護分野】

　外国人介護人材の受入れに係る好事例について、介護分野の特定技能協議会において、周知等を行っている。

【ビルクリーニング分野】

　引き続き「ビルクリーニング分野における外国人材受入れ体制適正化調査事業」を実施しており、本事業において、ビルクリーニング分野におけ

る特定技能外国人のキャリアパスの明確化を図る手段等の検討を行うために必要な基礎資料を作成しているところである。

経済産業省
受入れ企業の取組状況を収集し、セミナーやポータルサイト等を通して周知を行っている。引き続き、情報収集の結果を集約・検討し、製造業特定

技能外国人材受入れ協議・連絡会での周知を行う。

【法務省、外務省】

特定技能ＭＯＣ作成国とのオンライン及び対面による協議を開催し、特定技能制度の運用状況等について協議を行う体制を構築した。

今後も、特定技能ＭＯＣ作成国等との情報連携及び協議を着実に進める。

130

特定技能制度における技能試験及び日本語試験を国内外で円滑に実施す

る観点から、以下の措置を講じる。

・　国内及びＭＯＣ作成国における技能試験及び日本語試験の実施を推

進する。技能試験について、分野所管省庁等と連携の上、海外は、試験

実施国・試験実施回数を拡大、国内は、地方都市での実施・試験実施回

数を拡大していくとともに、日本語試験について、技能試験の実施状況

や人材受入れニーズ等を踏まえて実施を推進する。なお、特定技能外国

人として我が国での就労を希望する者の技能試験及び日本語試験の受験

を促進するための取組を推進する。

・　「日本語教育の参照枠」によって、各試験団体が実施する日本語試

験について共通の指標による評価が可能となったことを踏まえ、出入国

在留管理庁において作成・公開するガイドラインに基づき、必要に応じ

て、分野所管省庁において、新たな日本語試験の活用を検討するととも

に、出入国在留管理庁において、制度所管省庁等と連携の上、１号特定

技能外国人の日本語能力を測る試験としての試験水準や不正防止策など

により、当該試験の適正性を確認するなど適切な検討を行う。

〔法務省、外務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省、農林水産

省、文部科学省〕《施策番号130》

適正かつ円滑な送出し及び受入れの確保のため、ＭＯＣ作成国等と定期

又は随時に協議を行うための体制構築を行う。

〔法務省、外務省〕《施策番号132》

日本人との同等報酬を確保しつつ外国人材の技能等を高めることにより

更に報酬が増えていくことを示すことや、帰国後にどのような活躍がで

きるのかなど、分野別の協議会等において、積極的にキャリアパスの明

確化を図る。

〔厚生労働省、経済産業省、国土交通省、農林水産省等関係省庁〕《施

策番号133》【ロードマップ91、92、93、94】

132

133



施策

番号
施策内容 担当省庁 「進捗状況」及び「今後の予定」

外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（令和５年度改訂）進捗状況 令和６年３月末時点

農林水産省

農業分野では優良事例を収集し、令和５年度内に受入れ機関や関係団体等に対して周知した。

漁業分野では、優良な特定技能外国人材の受入れ事例について関係者への情報共有を実施した。

飲食料品製造業・外食業の２分野ともに、日本人と同等報酬等の情報を含む外国人材の受入れの優良事例を調査した。

農業分野における優良事例について、農林水産省ＨＰ等にて周知を行っていく。

漁業分野では、引き続き、外国人材の技能等を高めることにより報酬を増やす取組を行っている受入れ機関等について情報収集し、協議会等におい

て業界団体へ共有していく。

飲食料品製造業・外食業の２分野については、食品産業特定技能協議会の運営委員会、部会にて周知を行っていく。

日本人との同等報酬を確保しつつ外国人材の技能等を高めることにより

更に報酬が増えていくことを示すことや、帰国後にどのような活躍がで

きるのかなど、分野別の協議会等において、積極的にキャリアパスの明

確化を図る。

〔厚生労働省、経済産業省、国土交通省、農林水産省等関係省庁〕《施

策番号133》【ロードマップ91、92、93、94】

【建設分野】

建設分野においては、以下を実施した。

・同等の技能を有する日本人と同等額以上の報酬の支払い等を要件とした国土交通大臣による建設特定技能受入計画の認定制度の適切な実施

・令和５年12月に2023年度「外国人材とつくる建設未来賞」（国土交通大臣表賞）表彰式を開催し、優れた技能を有する外国人技能者のキャリア

パス等をパンフレット等を通じ周知

・外国人技能者から就業先として選ばれる国であり続けるために、外国人技能者の招致・定着に向けた調査を実施

今後も受入計画の認定の適正な運用や表彰等を通じた優良事例の周知を行うとともに、（一社）建設技能人材機構を通じ、特定技能外国人の受入れ

に係る制度の趣旨や優良事例の周知等を実施していく。

【造船・舶用工業分野】

特定技能外国人等の受入れを行っている企業が実施している取組及びキャリアパスの事例を国土交通省のＨＰ等において周知することにより、外国

人材のキャリアパスの明確化を図っている。

今後は造船・舶用工業分野特定技能協議会において、情報収集に努め、特定技能外国人の受入れに係る制度の趣旨や優良事例の周知等を行う。

【自動車整備分野】

外国人材のキャリアパスの明確化を図るため、自動車整備事業者に対し、自動車整備分野特定技能協議会による特定技能外国人の受入れに係る制度

の趣旨の周知等を行っている。

引き続き、自動車整備分野特定技能協議会において、情報収集に努め、特定技能外国人の受入れに係る制度の趣旨や優良事例の周知等を行う。

【航空分野】

令和５年８月にはグランドハンドリングに関する初めて設立された業界団体から、外国人材等に関する情報の周知を図っている。

引き続き、航空分野特定技能協議会において、情報収集に努め、特定技能外国人の受入れに係る制度の趣旨や優良事例の周知等を行う。

【宿泊分野】

宿泊分野においては、外国人材のキャリアパスについて、宿泊事業者及び特定技能外国人材に対するヒアリング等を実施し、報告書にまとめて横展

開を図っている。今後については、引き続き、宿泊事業者及び特定技能外国人材に対するヒアリング等による情報収集、ホームページ等を通じた周

知に努め、キャリアパスの明確化を図る。

国土交通省
133



施策

番号
施策内容 担当省庁 「進捗状況」及び「今後の予定」

外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（令和５年度改訂）進捗状況 令和６年３月末時点

134

建設分野における特定技能外国人の適正就労監理について、「建設キャ

リアアップシステム等を活用して、外国人建設就労者の適正就労等を推

進する」（「マイナンバーカードの普及とマイナンバーの利活用の促進

に関する方針」（令和元年（2019年）６月４日デジタル・ガバメント閣

僚会議決定））との方針に基づき、適切に対応する。

〔国土交通省〕《施策番号134》

国土交通省
令和元年度に特定技能外国人への建設キャリアアップシステム登録義務付けを実施（国土交通省告示第269号）。

令和２年度に元請出力帳票（作業員名簿）へ在留資格の表示欄を設けたことで、システムによる適正就労監理インフラを整備している。

135

介護分野においては、経済連携協定（ＥＰＡ）、技能実習、在留資格

「介護」、特定技能等、様々な受入れ方法があることから、引き続き、

各制度の要件、関係性、キャリアパス等の周知に努めるほか、外国人介

護人材の育成やキャリア支援についての実態を把握し、好事例の周知を

図る。

〔厚生労働省〕《施策番号135》

厚生労働省
令和元年度に「外国人介護職員の受入れと活躍支援に関するガイドブック」を作成し、厚生労働省のホームページで公表し、当該ガイドブックの周

知に努めている。引き続き、「外国人介護職員の受入れと活躍支援に関するガイドブック」の周知に努める。

136

受入れ機関による在留諸申請等が円滑になされるよう、引き続き誤記入

例やよくある疑問点等を的確に把握・分析した上で、申請書の記載例や

留意点をより分かりやすいものに充実させて周知するなど、受入れ機関

や登録支援機関にとって分かりやすい申請手続に努める。

〔法務省〕《施策番号136》

法務省

地方出入国在留管理官署等に寄せられる特定技能に関する問合せの内容等を踏まえ、出入国在留管理庁ホームページにおいて掲載している提出書類

に係る案内の充実・改善を随時行っている。

引き続き、提出書類に係る案内の充実・改善を行うことなどにより、受入れ機関等にとって分かりやすい申請手続に努める。

引き続きホームページ等へ掲載を行っていく。



施策

番号
施策内容 担当省庁 「進捗状況」及び「今後の予定」

外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（令和５年度改訂）進捗状況 令和６年３月末時点

法務省

警察庁

外務省

厚生労働省

経済産業省

国土交通省

農林水産省

【法務省、警察庁、外務省、厚生労働省、経済産業省、農林水産省、国土交通省】

【特定技能制度における分野追加等について】

 特定産業分野の追加等については、業種を所管する省庁から特定技能の対象分野への追加の要望があったことを踏まえ、関係省庁において追加の可

否について検討を行い、令和６年３月29日の閣議にて、新規で「自動車運送業」、「鉄道」、「林業」、「木材産業」の４分野を追加し、既存の

「工業製品製造業分野」、「造船・舶用工業分野」、「飲食料品製造業分野」の３分野に新たな業務を追加等することを決定した。今後は、関係省

庁において、省令等の改正の手続を行うほか、技能試験等の準備を行うこととしている。

特定技能２号の対象分野追加については、令和５年６月９日の閣議にて特定技能１号の12（当時）の特定産業分野のうち、介護分野以外の全ての特

定産業分野において、特定技能２号の受入れを可能とすることが決定され、省令・告示等の改正後、本取扱いを開始した。現在、分野所管省庁にお

いて、出入国在留管理庁が定めた試験方針に基づき、試験問題の作成等、試験実施に向けた準備を進めており、準備が整ったものから順次、試験を

開始している。

建設分野においては、令和６年１月より特定技能2号評価試験を実施。

造船・舶用工業分野においては、特定技能２号試験の円滑な実施に向けて、試験問題等の作成や制度所管省庁、試験実施機関等との調整を適宜進

め、速やかに制度を制定し、試験の早期実施を目指す。

宿泊分野においては、特定技能２号に追加するとともに、特定技能２号試験の円滑な実施に向けて、試験問題等の作成や制度所管省庁、試験実施機

関との必要な調整を進めた。今後については、特定技能１号の在留の上限である５年を迎える１号特定技能外国人がいることを踏まえ、計画的に特

定技能２号試験を実施する。

【技能実習制度及び特定技能制度の在り方について】

技能実習制度及び特定技能制度の在り方については、令和４年（2022年）12月以降、有識者会議が計16回にわたり開催され、令和５年（2023年）

11月30日、議論を取りまとめた最終報告書が提出された。また、令和６年（2024年）２月９日には、「外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚

会議」において、「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議最終報告書を踏まえた政府の対応について」（以下、政府方針）が

決定された。これらの内容を踏まえ、同年３月15日に「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関す

る法律の一部を改正する法律案」を第213回国会に提出したところ。

今後、国会における議論の状況や政府方針の内容等を踏まえ、制度の具体化に向けて更なる検討を進めていく。

137

特定技能制度における新たな分野の追加については、当該分野での人手不足状況が深刻であること、当該分野の

存続・発展のために外国人の受入れが必要であることを前提に、適切な検討を行う。

特定技能２号については、現在、対象となっている建設及び造船・舶用工業の２分野において、特定技能２号試

験についての検討や実施を推進する。また、特定技能１号に係る12の特定産業分野のうち、既に対象となってい

る２分野及び介護分野を除く９分野については、制度所管省庁及び分野所管省庁において、特定技能２号に追加

するとともに、分野所管省庁において、令和６年度（2024年度）以降、特定技能１号の在留の上限である５年を

迎える１号特定技能外国人がいることを踏まえ、計画的に試験等を実施するなどし、同外国人が特定技能２号に

円滑に移行できるよう制度を適切に整備・運用する。

技能実習制度及び特定技能制度は、法律に基づく検討の時期に差し掛かっていることから、「外国人材の受入

れ・共生に関する関係閣僚会議」の下に設置された「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会

議」において、令和４年（2022年）12月から、両制度の在り方について議論が重ねられ、令和５年（2023年）

５月11日、議論を取りまとめた中間報告書が関係閣僚会議に提出された。中間報告書では、深刻な人手不足状況

を踏まえ、外国人との共生を実現する社会の姿を念頭に置き、その人権に配慮しつつ、我が国の産業及び経済並

びに地域社会を共に支える一員として適正な受入れを図ることにより、外国人が能力を最大限に発揮できる多様

性に富んだ活力のある社会を実現するとともに、深刻な人手不足の緩和にも寄与するものとする観点から、両制

度が直面する様々な課題を解決した上で国際的にも理解が得られるものとなるよう検討の方向性が示されてい

る。

両制度の在り方を検討するに当たっては、日本人と外国人が互いに尊重し、安全・安心に暮らせる共生社会の実

現を目指し、両制度を外国人がキャリアアップしつつ国内で就労し活躍できるわかりやすいものとするととも

に、日本が魅力ある働き先として選ばれる国になるという観点に立たなければならない。以上のことから、法務

省及び厚生労働省は、中間報告書を踏まえ、その他の制度所管省庁及び分野所管省庁と連携し、以下のとおり検

討することとし、さらに今後、有識者会議において取りまとめられる予定の最終報告書等も踏まえ、制度の具体

化に向けて取り組む。

・　制度目的と実態を踏まえた制度の在り方について

現行の技能実習制度を実態に即して発展的に解消して人材確保と人材育成を目的とした新たな制度を創設すると

ともに、特定技能制度は、深刻な人手不足に対応するため、制度を見直して適正化を図った上で新たな制度との

調和を図りつつ、引き続き活用していく方向で検討する。

・　外国人が成長しつつ、中長期的に活躍できる制度（キャリアパス）の構築（両制度の対象職種の在り方を含

む。）について

外国人がキャリアアップしつつ国内で就労し活躍できるわかりやすい制度とする観点から、新たな制度から特定

技能制度への移行が円滑なものとなるよう、その対象職種や分野を一致させる方向で検討する。

・　受入れ見込数の設定等の在り方（特定技能制度における現行の取扱いを含む。）について

新たな制度と特定技能制度において、生産性向上や国内人材確保のための取組状況の確認、受入れ見込数の設

定、対象分野の設定等の在り方は、例えば労使団体などの様々な関係者の意見やエビデンスを踏まえつつ判断が

される仕組みとするなど透明性や予見可能性を高める方向で検討する。

・　転籍の在り方について

新たな制度においては、人材育成に由来する転籍制限は残しつつも、制度目的に人材確保を位置付けることか

ら、制度趣旨及び対象となる外国人の保護を図る観点に立って、従来よりも転籍制限を緩和する方向で検討す

る。その際、受入れ企業等における人材育成に要する期間、来日時のコストや人材育成に掛かるコスト等の様々

な観点に留意する。

・　管理監督や支援体制の在り方について

人権侵害等を防止・是正できない監理団体や外国人に対する支援を適切に行えない登録支援機関は厳しく適正化

又は排除し、優良な団体等のみが認められるようにするため、その要件の厳格化などにより適正化を図る。そう

した要件は、新規の団体等の審査にも適用する。また、優良な団体等にはインセンティブを与える方向で検討す

る。

外国人技能実習機構は、その役割に応じた体制を整備した上で引き続き活用する方向で検討する。

過大な手数料の徴収の防止や悪質な送出機関の排除や送出機関の適正化に向けて、新たな制度においても、相手

国との間で実効的な二国間取決め（ＭＯＣ）を作成するなど、外国人材の適正な受入れに関する国際的な取組を

強化する方向で検討する。

・　外国人の日本語能力の向上に向けた取組について

就労開始前の日本語能力の担保方策及び来日後に日本語能力が段階的に向上する仕組みを設ける方向で検討す

る。

〔法務省、警察庁、外務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省、農林水産省〕《施策番号137》



施策

番号
施策内容 担当省庁 「進捗状況」及び「今後の予定」

外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（令和５年度改訂）進捗状況 令和６年３月末時点

外務省

「外国人の日本語能力の向上に向けた取組」

 育成就労制度において必要となる日本語能力の水準を備えていることを来日前に判定する新たな試験を、同制度の運用開始に合わせて開発、実施す

る。併せて、日本語専門家等の派遣、現地日本語教育への支援、現地海外日本語教師の訪日研修等を通じて、来日前の日本語学習環境を整備する。

138

特定技能外国人等受入（予定）施設等に対して、特定技能外国人等が介

護現場で日本人職員や利用者と円滑にコミュニケーションを図るために

必要な取組や介護福祉士資格を取得するために必要な学習支援に関する

取組等について、必要な経費の助成を可能とする。

〔厚生労働省〕《施策番号138》

厚生労働省

令和２年度から、地域医療介護総合確保基金のメニューとして、都道府県が外国人介護人材とのコミュニケーション支援や介護福祉士の資格取得を

目指す外国人介護人材への学習支援等を実施する外国人介護人材受入施設等に対し、必要な経費を助成するための事業を創設し、必要な支援を行っ

ている。引き続き、外国人介護人材の受入環境の整備に向けて、必要な事業の実施に努める。

139

ＯＤＡにより実施している開発途上国での技能人材・ビジネス人材の育

成や日本語教育に係る技術協力やボランティア事業等を通じ、送出機関

や現地の教育機関等への支援、日本の資格認定制度や地方の人材ニーズ

を念頭においた人材育成支援を実施する。加えて、特定技能及び技能実

習等の制度に関する情報提供や日本での専門技術の向上・キャリア形成

等魅力発信の支援を実施する。

〔外務省〕《施策番号139》

外務省

・令和５年度も引き続き各国の日本人材開発センター（通称：日本センター）において、日本での就労に関心を持つ方々への日本での生活やビジネ

ス環境に関する正しい情報を提供し、就労に向けた準備を支援する取組を継続中である。2023年６月にカンボジア日本センターは横浜市と連携して

ジョブフェアを開催し、同年12月にはキルギス、モンゴル、カザフスタンの日本センターが合同で日本で働きたい各国の人材向けに日本政府機関、

地方自治体の取組を紹介する「日本での高度人材就職セミナー」を実施した。カンボジア、モンゴル、キルギスの日本センターにおいては日本就労

に向けた来日前研修を実施中である。

・ウズベキスタン、スリランカ等においても産業人材育成および適正な労働者送出促進にかかる技術協力を実施・準備中である。

法務省
国内外の外国人に向け、特定技能総合支援サイトにて13言語で制度の周知を図っている。

今後も特定技能総合支援サイトにおいて特定技能制度に関する周知を図っていく。

外務省

・二国間協力覚書を作成済みの国（キルギスを除く）の現地公用語の字幕を付した多言語による制度広報動画を追加制作し、外務省の特定技能広報

用多言語対応特設ウェブサイト及び動画共有サービスの外務省チャンネルにて公開するとともに、対象国ごとのＳＮＳ広告による潜在的な制度利用

関心層へのピンポイントでの周知を目的としての広報事業を実施している。

・今後も上記多言語対応特設ウェブサイトにおいて特定技能制度に関する周知を図っていく。

厚生労働省 特定技能総合支援サイトにて13言語で制度の周知を図っている。今後も特定技能総合支援サイトにおいて特定技能制度に関する周知を図っていく。

140

特定技能制度の円滑な運用のため、人材受入れのニーズの高い国の言語

による広報動画及びパンフレットの作成等を行い、送出国の政府及び関

係機関、本件制度利用希望者に対し、正確かつ効果的な広報を行う。

〔法務省、外務省、厚生労働省〕《施策番号140》

137

特定技能制度における新たな分野の追加については、当該分野での人手不足状況が深刻であること、当該分野の

存続・発展のために外国人の受入れが必要であることを前提に、適切な検討を行う。

特定技能２号については、現在、対象となっている建設及び造船・舶用工業の２分野において、特定技能２号試

験についての検討や実施を推進する。また、特定技能１号に係る12の特定産業分野のうち、既に対象となってい

る２分野及び介護分野を除く９分野については、制度所管省庁及び分野所管省庁において、特定技能２号に追加

するとともに、分野所管省庁において、令和６年度（2024年度）以降、特定技能１号の在留の上限である５年を

迎える１号特定技能外国人がいることを踏まえ、計画的に試験等を実施するなどし、同外国人が特定技能２号に

円滑に移行できるよう制度を適切に整備・運用する。

技能実習制度及び特定技能制度は、法律に基づく検討の時期に差し掛かっていることから、「外国人材の受入

れ・共生に関する関係閣僚会議」の下に設置された「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会

議」において、令和４年（2022年）12月から、両制度の在り方について議論が重ねられ、令和５年（2023年）

５月11日、議論を取りまとめた中間報告書が関係閣僚会議に提出された。中間報告書では、深刻な人手不足状況

を踏まえ、外国人との共生を実現する社会の姿を念頭に置き、その人権に配慮しつつ、我が国の産業及び経済並

びに地域社会を共に支える一員として適正な受入れを図ることにより、外国人が能力を最大限に発揮できる多様

性に富んだ活力のある社会を実現するとともに、深刻な人手不足の緩和にも寄与するものとする観点から、両制

度が直面する様々な課題を解決した上で国際的にも理解が得られるものとなるよう検討の方向性が示されてい

る。

両制度の在り方を検討するに当たっては、日本人と外国人が互いに尊重し、安全・安心に暮らせる共生社会の実

現を目指し、両制度を外国人がキャリアアップしつつ国内で就労し活躍できるわかりやすいものとするととも

に、日本が魅力ある働き先として選ばれる国になるという観点に立たなければならない。以上のことから、法務

省及び厚生労働省は、中間報告書を踏まえ、その他の制度所管省庁及び分野所管省庁と連携し、以下のとおり検

討することとし、さらに今後、有識者会議において取りまとめられる予定の最終報告書等も踏まえ、制度の具体

化に向けて取り組む。

・　制度目的と実態を踏まえた制度の在り方について

現行の技能実習制度を実態に即して発展的に解消して人材確保と人材育成を目的とした新たな制度を創設すると

ともに、特定技能制度は、深刻な人手不足に対応するため、制度を見直して適正化を図った上で新たな制度との

調和を図りつつ、引き続き活用していく方向で検討する。

・　外国人が成長しつつ、中長期的に活躍できる制度（キャリアパス）の構築（両制度の対象職種の在り方を含

む。）について

外国人がキャリアアップしつつ国内で就労し活躍できるわかりやすい制度とする観点から、新たな制度から特定

技能制度への移行が円滑なものとなるよう、その対象職種や分野を一致させる方向で検討する。

・　受入れ見込数の設定等の在り方（特定技能制度における現行の取扱いを含む。）について

新たな制度と特定技能制度において、生産性向上や国内人材確保のための取組状況の確認、受入れ見込数の設

定、対象分野の設定等の在り方は、例えば労使団体などの様々な関係者の意見やエビデンスを踏まえつつ判断が

される仕組みとするなど透明性や予見可能性を高める方向で検討する。

・　転籍の在り方について

新たな制度においては、人材育成に由来する転籍制限は残しつつも、制度目的に人材確保を位置付けることか

ら、制度趣旨及び対象となる外国人の保護を図る観点に立って、従来よりも転籍制限を緩和する方向で検討す

る。その際、受入れ企業等における人材育成に要する期間、来日時のコストや人材育成に掛かるコスト等の様々

な観点に留意する。

・　管理監督や支援体制の在り方について

人権侵害等を防止・是正できない監理団体や外国人に対する支援を適切に行えない登録支援機関は厳しく適正化

又は排除し、優良な団体等のみが認められるようにするため、その要件の厳格化などにより適正化を図る。そう

した要件は、新規の団体等の審査にも適用する。また、優良な団体等にはインセンティブを与える方向で検討す

る。

外国人技能実習機構は、その役割に応じた体制を整備した上で引き続き活用する方向で検討する。

過大な手数料の徴収の防止や悪質な送出機関の排除や送出機関の適正化に向けて、新たな制度においても、相手

国との間で実効的な二国間取決め（ＭＯＣ）を作成するなど、外国人材の適正な受入れに関する国際的な取組を

強化する方向で検討する。

・　外国人の日本語能力の向上に向けた取組について

就労開始前の日本語能力の担保方策及び来日後に日本語能力が段階的に向上する仕組みを設ける方向で検討す

る。

〔法務省、警察庁、外務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省、農林水産省〕《施策番号137》



施策

番号
施策内容 担当省庁 「進捗状況」及び「今後の予定」

外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（令和５年度改訂）進捗状況 令和６年３月末時点

法務省

外務省

法務省

厚生労働省

外務省

【法務省、外務省】

出入国在留管理庁において、特定技能制度活用促進策として、特定技能総合支援サイトの運営のほか、外務省を通じて在外公館との広報面での連携

を図りつつ、オンラインによる海外説明会や、オンライン及び対面による国内向けマッチングイベントを行っている。

今後も各事業を適切に運用していくほか、特定技能総合支援サイトにおいて特定技能制度に関する周知を図っていく。

【法務省、厚生労働省、外務省】

令和６年１月にネパールと二国間取決めを作成し、現時点で15か国と二国間取決めの作成を行っている。

また、東ティモールとの間の二国間取決めについては、可能な限り早期の作成を目指して、鋭意協議を進めている。

その他の中国を含めた二国間取決めの作成に至っていない送出国については、技能実習制度の見直しの状況も踏まえつつ、協議を進める予定であ

る。

142

141

就労を希望する外国人や外国人の雇用を希望する企業に対して、効果的

に特定技能制度を周知する観点から、在外公館と連携しつつ、海外（地

方都市を含む。）において、外国人本人や送出機関等を対象に特定技能

制度に係る説明会を分野所管省庁とともに実施する。

〔法務省、外務省〕《施策番号141》

技能実習の在留資格について、不適切な送出機関の関与の排除等を目的

とした二国間取決めの作成に至っていない中国等の送出国について、引

き続き協議を進め早期の作成に努める。

〔法務省、厚生労働省、外務省〕《施策番号142》



施策

番号
施策内容 担当省庁 「進捗状況」及び「今後の予定」

外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（令和５年度改訂）進捗状況 令和６年３月末時点

外務省

法務省

厚生労働省

警察庁

外務省

法務省に対して在留資格認定証明書交付等の機会に把握される外国の悪質な仲介業者関連の情報提供を依頼しており、当該提供がなされた場合に

は、当該国政府に通知、必要に応じた申入れを実施することとしている。

法務省からの情報提供がなされた場合には、当該国政府に通知、必要に応じた申入れを実施する。

法務省

悪質な仲介事業者（ブローカー）を排除し、適切な外国人の受入れがなされるよう、当該事業者の情報を把握するため、令和３年３月10日に特定活

動等に係る在留資格認定証明書交付申請書において新たに仲介事業者欄を設けるとともに、留学に係る在留資格認定証明書交付申請書において日本

語教育機関のみならず、全ての教育機関への留学予定者に対して仲介事業者を把握する記載に修正するといった入管法施行規則の一部を改正する省

令を施行しており、改正した申請書の情報を活用し、悪質な仲介事業者の情報把握に努めている。

引き続き、申請書の情報を活用し、悪質な仲介事業者の情報把握に努めるとともに、引き続き、関係省庁と連携し、適切に対応していく。

厚生労働省 関係省庁との連携体制を構築している。引き続き、関係省庁と連携し、適切に対応する。

文部科学省 関係省庁と連携して国内外の悪質な事業者等に関する情報共有を行っている。

【外務省、法務省、厚生労働省、警察庁】

特定技能ＭＯＣに基づき、保証金の徴収や違約金の設定などを行っている疑いのある仲介事業者等を把握した際には、相手国政府との間で問題解決

のために必要・有益な情報を共有している。

また、特定技能制度の運用状況等について、オンライン及び対面による協議を行うなど、特定技能ＭＯＣ作成国との間で着実に情報連携及び協議を

進めている。

さらに、キルギスとの交渉に取り組み、令和５年７月に、特定技能ＭＯＣを作成するとともに、パキスタンとの間で、双方の約束事項の追加に係る

書簡を交換した。

今後も、諸問題を把握した際には、遅滞なく送出国に対して通報するとともに、特定技能ＭＯＣ作成国との情報連携及び協議を着実に進める。

特定技能ＭＯＣの作成に至っていない交渉中の国については、署名に向けて、引き続き交渉を進める。

143

144

技能実習及び特定技能以外の在留資格に基づく外国人の受入れについて

も、政府間文書を作成した国との間では、相手国において悪質な仲介事

業者等に対して厳正な対処がなされるよう、相手国政府への積極的な申

入れや平素からの情報交換等を行うほか、文書の作成に至っていない国

との間では、必要に応じてその作成に努める。

〔外務省、法務省、厚生労働省、文部科学省〕《施策番号144》

「特定技能」の在留資格について、悪質な仲介事業者の排除を目的と

し、情報共有の枠組みの構築を内容とする二国間取決めのための政府間

文書を作成した国について、制度の運用状況等を踏まえ、当該国との情

報連携及び協議を着実に進めるとともに、必要に応じ、政府間文書の内

容の見直しを行う。また、かかる政府間文書の作成に至っていない国で

あって送出しが想定されるものとの間では、同様の政府間文書の作成に

向けた交渉を引き続き進める。

〔外務省、法務省、厚生労働省、警察庁〕《施策番号143》



施策

番号
施策内容 担当省庁 「進捗状況」及び「今後の予定」

外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（令和５年度改訂）進捗状況 令和６年３月末時点

法務省

在留資格「留学」に係る在留資格認定証明書交付申請書（所属機関等作成用２）の「９　仲介業者又は仲介者」欄の記載を基に、仲介業者等の把握

に努めている。

引き続き、不法残留者等を多数発生させている悪質な仲介業者等の把握に努めるとともに、外国政府との情報連携の仕組みの構築に向けた取組や、

悪質な仲介業者等を利用している場合の在留資格認定証明書交付申請に係る審査の厳格化について検討を行う。

外務省

法務省に対して在留資格認定証明書交付等の機会に把握される外国の悪質な仲介業者関連の情報提供を依頼しており、当該提供がなされた場合に

は、当該国政府に通知、必要に応じた申入れを実施することとしている。

法務省からの情報提供がなされた場合には、当該国政府に通知、必要に応じた申入れを実施する。

法務省

警察庁

厚生労働省

【法務省、警察庁、厚生労働省】

【技能実習制度における取組】

技能実習制度においては、外国人技能実習機構と都道府県警察及び地方出入国在留管理局の間で相互通報制度を構築し、必要な情報共有を行ってい

る。また、外務省と連携し、国内外の悪質な仲介事業者等の情報を、送出国政府からの情報提供等により把握した場合は、外国人技能実習機構に提

供している。

引き続き、各種規定を適正かつ円滑に運用するとともに、情報連携の枠組みを活用し、相手国政府や関係省庁と連携して悪質な仲介事業者等の排除

に努めていく。

【法務省、警察庁】

【特定技能制度における取組】

特定技能制度においては、平成31年３月15日に公布された「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令」及び「特定技能雇

用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令」において、特定技能外国人等に対し保証金等の不当な金銭の徴収が行われていない

ことを受入れ要件として規定した上で、同月20日に法務省ホームページで公表した「１号特定技能外国人支援に関する運用要領」において、特定技

能所属機関又は契約により支援の委託を受けた登録支援機関が行うべき支援として、１号特定技能外国人に対し、保証金等の徴収は法令違反である

旨の案内を入国前の事前ガイダンスとして行うよう明記している。また、地方出入国在留管理官署では、在留資格認定証明書交付申請時の審査にお

いて、保証金及び高額な手数料等が徴収されていないことを厳格に確認するとともに、在留諸申請時に判明した職業安定法違反の疑いが認められる

事案について、令和５年２月28日に厚生労働省との間で情報連携を行う枠組を構築した。

引き続き、各種規定を適正かつ円滑に運用していくとともに、関係省庁と連携して悪質な仲介事業者等の排除に努める。

145

法務省、厚生労働省、警察、文部科学省及び外務省は、必要に応じ、技

能実習生・特定技能外国人等からの聴取、関係団体からの報告、実習実

施者・受入れ機関等に対する立入検査、送出国政府からの情報提供等を

通じて国内外の悪質な仲介事業者等の存在を把握したときは、その情報

を相互に提供するとともに、外国人技能実習機構に提供する。

〔法務省、厚生労働省、警察庁、文部科学省、外務省〕《施策番号146》

146

留学生について、国内外の悪質な仲介事業者等を排除するため、我が国

において把握した外国の悪質な仲介事業者等を当該国の政府に通知する

とともに、外国政府において帰国した学生等から悪質な日本語教育機関

の存在を把握した場合には我が国においてその通知を受ける仕組みの構

築に向けた取組等を進める。加えて、不法滞在者や資格外活動違反者等

が多く利用していた仲介事業者を利用している場合は、在留資格認定証

明書交付申請における審査に当たり、日本語能力や経費支弁能力等に係

る書類の提出を求めるほか、必要に応じて高校卒業事実の確認のため、

関係国の協力を得て、卒業証明書に公的機関の認証を求めるなど、審査

の厳格化を検討する。また、我が国において把握した外国の悪質な仲介

事業者を当該国の政府に通知し、必要に応じ当該事業者への対応がなさ

れるよう申入れを行う。

〔法務省、外務省〕《施策番号145》



施策

番号
施策内容 担当省庁 「進捗状況」及び「今後の予定」

外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（令和５年度改訂）進捗状況 令和６年３月末時点

文部科学省
関係省庁と連携して国内外の悪質な事業者等に関する情報共有を行っている。

（【再掲】施策番号144で記載。）

外務省
在外公館が入手した悪質な仲介事業者に関する情報等を関係省庁及び外国人技能実習機構に提供している。

引き続き、関連情報を得た場合には、関係省庁及び外国人技能実習機構に情報を提供する。

外務省
悪質な仲介業者等の情報を入手した場合には、在外公館を通じて相手国政府に対して情報提供を行い、対応の申し入れを行うこととしている。

引き続き、必要に応じて相手国への申入れや情報交換を行う。

法務省

厚生労働省

警察庁

【法務省、厚生労働省、警察庁】

技能実習制度においては、これまでに相手国政府に対して、二国間取決めに基づき、不適切な行為の疑いのある送出機関について通報し、厳正な処

分を申し入れ、送出国により認定送出機関からの除外などの対応が取られている。また、相手国から監理団体等の不適切な行為について通報を受け

た場合には、監理団体等の審査や実地検査に役立てている。また、外国人技能実習機構において実地検査等の取組を継続して行っており、検査の結

果、重大・悪質な違反が認められた場合は、主務省庁において監理団体に対する行政処分等を行うなど厳正に対処している。

【法務省、警察庁】

留学生の受入れに当たり、外国政府との情報共有の枠組みの構築を目的とする二国間取決めが作成された場合は、当該取決めに基づき、悪質な仲介

事業者等に関する情報共有を行っている。

特定技能制度においては、平成31年３月15日に公布された「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令」及び「特定技能雇

用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令」において、特定技能外国人等に対し保証金等の不当な金銭の徴収が行われていない

ことを受入れ要件として規定した上で、同月20日に法務省ホームページで公表した「１号特定技能外国人支援に関する運用要領」において、特定技

能所属機関又は契約により支援の委託を受けた登録支援機関が行うべき支援として、１号特定技能外国人に対し、保証金等の徴収は法令違反である

旨の案内を入国前の事前ガイダンスとして行うよう明記している。また、地方出入国在留管理官署では、在留資格認定証明書交付申請時の審査にお

いて、保証金及び高額な手数料等が徴収されていないことを厳格に確認するとともに、在留諸申請時に判明した職業安定法違反の疑いが認められる

事案について、令和５年２月28日に厚生労働省との間で情報連携を行う枠組を構築した。

【法務省、厚生労働省、警察庁】

引き続き、二国間取決めの枠組みを通じ、不適正な送出機関の通報を行い、相手国政府による厳正な対応を求めていく。

また、各種規定に基づき、引き続き国内外の悪質な仲介事業者等の排除に努め、適正かつ円滑な運用を行っていく。

147

法務省、厚生労働省、警察、文部科学省及び外務省は、必要に応じ、技

能実習生・特定技能外国人等からの聴取、関係団体からの報告、実習実

施者・受入れ機関等に対する立入検査、送出国政府からの情報提供等を

通じて国内外の悪質な仲介事業者等の存在を把握したときは、その情報

を相互に提供するとともに、外国人技能実習機構に提供する。

〔法務省、厚生労働省、警察庁、文部科学省、外務省〕《施策番号146》

146

法務省、厚生労働省、警察、文部科学省、外務省及び外国人技能実習機

構は、技能実習生、特定技能外国人、留学生等の受入れに係る外国の悪

質な仲介事業者等に関する情報を把握したときは、必要に応じ、当該国

の政府に対し、その情報を提供し、当該仲介事業者等に対し厳正な処分

がなされるべきことについて申入れ等を行うとともに、その情報を相互

に提供する。

法務省、厚生労働省及び外務省は、国内外の悪質な仲介事業者等に関す

る情報提供を得たときは、当該仲介事業者等を排除するため、当該情報

を所管法令に基づく調査や査証審査に活用する。また、法務省及び厚生

労働省において、技能実習生については関係する監理団体等に対し、特

定技能外国人等については国内にいる当該仲介事業者等又はその関係者

に対し、それぞれ、悪質な場合は法令に基づいて適正に行政処分を行

う。さらに、必要に応じ、捜査機関において犯罪捜査を行うなど適切に

対処するとともに、これらの取組の状況等を白書等により定期的に公表

する。

〔外務省、法務省、厚生労働省、警察庁、文部科学省〕《施策番号147》



施策

番号
施策内容 担当省庁 「進捗状況」及び「今後の予定」

外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（令和５年度改訂）進捗状況 令和６年３月末時点

文部科学省
関係省庁と連携して国内外の悪質な事業者等に関する情報共有を行っている。

（【再掲】施策番号144で記載。）

148

外国人材の円滑かつ適正な受入れの促進に向けた取組や外国人との共生

社会の実現のための受入れ環境整備等に関して情報共有・意見交換をす

るため、国際会議を開催するなど、関係国等との情報交換の枠組みを構

築し、連携強化を図る。

〔法務省〕《施策番号148》

法務省

関係各国・地域の入管等関連当局が一堂に会して出入国在留管理上のベストプラクティスや直面する課題に係る情報共有・意見交換・協力関係構築

を行うため、令和４年度に引き続き、令和５年12月に第３回東京イミグレーション・フォーラムを東京で開催した。また、関係国等との連携強化を

図るため、二国間等での情報共有・意見交換を実施した。

令和６年度にも開催される予定の第４回東京イミグレーション・フォーラムのほか、引き続き、二国間での情報共有・意見交換により関係国等との

連携強化を進める。

149

技能実習生・特定技能外国人等の入国前に、在留資格認定証明書につい

て厳格な審査を実施し、悪質な仲介事業者等の関与が認められた場合に

は当該技能実習生・特定技能外国人等の入国を許可しないなどの措置を

講ずる。

〔法務省〕《施策番号149》

法務省

在留資格「技能実習」に係る在留資格認定証明書交付申請の審査においては、悪質な仲介事業者等の関与が認められた場合には、外国人技能実習機

構とも情報共有しつつ、厳格な審査を実施している。

各種規定に基づき、外国人技能実習機構とも連携して、引き続き国内外の悪質な仲介事業者等の排除に努め、適正かつ円滑な制度の運用を行ってい

く。

150

職業紹介事業者がその職業紹介により就職した外国人に対して早期の転

職を勧奨する等の不適切な行為を防止するため、職業安定法（昭和22年

法律第141号）に基づく指針の周知・啓発を行うとともに、違反が認めら

れた場合には厳正に指導する。

〔厚生労働省〕《施策番号150》

厚生労働省

職業安定法に基づく指針において、職業紹介事業者は自らの紹介により就職した者に対し、就職した日から２年間転職の勧奨を行ってはならないこ

と等を定め、周知啓発を行っており、それらに違反が認められた場合には厳正に指導を行うこととしている。引き続き、違反が認められた場合には

厳正に指導を行う等、適切に対応する。

147

法務省、厚生労働省、警察、文部科学省、外務省及び外国人技能実習機

構は、技能実習生、特定技能外国人、留学生等の受入れに係る外国の悪

質な仲介事業者等に関する情報を把握したときは、必要に応じ、当該国

の政府に対し、その情報を提供し、当該仲介事業者等に対し厳正な処分

がなされるべきことについて申入れ等を行うとともに、その情報を相互

に提供する。

法務省、厚生労働省及び外務省は、国内外の悪質な仲介事業者等に関す

る情報提供を得たときは、当該仲介事業者等を排除するため、当該情報

を所管法令に基づく調査や査証審査に活用する。また、法務省及び厚生

労働省において、技能実習生については関係する監理団体等に対し、特

定技能外国人等については国内にいる当該仲介事業者等又はその関係者

に対し、それぞれ、悪質な場合は法令に基づいて適正に行政処分を行

う。さらに、必要に応じ、捜査機関において犯罪捜査を行うなど適切に

対処するとともに、これらの取組の状況等を白書等により定期的に公表

する。

〔外務省、法務省、厚生労働省、警察庁、文部科学省〕《施策番号147》



施策

番号
施策内容 担当省庁 「進捗状況」及び「今後の予定」

外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（令和５年度改訂）進捗状況 令和６年３月末時点

151

在留外国人の５割以上が開発途上国出身者であることを踏まえ、開発途

上国における労働政策を所掌する府省等に対する技術協力や送出国の法

令調査その他の実態把握等を通じて、開発途上国の関係機関と日本側関

係省庁、地方公共団体、関係団体等との連携強化、開発途上国の送出機

関の監督能力向上及び就労希望者を含む各関係者の情報アクセス向上を

図り、法令に基づく適切な受入れ手続を促進する。また、送出国側の情

報提供体制強化や人材育成・能力強化支援、帰国者のキャリア開発・起

業に係る支援等、来日前から帰国後それぞれの段階において外国人労働

者への支援を行う。こうした技術協力等を通じて得た知見やネットワー

クを活用し、地方公共団体や関係団体等が日本国内において進める取組

の側面支援を行う。

〔外務省〕《施策番号151》

外務省

・ベトナムではブローカーを介さず、求職者が直接求人情報や送出機関情報にアクセスができる求人情報システム構築に関する技術協力、およびＩ

ＬＯと共に技能実習生の手数料負担軽減を目指す取組を実施中である。

・ネパールにおいて帰国後のキャリア開発や起業のための関連する情報へのアクセス向上やメンターシップ等を提供する技術協力を実施中である。

・インドネシアから日本への労働者送出促進に向け、国内外の関係機関との連携強化、日本語教育や技能訓練、複数分野での技術協力・調査等にか

かる調整を行うことを目的として専門家を派遣中。協力プログラム全体の実施促進・調整を行うものとし、活動の一つとして2023年11月にインド

ネシアにて人材フォーラムを実施した。日本から９つの省庁・政府機関と17の民間機関、インドネシア側から12の省庁・政府機関と38の民間機

関、国際機関からＩＬＯ、総勢約230名が参加した。今後、インドネシアに加え、インドでも日本への労働者送出しの促進を目的として、関係機関

への助言や今後の具体的協力のための情報整理・分析・提言を行うための個別専門家を派遣予定である。

・開発途上国において移住労働者の送出、帰国後の就労支援等を担当する機関の職員を対象とした課題別研修を実施し、2023年４月実施分では５カ

国８名、2023年12月実施分では４カ国９名が参加した。行政機関、教育機関、ＮＰＯ法人関係者による講義、および民間企業の視察等を通じて、

送出国のみならず、受入国としての日本が相互に学び合える研修となった。今年度は、新たに「ビジネスと人権」コースも開設され、引き続き課題

別研修を通じた送出国政府の能力強化に取り組む予定。

・「責任ある外国人労働者受入れプラットフォーム（JP-MIRAI）」で運用するポータルサイトのコンテンツ充実化、国別特設ページの開設等国内外

での情報発信を強化し、引き続き適切な外国人材受入れの取組を促進していく。

外務省

・「社会経済開発のための日系社会・日系校の連携強化国際セミナー」第１回セミナーが開催され、ブラジル、ボリビア、パラグアイ、メキシコ、

ドミニカ共和国、アルゼンチン、キューバ、ウルグアイ、コロンビア、ペルーから日本語教育に携わる13名の研修員が参加し、各国で抱える課題へ

の新たな取組の推進を図るため、研修参加者のプレゼンや模擬授業の実施を通じて所属元における日本語教育の取組が研修参加者間で共有された。

・日系社会研修（多文化共生推進／日系協力型）、通称「日系サポーター」は、日本語学習等への支援にかかる研修５件（５名）を実施した。ま

た、2024年度の日系サポーター採択案件14件（定員21名）のうち12件（定員19名）が日本語学習等への支援にかかる研修で、５月から順次来日

し、研修を実施する予定である。

・今後も、「日系四世の更なる受入制度」の制度改正も踏まえつつ、上記支援活動や日系社会研修等を通じた日系社会および日系人の連携促進を支

援する。

法務省 令和５年12月28日に特定活動告示43号に係る告示及び指針を改正し、要件の一部を緩和したことから、今後の利用状況について注視していく。

国際協力機構（ＪＩＣＡ）が実施する日系社会に対する日本語等のカリ

キュラムやテストの作成、講師派遣等の支援により、「日系四世受入れ

制度」の活用や留学生、日系社会研修（多文化共生推進／日系協力型）

などの研修生等の受入れを促進し、来日した日系人が日本社会に受け入

れられやすくするとともに、帰国後の日系人と日本との連携を強化す

る。

〔外務省、法務省〕《施策番号152》

152



施策

番号
施策内容 担当省庁 「進捗状況」及び「今後の予定」

外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（令和５年度改訂）進捗状況 令和６年３月末時点

154

政府における外国人に関する共生施策について、外国人や国民の理解を

得ながら、既存施策の改善や新たな施策の企画・立案を行っていくた

め、共生施策の実施状況を白書として取りまとめ、公表する。

〔法務省〕《施策番号154》【ロードマップ68（再掲：77）】

法務省

令和５年度においては、「検討結果を踏まえ、白書を作成・公表」とされているところ、前年度の検討結果を踏まえ、より多くの国民や在留外国人

等に、共生施策を手軽に認知してもらえるよう、実施状況の取りまとめ方法について検討を行った。令和５年度に日本語版と英語版の初号を発刊し

たところ、冊子の内容や周知方法等に係る効果検証を行いながら、引き続き、外国人に関する共生施策の実施状況の取りまとめ・公表を行う。

155

法務省の人権擁護機関において、外国人を含む全ての人が互いの人権を

大切にし、支え合う共生社会の実現を図るため、各種人権啓発活動を実

施する。

〔法務省〕《施策番号155》【ロードマップ69】

法務省

地方公共団体に委託して実施している人権啓発活動地方委託事業により、「外国人の人権」をテーマの一つとした講演会やミニフェスティバルの開

催等の人権啓発活動を行った。

また、地方公共団体の人権啓発に携わる職員向けに開催する研修において、「外国人の人権について」をテーマとする講義を実施した。

今後も、これらの取組を引き続き実施する。

法務省

外国人との共生社会の実現に向けた意識の醸成・理解を促進するために、毎年１月を「ライフ・イン・ハーモニー推進月間」と定め、当該月間の認

知度を向上させる広報・周知の取組を実施した。具体的には、令和６年１月に、中央イベントとして外国人との共生社会の実現をテーマとした

「オール・トゥギャザー・フェスティバル」を開催し、また、全国の小中高生等を対象とした出前講座を行うなどの啓発活動を実施した。

令和６年度においては、令和５年度の実施結果を踏まえ、これらの啓発活動について、より効果的な方策を検討し、実施する。

他機関が開催した研修・講演でＦＲＥＳＣに関する広報活動を計15回（前年同期８回）行ったほか、令和５年10月に「大新宿区まつり協賛四谷大好

き祭り2023inコモレ四谷」（以下、「四谷大好き祭り」という。）に参加し、外国人在留支援センター（ＦＲＥＳＣ/フレスク）の取組について広

報・周知活動を行うとともに、同センター内においても四谷大好き祭りの広報・周知を行った。

今年度の活動結果を踏まえ、各地の外国人在留支援に関係する機関が実施するイベントのうち、ＦＲＥＳＣの取組に関する広報活動が可能なものに

ついて、当該イベントにおける広報・周知の方法・内容及び当該イベントのＦＲＥＳＣにおける効果的な周知方法等について検討する。

「グローバルフェスタ2024」等の関係機関のイベントや各種国際交流イベントに出展し、来場者に対してＦＲＥＳＣに関する周知・広報活動を行っ

た。また、こども向けに出入国在留管理行政や共生社会について知ってもらうためのパンフレットを作成し、上記月間において配布した。

今後も積極的な広報活動を行っていく。

153

外国人との共生社会の実現に向けた意識の醸成・理解を促進していくた

め、「外国人との共生に係る啓発月間（仮称）」を創設し、共生社会の

実現をテーマとした各種啓発イベントを実施し、実施内容について点検

を行う。

また、各地の外国人在留支援に関係する機関が実施するイベントにおい

て、外国人在留支援センター（ＦＲＥＳＣ／フレスク）に関する広報活

動や、当該イベントについて、ＦＲＥＳＣにおける周知・協力等を行う

など、地域における啓発活動を推進し、共生社会の実現に向けた意識を

醸成する。

加えて、これらの啓発イベント等において配布するための広報誌等各種

広報物を作成し、啓発活動を推進する。

〔法務省〕《施策番号153》【ロードマップ67】



施策

番号
施策内容 担当省庁 「進捗状況」及び「今後の予定」

外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（令和５年度改訂）進捗状況 令和６年３月末時点

156

外務省においては、国際移住機関（ＩＯＭ）等との共催による「外国人

の受入れと社会統合に関する国際フォーラム」を開催し、海外の有識者

による海外の先進事例の紹介を行うとともに、地方公共団体等の国内関

係者によるパネルディスカッションを通して、日本人の意識啓発を行

い、外国人の受入れ施策を講ずるための知見を得る機会とする。

〔外務省〕《施策番号156》【ロードマップ70】

外務省

「外国人の子どもの学習支援とキャリア支援」をテーマに、令和６年２月27日に有観客かつオンライン配信の形式で先進事例の紹介やパネルディス

カッションを内容とする国際フォーラムを実施。聴講者は会場とオンラインでの参加を合わせて300人を超えた。

引き続き、来年度の開催へ向けての準備を進める。

法務省

適正な外国人の雇用を推進して不法就労を防止するため、政府全体としての「外国人労働者問題啓発月間」に時期を合わせて、「共生社会の実現に

向けた適正な外国人雇用推進月間」を主題として、国民を始め、外国人を雇用する企業、関係団体等に対して、関係省庁、地方公共団体等の協力を

得てリーフレットを配布するとともに、駅前や繁華街での街頭広報活動などを通じて、外国人を受け入れるに当たっての留意点等のほか、不法就労

防止に係る啓発活動を行った。

引き続き、同様の取組を実施していく。

厚生労働省

令和５年６月に「外国人労働者問題啓発月間」を実施し、外国人雇用に関するパンフレットの作成・配布や個々の事業所への訪問指導等を通じ、外

国人労働者の雇用維持や雇用管理改善の促進等を図った。

引き続き、関係省庁と連携し、適切に対応する。

警察庁
出入国在留管理庁をはじめとする関係機関との連携強化を図り、外国人雇用企業・団体等に対する広報・啓発活動を推進している。

上記施策を継続するとともに、それらの効果を踏まえつつ、引き続き、適切に施策を推進する。

158

日本語以外に10言語で対応（対面での相談は約80言語に対応）している

法務省の人権擁護機関における人権相談や調査救済手続について、多言

語による広報を展開し、人権問題が生じた場合に外国人が幅広く安心し

て利用できるよう更なる周知を図る。

〔法務省〕《施策番号158》

法務省

法務省の人権擁護機関では、「外国語人権相談ダイヤル」や「外国語インターネット人権相談受付窓口」を設置し、対面でも人権相談を受け付けて

いる。

「外国語人権相談ダイヤル」や「外国語インターネット人権相談受付窓口」では、10の言語に対応しているほか、対面による相談では約80の言語に

対応し、外国人をめぐるさまざまな人権問題に適切に対処している。

また、ポスターやリーフレットなどを用いて、相談窓口の広報活動も行っている。

引き続き、「外国語人権相談ダイヤル」や「外国語インターネット人権相談受付窓口」等において、人権相談を受け付け、調査救済活動を行うほ

か、多言語による広報活動を行い、当該窓口の周知を図る。

157

政府全体としての「外国人労働者問題啓発月間」（毎年６月）におい

て、関係省庁が緊密な連携を図りつつ外国人労働者問題に関する啓発活

動等を行う。

〔法務省、厚生労働省、警察庁等関係省庁〕《施策番号157》



施策

番号
施策内容 担当省庁 「進捗状況」及び「今後の予定」

外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（令和５年度改訂）進捗状況 令和６年３月末時点

159

出入国在留管理庁が保有する行政記録情報の活用の在り方に関するニー

ズ調査を実施する。

〔法務省〕《施策番号159》【ロードマップ74】

法務省
各府省庁及び地方公共団体に対し出入国在留管理庁が公表する統計情報の利活用状況、要望等に係るニーズ調査を実施したことから、新たな統計表

の作成・公表に向けて、調査結果を集計し、検討及び分析を行う。

160

外国人労働者の労働条件、キャリア形成等の雇用管理の実態の把握に加

え、労働移動等の実態を適切に把握するための統計調査を実施する。

〔厚生労働省〕《施策番号160》【ロードマップ75】

厚生労働省
外国人労働者を対象とした新たな｢外国人雇用実態調査｣について今年度から実施しており、令和５年10月から11月を調査の実施期間とし、調査票の

配布、回収を進め、データを精査中である。令和６年夏頃に公表予定としている。

161

外国人について業種別・職種別・在留資格別・地域別等の就労状況を正

確に把握するため、在留資格変更許可申請書・在留期間更新許可申請書

等の記載事項の見直しを行ったことから、今後、外国人雇用状況届出情

報とともに、外国人の就職状況をシームレスに把握し、外国人の就労に

関する統計の充実・活用を図る。

〔法務省〕《施策番号161》

法務省

特定技能以外の就労系の在留資格全般の申請書に統一の職種・業種欄の設置について、令和３年２月26日に入管法施行規則の改正に係る公布を行

い、同年３月10日に施行済みのところ、変更となった申請書から入手できる職種・業種情報を元に、外国人の就職状況をシームレスに把握できるよ

う外国人の就労に関する統計の充実・活用の検討を進めた。

引き続き、外国人の就職状況をシームレスに把握できるよう外国人の就労に関する統計の充実・活用を検討していく。

162

在留支援業務に従事する職員向け研修を実施し、事例及び知見を蓄積し

つつ、専門性の高い職員を育成し、外国人の支援や受入れ環境整備を促

進する。

〔法務省〕《施策番号162》【ロ―ドマップ79】

法務省 令和５年４月25日に受入環境調整担当官等に対する研修を実施した。次年度も受入環境調整担当官等に対する研修を実施していく。



施策

番号
施策内容 担当省庁 「進捗状況」及び「今後の予定」

外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（令和５年度改訂）進捗状況 令和６年３月末時点

法務省

法務省において、内閣官房、総務省、外務省及び厚生労働省が把握しているＮＰＯ・ＮＧＯ、キーパーソン及びインフルエンサーに係る情報を集約

し、令和５年５月に関係省庁に対して当該情報を共有したほか、法務省においては、当該情報を活用して民間支援団体等に対して情報発信してい

る。また、国や地方公共団体による統一的な情報発信や相談窓口における相談対応にアクセスしない又はできない在留外国人を主な対象として、民

間支援団体を通じて、情報発信・情報提供する等のアウトリーチ支援の試行事業を、令和５年度においても実施している。

定期的に関係省庁が把握しているＮＰＯ・ＮＧＯ、キーパーソン及びインフルエンサーに係る情報を更新の上、関係省庁に対して情報共有し、ま

た、アウトリーチ支援の実施結果を踏まえ検証を行うなど、引き続き、情報発信の充実・強化に向けた取組を行う。

さらに、民間支援団体から、在留外国人への情報発信・情報提供などのアウトリーチ支援の取組状況について定期的に報告を受けており、令和６年

度の実施に向け、分析・検討を行っている。

外務省
法務省から当該情報の共有を受けた。

引き続き共有を進める。

厚生労働省
法務省から提供のあったＮＰＯ等の情報を省内で共有した。

引き続き、省内で把握しているＮＰＯ等の情報があれば法務省に提供し、情報集約に協力していく。

総務省
ＮＰＯ・ＮＧＯ等の民間支援団体、キーパーソンやインフルエンサー等の情報について、法務省に提供した。

引き続き、関係省庁と協力し、外国人への情報発信等の充実・強化に向けた取組を行う。

163

従前の経験を踏まえ、在留外国人が安定的かつ円滑に在留するために必

要な各種情報を外国人に対してきめ細かく伝達するため、法務省は、引

き続き、関係省庁がそれぞれ把握しているＮＰＯ・ＮＧＯ等の民間支援

団体、キーパーソンやインフルエンサー等の情報を集約し、当該情報を

関係省庁に共有するとともに、民間支援団体等が外国人に対して行うア

ウトリーチ支援の取組を支援するための試行事業を実施し、当該試行実

施状況の分析・検証を行うなど、情報発信等の充実・強化に向けた取組

を推進する。

〔法務省、外務省、厚生労働省、総務省等関係省庁〕《施策番号163》

【ロードマップ80】



施策

番号
施策内容 担当省庁 「進捗状況」及び「今後の予定」

外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（令和５年度改訂）進捗状況 令和６年３月末時点

法務省

地方公共団体の要望を踏まえて相談業務等を担当する地方出入国在留管理官署職員を一元的相談窓口等に派遣するなどして連携を促進している。

一部の地方出入国在留管理局においては、外国人在留総合インフォメーションセンターの事業内容に生活相談の対応を追加した。

引き続き、外国人が適切な情報や相談場所に迅速に到達することができるよう努めるとともに、一元的相談窓口等に地方出入国在留管理官署職員を

派遣し、連携を促進する。

引き続き、外国人在留総合インフォメーションセンターにおける相談機能の強化に向けた検討を行う。

厚生労働省

社会保険の意義を理解してもらうパンフレットを作成し、既存の年金制度に係るパンフレットと併せて多言語に翻訳し、平成31年４月以降、順次、

日本年金機構ホームページへの掲載や相談対応における利用を実施している。また、年金事務所等の相談窓口において、多言語化した電話通訳サー

ビスを利用した相談対応を実施している。引き続き、多言語化したパンフレット及び電話通訳サービスを利用した相談対応に取り組む。

文部科学省
文部科学省と地方公共団体等が運営する相談窓口間での連携を図るため、必要な情報共有等を実施している。引き続き、必要な情報提供等を実施

し、文部科学省と地方公共団体等が運営する相談窓口の連携を図る。

総務省

令和４年度から、全国の行政相談センター職員及び行政相談委員を対象に、やさしい日本語や翻訳アプリ等の活用方法をはじめとする外国人相談対

応について研修を実施しており、その際、各地の国際交流協会等から、その地域特有の外国人相談対応についての説明を受けている。この研修が、

全国の行政相談窓口「きくみみ」及び行政相談委員と各地の国際交流協会等がつながるきっかけとなり、双方が主催する連絡協議会やネットワーク

会議に参加し合うなど、外国人相談があった際に、双方に協力する関係を構築する動きがみられており、引き続き、そのような連携を促進させてい

く。

外国人が適切な情報や相談場所に迅速に到達することができるよう、外

国人居住の実情を踏まえつつ、国の行政機関における相談窓口と地方公

共団体等が運営する相談窓口が協力し、それぞれが運営する相談窓口の

更なる連携を促進するとともに、出入国在留管理庁において関係機関間

の連携強化の方策について検討する。また、外国人在留総合インフォ

メーションセンターにおける相談機能の強化に向けた検討を行う。

〔法務省、厚生労働省、文部科学省、総務省〕《施策番号164》【ロード

マップ81、87】

164



施策

番号
施策内容 担当省庁 「進捗状況」及び「今後の予定」

外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（令和５年度改訂）進捗状況 令和６年３月末時点

165

法令整備及び関係機関との必要な調整等を通じて、出入国在留管理庁に

おいて、在留管理に必要な情報を一元的に把握できる仕組みを構築する

ための検討を行う。

〔法務省〕《施策番号165》【ロードマップ82】

法務省

マイナンバーを利用した行政機関間の情報連携により在留外国人の利便性向上を図るため、令和５年に成立した番号利用法等の一部改正法におい

て、番号利用法別表に「在留資格に係る許可に関する事務」等を追加した。また、その他に運用開始に向けて必要な準備を進めた。

今後は、関係機関との調整、法令整備及びシステム整備等、引き続き運用開始に向けて必要な準備を進める。

166

永住許可申請や在留カード有効期間更新申請等の外国人に係る在留手続

のオンライン化について、令和７年度(2025年度)までの運用を目指して

検討する。また、所属機関等の職員によるオンライン申請について、Ｇ

ビズＩＤの活用や、郵送や窓口で手続を行う必要がある在留申請オンラ

インシステムの利用申出・定期報告のオンライン化について、令和７年

度(2025年度)までの運用を目指して検討する。

加えて、オンライン申請時において、申請人がマイナポータル上の自己

情報を利用できる仕組みについて、令和５年度(2023年度)までの運用を

目指して検討する。

〔法務省〕《施策番号166》【ロードマップ83】

法務省

対象手続の追加や利便性向上のための検討を行った結果、令和６年度及び令和７年度のシステム開発については、対象手続の追加は行わず、利便性

向上に係るシステム開発を優先して行うこととした。また、マイナポータルの自己情報取得ＡＰＩと在留申請オンラインシステムの連携について

は、システム改修を行い、令和６年３月に運用を開始した。

オンラインによる在留手続について、利用率の向上を図るため、定期的に利用者アンケートを実施し、その結果を参考にして、利便性の向上に向け

たシステムの改修や検討を進めていく。また、関係省庁と連携し、マイナポータルの自己情報取得ＡＰＩによる取得対象の拡大の検討を行う。



施策

番号
施策内容 担当省庁 「進捗状況」及び「今後の予定」

外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（令和５年度改訂）進捗状況 令和６年３月末時点

総務省

法務省

デジタル庁

168

「地域経済分析システム（ＲＥＳＡＳ）」を参考に、各地方公共団体に

おける外国人に関する基礎統計の把握を通じて重点的な受入れ環境整備

につなげるほか、各地方公共団体のデータを「見える化」するなど、外

国人に関する共生施策の企画・立案に資する情報の搭載の在り方につい

て、関係省庁と検討し、結論を得るとともに、搭載する情報等を収集す

る。

〔法務省〕《施策番号168》【ロードマップ88】

法務省
引き続き、関係省庁との協議を行うとともに、地方公共団体におけるデータ活用のニーズについて調査を行った。調査の結果も踏まえて、今後、情

報搭載の在り方について関係省庁等とともに検討していく。

169

地方公共団体において外国人との共生施策を更に推進するため、住民基

本台帳情報の適切な活用を促進するための周知を図る。

〔法務省〕《施策番号169》

法務省

令和５年６月28日に、「外国人の受入れ環境整備の推進に資する住民基本台帳情報の適切な提供について」の文書を発出し、外国人の受入れ環境整

備を推進する目的で情報開示の請求等があった場合は、住民基本台帳法等の関係法令及び各地方公共団体が定める個人情報保護条例等の規定に基づ

き、適切に情報開示を行うよう各都道府県及び各市区町村の住民基本台帳担当に依頼した。

地方公共団体において、外国人との共生施策を更に推進するため、引き続き、住民基本台帳情報の適切な活用を促進するための周知を図る。

【総務省】

市区町村に対し、「マイナンバーカードの円滑な取得に向けた取組について（依頼）」（令和元年６月28日付け府番第41号、総行住第34号）にお

いて、転入等の行政手続の際には、当該手続の担当課から来庁者に対してマイナンバーカードの申請勧奨及び申請窓口への誘導を実施し、この際、

交付申請者の本人確認ができる場合には、申請時来庁方式によるマイナンバーカードの交付申請の受付を実施するよう依頼している。

引き続き、マイナンバーカードの取得環境の整備に取り組む。

【総務省、法務省、デジタル庁】

マイナンバーカードと在留カードの一体化により、外国人が高い利便性を得られるものとするための検討を進め、必要な関連法案を令和６年通常国

会に提出した。

「デジタル社会の実現に向けた重点計画」（令和５年６月９日閣議決定）を踏まえ、必要となる関係法令やシステムの整備等に向けた準備を進め

る。

167

新生児の住民票作成時において、住民票作成手続等と一体的にマイナン

バーカードの取得促進を図ることにより、マイナンバーカードの円滑な

取得が可能な環境を整備する。引越しの際の転入時にも、住民票作成手

続等と併せて確実にマイナンバーカードの書換え手続等を行う。

マイナンバーカードと在留カードの一体化の実現を目指し、今後必要と

なる関連法案の提出やシステム整備等を進める。

〔総務省、法務省、デジタル庁〕《施策番号167》【ロードマップ85】



施策

番号
施策内容 担当省庁 「進捗状況」及び「今後の予定」

外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（令和５年度改訂）進捗状況 令和６年３月末時点

170

在留外国人の増加等に対応した外国人材の受入れ政策や多文化共生施策

の推進のため、それら政策・施策に関する研究・情報の効率的な集約・

分析等を引き続き実施する。

〔法務省〕《施策番号170》

法務省
出入国在留管理庁の所管に関係する諸課題につき、職員に一定期間専門的な調査・研究に従事させる「入管政策課題研究」を実施している。

令和５年度については、７月から12月まで実施したところ、次年度も入管政策課題研究を通じて出入国在留管理庁の所管に関係する諸課題について

の調査・研究を行う。

総務省

「多文化共生地域会議」を地域ブロックごとに開催し、「多文化共生事例集（令和３年度版）」や「多文化共生アドバイザー制度」の更なる活用等

について周知するとともに、各地域の実情に応じた多文化共生施策の優良事例の共有を行い、幅広い取組を促すことで、地域における多文化共生施

策を更に推進している。

引き続き、上記により、地域における多文化共生の推進に向けた取組を推進する。

法務省

令和５年４月に、地方出入国在留管理局の受入環境調整担当官に対し、外国人支援者等や地域における国の関係機関等との連携・協力の推進に努め

るよう指示した。

地方出入国在留管理局において、各都道府県における共生社会の実現に向けた会議の設置を促進する等の取組を行っている。

引き続き、都道府県が共生社会の実現に向けた会議を設置することを積極的に促進することによって、 地域における多文化共生施策の更なる推進を

図る。

172

在留外国人の増加と国内での転出入の増加等を踏まえ、市区町村が外国

人住民について正確な情報を把握し、各種行政サービスを適切に提供で

きるよう、住民基本台帳制度の適正な運用を図る。

〔総務省〕《施策番号172》

総務省

外国人住民に係る住民基本台帳制度等について、市区町村の担当者向け説明会を開催している。また、総務省のコールセンターでは、市区町村担当

者が窓口に来庁した外国人への対応に活用できるよう、日本語を含めた11言語に対応する通訳サービスを提供しているほか、総務省ホームページの

外国人住民に係る住民基本台帳制度のページも日本語を含めた11言語に対応している。

外国人住民に係る住民基本台帳の正確性を確保するため、「外国人住民に係る住民基本台帳制度の適正な運用について（通知）」（平成31年３月25

日付け総行外第２号）にて、住民基本台帳担当部局と福祉関係部局、税務担当部局、教育委員会等の関係部局との間で密接な連携を図るよう、周知

を行っている。

引き続き、市区町村担当者向け説明会を実施するなど、適正な制度運用を図る。

171

総務省において策定した「地域における多文化共生推進プラン」（令和

２年度改訂）を踏まえ、地方公共団体における多文化共生の推進に関す

る計画の策定の更なる促進及び着実な施策の推進を図る。また、総務省

において、「多文化共生事例集（令和３年度版）」や、「多文化共生ア

ドバイザー制度」、「多文化共生地域会議」を通じて、地域における多

文化共生の優良事例等について、全国の地方公共団体等に展開すること

で、地域における多文化共生の推進に向けた取組を更に促進する。各都

道府県において共生社会の実現に向けた会議を設置することを促進する

こと等を通じて、地域における多文化共生施策の更なる推進を図る。

〔総務省、法務省〕《施策番号171》



施策

番号
施策内容 担当省庁 「進捗状況」及び「今後の予定」

外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（令和５年度改訂）進捗状況 令和６年３月末時点

法務省

国民健康保険適用の不適正事案に関する通知制度は、平成31年１月７日から本格的に運用が開始されており、当該通知制度が適切に実施されてお

り、当該通知制度が適切に実施されるよう厚生労働省と連携して取り組んでいる。今後も引き続き厚生労働省と連携しながら適切に取り組んでい

く。

厚生労働省

健康保険の被扶養者認定や国民年金第３号被保険者の認定における国内居住要件について、円滑に制度が運用されるよう取り組んでいる。

国民健康保険においては、市町村から法務省に通知する枠組みについて、通知対象を拡大する通知を平成31年１月７日に発出している。また、令和

元年５月15日に成立した医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律により、市町村における調査対象と

して、被保険者の資格の得喪に関する情報を明確化している（令和元年５月22日施行）。左記に記載している取り組みを通じて、国民健康保険にお

ける資格管理や支給の適正化を引き続き進めていくとともに、本年12月に保険証が廃止されることも鑑み、マイナ保険証による本人確認及び被保険

者資格の即時の有効性確認について引き続き促進していく。

平成31年４月１日発出の通知を踏まえ、海外出産に係る出産育児一時金について、海外療養費における対応も踏まえつつ、支給の適正化に向けた対

策等の周知を行っている。

また、外国人も含め、マイナンバーカードで受診できる環境を整備するため、医療機関等におけるオンライン資格確認の導入を推進し、90％以上の

施設で運用を開始した。

173

国内居住者が国内の保険医療機関を受診した場合に保険給付を行うという健康

保険制度の基本的な考えに立ち返り、海外の医療機関を受診した場合の給付は

例外であることの徹底や、適正な認定事務の確保のため、「医療保険制度の適

正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律」（令和

元年法律第９号）により、健康保険の被扶養者や国民年金第３号被保険者の認

定において、国籍を問わず原則として国内に居住しているという要件が導入さ

れており、円滑に制度が運用されるよう、引き続き取り組んでいく。

また、国民健康保険については、市区町村において、在留資格の本来活動を

行っていない可能性があると考えられる場合に法務省に通知する枠組みが適切

に実施されるよう、引き続き取り組んでいく。国民健康保険の資格管理の適正

化の観点から、令和元年度（2019年度）の健康保険法等の改正により、市区町

村における調査対象として、被保険者の資格の得喪に関する情報が明確化され

たことを受けて、着実に適正化を図る。令和５年度（2023年度）から、国民健

康保険の適用除外となる在留資格に変更された被保険者の情報について、法務

省から市区町村へ提供する取組を開始しており、被保険者資格を喪失した者に

対する適正な資格管理を進めていく。

さらに、海外での出産の事実自体を偽装した出産育児一時金の不正受給を防止

する観点から、これまでに実施した海外療養費における対策を踏まえ、出産育

児一時金の請求に必要となる書類の統一化を図り、審査の厳格化を行うよう通

知を発出しており、海外療養費における不正受給対策と併せて、引き続き実施

の促進を図る。

加えて、他人の被保険者証を流用するいわゆる「なりすまし」に対しては、医

療機関が必要と判断する場合には、被保険者証とともに本人確認書類の提示を

求めることができること、その際、本人確認書類が提示されないことのみを

もって保険給付を否定する取扱いとはしないことなど、本人確認を実施する場

合の方法に関する通知を発出しており、適切な運用を図っていく。また、医療

機関等におけるオンライン資格確認については令和３年（2021年）10月に本

格運用を開始し、マイナンバーカードによる本人確認及び被保険者資格の即時

の有効性確認が可能となっている。

〔法務省、厚生労働省〕《施策番号173》



施策

番号
施策内容 担当省庁 「進捗状況」及び「今後の予定」

外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（令和５年度改訂）進捗状況 令和６年３月末時点

法務省

特定技能外国人及び特定技能所属機関に対し、納税義務の履行状況を確認し、一定程度滞納がある場合には、特定技能外国人に対する在留諸申請を

不許可等とするほか、国税当局に対し必要な情報提供を行うなどして、納税義務の確実な履行の確保を図っている。

その他の在留資格を有する者についても、納税義務を履行しない者に対して在留諸申請においてとり得る措置についての検討を進めた。

今後も引き続き、納税義務の確実な履行の確保について検討を進める。

財務省
情報連携に必要な連絡窓口や方法などの体制整備について、平成31年３月、法務当局との協議を了し、当局間で内容を確認した。

法務当局から情報提供があった場合には、提供を受けた情報の活用などにより納税義務の確実な履行の確保を図る。

総務省
情報連携に必要な連絡窓口や方法などの体制整備について、平成31年３月、法務当局との協議を了し、当局間で内容を確認した。

法務当局から情報提供があった場合には、提供を受けた情報の活用などにより納税義務の確実な履行の確保を図る。

175

受入れ機関は、１号特定技能外国人が円滑に納税を行うことができるよ

うにするための支援、特に、在留期間満了時までに、翌年納付すべき住

民税を当該外国人に代わって納付することができるようにするための支

援を実施することとし、出入国在留管理庁は、受入れ機関が納税に係る

支援を的確に実施できるよう受入れ機関に対する周知を図り、適正な履

行が確保されていない受入れ機関に対しては、適切な指導等を行う。

〔法務省〕《施策番号175》

法務省

平成31年３月20日に法務省ホームページで公表した「１号特定技能外国人支援に関する運用要領」において、特定技能所属機関又は契約により支援

の委託を受けた登録支援機関が行うべき支援として、１号特定技能外国人に対して、住民税納付の仕組みとして、離職後の納税については一括納税

や納税管理人制度の利用が可能である旨の情報提供を行うよう明記している。また、特定技能所属機関又は登録支援機関からの届出情報を通じて、

特定技能所属機関又は登録支援機関が、１号特定技能外国人に対して、住民税納付の仕組みとして、離職後の納税については一括納税や、納税管理

人制度の利用が可能である旨の情報提供を行っていることを確認しており、１号特定技能外国人に対する支援の適切な履行を図っている。１号特定

技能外国人に対する支援の適切な履行が行われていない特定技能所属機関等を認知した場合には、速やかに指導等を行うこととしている。

引き続き、特定技能所属機関又は登録支援機関からの届出情報を通じて、特定技能所属機関又は登録支援機関が、１号特定技能外国人に対して、住

民税納付の仕組みとして、離職後の納税については一括納税や、納税管理人制度の利用が可能である旨の情報提供を行っていることを確認するとと

もに、１号特定技能外国人に対する支援の適切な履行が確保されていない特定技能所属機関等に対しては、適切な指導等を行うため、同機関の情報

が入手できるよう関係省庁や地方自治体との連携に努める。

地方出入国在留管理官署における特定技能外国人の受入れに関する審査

に当たっては、受入れ機関における納税義務の履行状況を確認し、一定

程度滞納がある受入れ機関については特定技能外国人の受入れを認めな

いとともに、その受入れ後において、特定技能外国人からの在留資格変

更許可申請や在留期間更新許可申請の際に、受入れ機関の源泉所得税等

の滞納状況を確認することとし、一定程度滞納がある受入れ機関に対し

ては適切な指導等を行う。

また、納付すべき所得税や住民税を自己の責めに帰すべき事由により一

定程度滞納がある特定技能外国人については、同人からの在留資格変更

許可申請等を不許可とすることとし、関係機関に通報するなど必要な情

報連携を行うほか、その他の在留資格を有する外国人についても、同様

の措置を講ずることを引き続き検討する。

〔法務省（財務省、総務省）〕《施策番号174》

174



施策

番号
施策内容 担当省庁 「進捗状況」及び「今後の予定」

外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（令和５年度改訂）進捗状況 令和６年３月末時点

176

個人住民税の滞納対策として、給与支払者に徴収・納入をさせる特別徴

収を促進することが必要との観点から、地方公共団体と連携して、特別

徴収の適切な実施のための事業者に対する周知を図る。

また、出国する納税義務者に支払われるべき給与から未納税額を一括徴

収する制度及び納税義務者の納税に関する一切の事項を処理する納税管

理人の制度について、引き続き、企業や納税義務者たる外国人に対する

周知を図る。

〔総務省〕《施策番号176》

総務省

特別徴収の推進、一括徴収制度及び納税管理人制度の推進について、地方公共団体宛事務連絡に記載し、これら施策の推進を依頼した。

また、これらの施策については、「生活・就労ガイドブック」にも記載済みである。

このほか、新たに在留外国人に対する個人住民税の制度周知用多言語パンフレット及び賦課徴収に関する多言語フレーズ集を作成して全国の地方公

共団体や、地方出入国在留管理局・支局、地方労働局へ配布し、周知を依頼したほか、当該パンフレット等について、総務省HPに掲載済である。

地方公共団体に対して制度の周知を図るとともに、必要に応じて、外国人労働者本人が個人住民税の仕組みを理解し、適切に納付できるよう、その

周知方法を検討していく。

177

在留手続や特定登録者カードの交付などに係る手数料について、収入印

紙だけでなく、電子納付を可能とする等、外国人等の利便性向上を図る

施策について検討する。

〔法務省〕《施策番号177》

法務省
在留手続等に係る手数料の電子納付について、庁内ワーキンググループ等において検討を行った。引き続き、電子納付を可能とするシステムの整備

等について検討を進めていく。

178

地方出入国在留管理官署における在留諸申請について、在留資格変更許

可申請及び在留期間更新許可申請の標準処理期間（２週間から１か月）

内の処理を励行する。特に、中小・小規模事業者をはじめとした人手不

足の深刻化に対応するため、特定技能外国人が地域において速やかに就

労を開始できるよう、地方出入国在留管理官署においては、「特定技

能」の在留資格に係る在留諸申請及び登録支援機関登録申請に係る標準

処理期間内の処理を励行し、迅速な処理を行う。

〔法務省〕《施策番号178》

法務省

出入国在留管理庁ホームページにおいて、四半期に一度、在留審査処理期間の平均日数を公表しつつ、最新の在留審査処理期間の把握に努めてお

り、引き続き標準処理期間内の処理の実現に努める。

地方出入国在留管理官署に対し、特定技能外国人の在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請については標準処理期間内の処理を励行し、ま

た転職を目的とした１号特定技能外国人に対する在留資格変更許可申請については、迅速な処理を行うよう指示している。

引き続き、迅速な審査を行うことで、適正かつ円滑な制度の運用を行っていく。



施策

番号
施策内容 担当省庁 「進捗状況」及び「今後の予定」

外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（令和５年度改訂）進捗状況 令和６年３月末時点

179

特定技能外国人が地域において速やかに就労できるよう、「特定技能」

の在留資格に係る在留諸申請における提出書類について、これまでに実

施した提出書類の簡素化の実施状況を踏まえつつ、更なる簡素化等の検

討を不断に行うとともに、引き続き、出入国在留管理庁ホームページ等

において分かりやすい手続の案内・周知を行っていく。

〔法務省〕《施策番号179》

法務省

令和４年５月に提出書類の枚数削減に係る取組を実施し、同年８月には、一定の事業規模があり、過去３年間に指導勧告書の交付を受けていない機

関については、書類の提出を大幅に省略することとした。また、地方出入国在留管理官署等に寄せられる特定技能に関する問合せの内容等を踏ま

え、出入国在留管理庁ホームページにおいて掲載している提出書類に係る案内の充実・改善を随時行っている。

引き続き、更なる簡素化等の検討を行い、提出書類に係る案内の充実・改善を行うことなどにより、申請手続の簡便化を図る。引き続きホームペー

ジ等へ掲載を行っていく。

180

出入国在留管理庁において、外国人の円滑な受入れやその受入れ環境の

整備に関する業務を適切に遂行するため、職員に対する研修の充実や、

必要な出入国管理システムの改修を含め人的・物的体制の整備を図る。

〔法務省〕《施策番号180》

法務省

令和５年度においては、出入国在留管理庁全体で269人増員されるとともに、研修体制の強化に必要な経費として34,460千円、システム関連経費と

して8,225,591千円を計上した。

職員に対する研修については、令和５年４月に受入環境調整担当官等を対象とした研修を実施したほか、若手職員向けの研修においても、受入環境

調整に関する講義を実施した。

引き続き、受入環境調整担当官や若手職員等に対する研修の実施のほか、必要な人的・物的体制の整備について検討する。

181

介護福祉士資格の取得を目指す意欲ある外国人留学生の介護福祉士養成

施設等の修学期間中の支援を図り、将来当該留学生を介護の専門職とし

て雇用しようとする介護施設等の負担を軽減することを目的として、学

費や生活費などについて、奨学金の給付等の支援を行う。

〔厚生労働省〕《施策番号181》【ロードマップ90】

厚生労働省
平成30年度より、介護福祉士の資格取得を目指す留学生に奨学金等の支援を行う介護施設等に対して、都道府県を通じて当該支援に係る経費の補助

を行っており、更なる支援を推進するため、令和６年度当初予算では、当該事業の補助基準額の加算を設けた。



施策

番号
施策内容 担当省庁 「進捗状況」及び「今後の予定」

外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（令和５年度改訂）進捗状況 令和６年３月末時点

内閣府（地

方創生）

内閣官房

（デジタル田

園都市国家構

想実現会議事

務局）

184

日系四世受入れ制度の更なる活用促進のため、同制度の要件について、

一部緩和することなどの必要な見直しを行う。

〔法務省〕《施策番号184》

法務省

令和５年12月28日に特定活動告示43号（日系四世）に係る告示及び指針を改正し、一定の日本語能力があれば、制度を利用できる年齢条件を引き

上げることや、高い日本語能力等の要件を満たせば、本制度の活用後に在留資格を「特定活動」から「定住者」に変更できるようになるなど、活用

促進のための見直しを行った。

外務省

引き続き、異文化コミュニケーション・多文化共生に理解のあるＪＩＣＡ海外協力隊事業を通じた人材育成及び帰国隊員の活動、および国内外の多

文化共生に精通した国際協力推進員等の活動を推進する。また、日系社会研修等による社会参加に意欲のある外国人の育成、学校現場での開発教育

支援等による多文化共生の理解のある日本人の育成、外国人住民・地域コミュニティ・地方公共団体等と連携した研修の実施を通じて、外国人・日

本人の双方が共生社会の担い手となるような体制構築も支援する。

地方公共団体における多文化共生関連業務を円滑に実施することができ

るよう、ＪＩＣＡ海外協力隊経験者等、国際経験の豊かな人材の積極的

なリクルートに向けＪＩＣＡとの連携を強化する。また、地方公共団体

やＮＰＯ等が実施する共生社会の構築に向けた取組を、ＪＩＣＡが全国

に配置している国際協力推進員や国内拠点との連携を通じて推進する。

さらに、外国人の社会参加及び日本人の多文化共生への理解促進、外国

人と地域コミュニティ・地方公共団体等との橋渡し、外国人向けの日本

理解を促進する日本語教育や講座、学校現場での開発教育の支援などに

より、外国人・日本人の双方が共生社会の担い手となるような体制構築

も支援する。

ＪＩＣＡによる研修員の受入事業等を通じて、開発途上国の親日外国人

材（日系人を含む。）に地方公共団体等での研修機会を提供すること

で、ＪＩＣＡがＯＤＡを通じて構築した開発途上国の関係機関とのネッ

トワークの活用など、日本の関係機関や外国人支援者間のネットワーク

の強化や外国人の支援に携わる団体・個人への研修等、多文化共生推進

に向けた日本と開発途上国間双方の学びあいを推進する。

〔外務省〕《施策番号182》【ロードマップ95】

【内閣府（地方創生）、内閣官房（デジタル田園都市国家構想実現会議事務局）】

令和５年度デジタル田園都市国家構想交付金（地方創生推進タイプ）（第１回・第２回）において、地域における外国人材の活躍と多文化共生社会

の実現を図る、地方公共団体の自主的・主体的で先導的な取組を支援した。

引き続き、外国人材の受入支援や共生支援等の優良事例の収集・横展開を行い、地方公共団体の自主的・主体的で先導的な取組について、デジタル

田園都市国家構想交付金（地方創生推進タイプ）により支援を行う。

183

デジタル分野をはじめとした高度外国人材を含む外国人材の受入支援や

共生支援などの優良事例の収集・横展開を行う。地方公共団体の地方版

総合戦略に基づく先導的な取組については、デジタル田園都市国家構想

交付金（地方創生推進タイプ）の活用も含め支援する。

〔内閣府（地方創生）、内閣官房（デジタル田園都市国家構想実現会議

事務局）〕《施策番号183》【ロードマップ96】

182



施策

番号
施策内容 担当省庁 「進捗状況」及び「今後の予定」

外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（令和５年度改訂）進捗状況 令和６年３月末時点

内閣府（地

方創生）

法務省

厚生労働省

内閣官房

（デジタル田園

都市国家構想実

現会議事務局）

外務省

法務省

187

外国人材の地域への定着に向け、地方公共団体等との連携により、ＪＥ

Ｔプログラム終了者や留学生等が地域産業の担い手や地域おこし協力隊

員等として活躍できるよう、マッチングの機会の拡大等を行う。

〔総務省〕《施策番号187》

総務省

令和６年度より、以下の特別交付税措置を創設する。

・広域的に実施するＪＥＴプログラム参加者等の外国人の地域おこし協力隊の採用促進に要する経費(道府県のみ)：200万円／団体を上限

・広域的に実施する外国人の地域おこし協力隊員のサポートに要する経費(道府県のみ) ：100万円／団体を上限

【内閣府（地方創生推進事務局）、法務省、厚生労働省】

令和４年８月に東京都が外国人美容師育成事業の監理実施機関を決定し、以後、日本での就労を希望する留学生とマッチングを進め、順次育成計画

を認定している。令和５年４月に３名の外国人美容師の就労が開始され、令和６年３月時点で７名が就労している。

【内閣官房（デジタル田園都市国家構想実現会議事務局）、外務省、法務省】

外国人材と地方公共団体とのマッチング支援に関して、令和５年７月に地方公共団体へ活用希望調査を行い、４自治体から活用の希望があり、うち

１自治体については、外務省等と連携して、マッチング支援（広報支援）を実施（当該自治体において、採用手続を実施中。）。

また、包括的な資格外活動許可制度の活用周知については、令和５年度中に地方公共団体に対して制度の周知・広報を行う準備を進めた。

外国人材と地方公共団体とのマッチング支援に関して、引き続き令和６年度も実施予定である。

185

国家戦略特別区域制度により、令和３年(2021年)７月に措置された「国

家戦略特別区域外国人美容師育成事業」について、国家戦略特別区域内

における活用の促進を図る。

〔内閣府（地方創生）、法務省、厚生労働省〕《施策番号185》【ロード

マップ97】

186

地域それぞれが抱える社会課題の解決に向け外国人材の活用が有効な地

方公共団体等のニーズに応え、外国人材との円滑なマッチングが行われ

るように、在外公館等における外国人材への広報を行うなど適確なマッ

チングの支援を進める。また、地方公共団体等において、外国人材が柔

軟かつ効果的に幅広く活動することが可能となる包括的な資格外活動許

可の活用を周知し、外国人材の活躍を促進する。

〔内閣官房（デジタル田園都市国家構想実現会議事務局）、外務省、法

務省〕《施策番号186》



施策

番号
施策内容 担当省庁 「進捗状況」及び「今後の予定」

外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（令和５年度改訂）進捗状況 令和６年３月末時点

188

「永住者」の在り方について、その許可要件及び許可後の事情変更に対

する対応策等について、諸外国の制度及び許可後の状況調査を参考とし

つつ見直しについて必要な検討を行っていく。

〔法務省〕《施策番号188》【ロードマップ98】

法務省
　

令和６年通常国会提出の入管法及び技能実習法改正法案に、永住につながる外国人の増加を想定した永住許可制度の適正化が盛り込まれた。

189

出入国在留管理庁では、難民該当性に関する規範的要素の明確化、難民

調査官の能力向上及び出身国情報の充実を３つの柱とし、国連難民高等

弁務官事務所（ＵＮＨＣＲ）等の協力も得ながら、難民認定制度の運用

の一層の適正化を図る。

〔法務省〕《施策番号189》【ロードマップ101】

法務省

【規範的要素の明確化について】

令和５年３月に難民該当性を判断する際に考慮すべきポイントを整理するなどした「難民該当性判断の手引」を策定・公表し、さらに12月に補完的

保護対象者の認定制度の創設を踏まえて改訂した。

【難民認定制度の運用の適正化について】

入管法等改正法の衆議院の修正において、難民調査官に対して必要な研修を行うものとされているところ、令和５年から新たに新任の難民調査官に

対する研修を実施しているほか、令和６年からは難民調査官に難民認定に係る職務の遂行に必要な特別の知識及び技能を修得させることを目的とし

た研修を実施予定であり、難民調査官の更なる能力向上を図る。

難民認定数の多い諸外国当局との間において、難民認定審査における先例に基づき、同審査における判断のあり方等に関する意見交換を実施した。

190

「難民認定制度の運用の更なる見直し」の実施状況を踏まえて、就労等

を目的とする濫用・誤用的な難民認定申請への更なる対策を講じ、難民

の迅速な保護を図る。

〔法務省〕《施策番号190》

法務省
濫用・誤用的な難民認定申請者に対する就労・在留の制限を行うとともに、令和５年６月に成立した入管法等改正法の全面施行後の運用状況を踏ま

えながら、案件処理の迅速化を図りつつ引き続き、真に庇護を必要とする者を確実に保護していく。



施策

番号
施策内容 担当省庁 「進捗状況」及び「今後の予定」

外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（令和５年度改訂）進捗状況 令和６年３月末時点

法務省

総務省

外務省

令和２年３月16日より、在外公館において、日本に中長期滞在予定の査証申請者に対し、マイナンバーカードの交付申請をするよう広報するととも

に、申請者が持参するマイナンバーカード交付申請書の確認を在外公館の査証申請窓口で実施している。

具体的には、交付申請書に氏名、生年月日、性別の記載及び顔写真の貼付があることを確認し、行われていない場合は指導する。また、交付申請書

の提示のない者に対しては、マイナンバーカードの取得に関する多言語広報リーフレット（英語、中国語、ベトナム語）及び交付申請書を配布し、

日本入国後の申請を促している。

引き続き在外公館において、日本に中長期滞在予定の査証申請者に対するマイナンバーカードの取得を促進する。

【法務省、総務省】

以下の対応を実施することで、マイナンバーカードの取得促進と在留期間更新時等におけるマイナンバーカードの円滑な更新を図った。

・在留資格認定証明書交付時等にマイナンバーカードの申請案内を行うための英語リーフレット及び交付申請書記載例を配布。

・新規上陸時において、マイナンバーカード取得の周知を行うため、新規上陸者向けのガイダンスページに案内を記載。

・入管庁ホームページ上にマイナンバーカードに係る特設サイトを設置し、新規取得及び在留期間更新時等におけるマイナンバーカードの更新につ

いて案内。

・地方出入国在留管理官署において在留諸申請時に配付している申請受付表に、入管庁ホームページの特設サイトの案内を掲載することで、マイナ

ンバーカードの新規取得及び在留期間更新時等におけるマイナンバーカードの更新について案内。

・地方出入国在留管理官署と市区町村が連携して留学生が多く在籍する大学において出張申請サポート窓口を設置し、マイナンバーカードの申請受

付を実施。

・市区町村に対し、「マイナンバーカードの円滑な取得に向けた取組について（依頼）」（令和元年６月28日付け府番第41号、総行住第34号）に

おいて、転入等の手続の際にマイナンバーカードの申請受付を実施するよう依頼している。

引き続き、在留資格認定証明書交付時や在留期間更新許可申請時、市区町村転入時等の各機会を通じて、マイナンバーカードの交付申請に係る案内

や申請受付等を行うことで新規取得を促進しつつ、在留期限更新時等におけるマイナンバーカードの更新についても適切に案内することで定着化を

図る。

191

新規に上陸する中長期在留者に対しては、地方出入国在留管理官署にお

いて、在留資格認定証明書交付時に代理申請者である全ての受入れ機関

等に対してマイナンバーカードの申請案内等を行うとともに、在外公館

における査証申請時にマイナンバーカード申請書の確認等を通じ再度周

知等を行う。また、市区町村での住居地届出義務の案内と併せてマイナ

ンバーカードの取得の周知等を行っているところ、これを継続して実施

するとともに、住所地市区町村に転入届がなされ住民票を作成する機会

を捉えてマイナンバーカードの申請受付を行い、取得を促進する。

既に本邦に在留する中長期在留者に対しては、地方出入国在留管理官署

において、在留期間更新許可申請時等に来庁する全ての中長期在留者

に、マイナンバーカードの交付申請等を周知するとともに、市区町村に

おける引越しの際の転入届やその他の手続の機会を捉えてマイナンバー

カードの申請受付を行い、取得を促進する。また、令和元年度(2019年

度)に地方出入国在留管理官署と市区町村が連携して実施したモデル事業

の結果を踏まえ、市区町村の要請を受けて、中長期在留者が多く所属す

る機関等において、マイナンバーカードの申請支援の取組を行う。

これらの対応を行うことにより、中長期在留者のマイナンバーカードの

円滑な取得を図る。

〔法務省、外務省、総務省〕《施策番号191》



施策

番号
施策内容 担当省庁 「進捗状況」及び「今後の予定」

外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（令和５年度改訂）進捗状況 令和６年３月末時点

192

出入国在留管理庁は、中長期在留者に行政サービス、支援が確実に行き

届くよう、届出上の住居地に居住実態のない中長期在留者について、関

係省庁及び地方公共団体等の協力を得て把握した上で、適切に届出を行

わせることにより引き続き中長期在留者の住居地に関する情報の整備を

図る。

〔法務省等関係省庁〕《施策番号192》

法務省

失念や法の不知などのために住居地届出を適切に行っていない可能性のある中長期在留者を出入国在留管理庁の保有データを利用して定期的に抽出

した上、当該中長期在留者に対して、届出を適切に行うよう指導している。

また、地方公共団体に対し、届出に係る情報連携を適切に行うよう求める事務連絡を発出するなどし、住居地に関する情報の整備を進めた。

引き続き、中長期在留者の住居地に関する情報の整備を図るため、出入国在留管理庁の保有データ等を活用しながら、調査、指導等を適宜実施して

いく。

法務省

日本語能力試験（ＪＬＰＴ）の実施団体である公益財団法人日本国際教育支援協会及び独立行政法人国際交流基金との間で、証明書の一括照会によ

る真偽確認を行う枠組みに基づき、在留審査を適切に実施した。

引き続き、構築した枠組みを活用して、在留審査を適切に実施していく。

外務省

ＪＬＰＴ海外受験者の証明書の確認については、個人情報保護に留意しつつ、国際交流基金がシステムを構築し令和３年３月より運用を開始した。

なお、日本国内受験者分については、公益財団法人日本国際教育支援協会が同様のシステムを構築し、国際交流基金と同時期に運用を開始した。国

際交流基金日本語基礎テスト（ＪＦＴ－Basic）の判定結果通知書の確認については、国際交流基金により真偽確認ができる方策を提供している。

引き続き、出入国在留管理庁との連携により、偽変造対策を行う。

194

機微技術流出防止の重要性が高まっており、関係機関と連携し、留学

生・外国人研究者等の受入れの審査強化に取り組む。

〔法務省等関係省庁〕《施策番号194》

法務省

留学生・外国人研究者等の受入れ審査強化の観点から、引き続き、在留資格認定証明書交付申請について、必要に応じて過去の実績や具体的な研究

内容等に関する資料等を求める取扱いを実施中であり、引き続き、関係府省と連携を図りながら、留学生・外国人研究者等の受入れの審査強化に取

り組む。

在留資格の要件として日本語能力を課している場合、立証資料として日

本語能力試験（ＪＬＰＴ）等の証明書の提出を求めているが、出入国在

留管理庁と関係省庁等との情報連携により真偽判定を一括して行い、在

留審査を適切に実施する。

〔法務省、外務省〕《施策番号193》

193



施策

番号
施策内容 担当省庁 「進捗状況」及び「今後の予定」

外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（令和５年度改訂）進捗状況 令和６年３月末時点

法務省

地方出入国在留管理局において、令和元年見直し後の提出資料に基づき、在留資格「留学」に係る在留資格認定証明書交付申請について適正な審査

を実施している。また、日本語教育機関の適正性を確認するため、地方出入国在留管理局において、日本語教育機関の告示基準の適合性に係る実地

調査を実施している。

引き続き、在留資格「留学」に係る在留資格認定証明書交付申請の適正な運用及び日本語教育機関の告示基準及びの適正性の判断のための調査等を

着実に実施する。

文部科学省

地方出入国在留管理局において、令和元年見直し後の提出資料に基づき、在留資格「留学」に係る在留資格認定証明書交付申請について適正な審査

を実施している。また、日本語教育機関の適正性を確認するため、地方出入国在留管理局において、日本語教育機関の告示基準の適合性に係る実地

調査を実施している。

引き続き、在留資格「留学」に係る在留資格認定証明書交付申請の適正な運用及び日本語教育機関の適正性の判断のための調査等を着実に実施す

る。

法務省

地方出入国在留管理局において、日本語教育機関からの告示基準の適合性に係る報告等を基に実地調査を実施し、当該機関における留学生の在籍管

理状況等に応じて必要な指導を行っている。また、日本語教育機関からの告示基準の適合性の定期的な点検に必要となる報告等については、予算措

置を受けてシステムを開発し、オンラインでの報告を可能にするとともに、当該報告等の内容についてＩＣＴを活用して把握している。

引き続き、改正後の告示基準に基づき、ＩＣＴを活用して把握した報告等の内容を活用しながら、日本語教育機関の適正性について的確な判断を行

うとともに、日本語教育機関の認定制度における認定日本語教育機関の適正性についても、同制度に基づく日本語教育機関からの報告等を元に在留

管理の観点から的確な判断を行う。

文部科学省

地方出入国在留管理局における審査等の中で、当省に確認を要する事項があれば連携して対応することとしている。引き続き、出入国在留管理庁と

連携して、日本語教育機関の適正性について的確な判断を行うとともに、日本語教育機関の認定制度における認定日本語教育機関の適正性について

も、同制度に基づく日本語教育機関からの報告等を元に的確な判断を行う。

令和元年(2019年)に見直しを行った在留資格「留学」に係る在留資格認

定証明書交付申請の際の提出資料及び地方出入国在留管理局における日

本語教育機関の適正性判断について、まずは確実かつ厳格な運用に努め

る。

〔法務省、文部科学省〕《施策番号195》

196

日本語教育機関の告示基準の改正により、告示基準適合性についての定

期的な点検及び点検結果の報告等の義務付けや告示から日本語教育機関

を抹消する基準の追加等が行われたことから、地方出入国在留管理官署

において、日本語教育機関に対し実地調査等を行い、告示基準適合性に

係る点検結果報告の適正性について確認し、必要な指導を行い、なおも

改善がみられない場合等は、告示から抹消する等の厳格な処分等を行い

日本語教育機関の適正化を図る。また、当該調査においては、ＩＣＴに

より記録された出席率等を基に、その適正性について的確な判断を行

う。

〔法務省、文部科学省〕《施策番号196》

195



施策

番号
施策内容 担当省庁 「進捗状況」及び「今後の予定」

外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（令和５年度改訂）進捗状況 令和６年３月末時点

警察庁
検挙された留学生に係る日本語教育機関に関する情報を法務省等関係省庁に提供している。

引き続き、日本語教育機関に関する情報を関係省庁に提供予定である。

法務省

外務省から提供された情報（査証審査等により判明した、要件を満たさない留学生に係る日本語教育機関の情報）を活用して在留資格認定証明書交

付申請に係る厳格な審査を行い、その審査結果について外務省に共有することとしている。また、警察庁から提供された情報（検挙された留学生が

在籍していた日本語教育機関の情報）を活用して在留諸申請に係る厳格な審査や日本語教育機関に対する調査を行っている。

引き続き、外務省及び警察庁から提供された情報を活用して厳格な審査等を行うとともに、当該審査等の結果に基づいて本取組の見直しや改善を行

い、もって悪質な日本語教育機関を排除する。

外務省

当該日本語教育機関の情報は在外公館における査証審査の参考として活用するようにしている。また、在ベトナム大使館においては不適切な留学

あっせん機関の査証申請受付を一定期間停止しており、係る情報を法務省等に提供した。

また、提供を受けた情報について、査証審査に活用すべく在外公館に情報提供を行った。

今後も関係機関との連携を密にする。

198

留学生が我が国で就職して活躍するための前提として、留学生が学業に

専念し、高度な専門性・技術や日本語能力を身に付けて適正に課程を修

了することができるよう、高等教育機関の質の確保と留学生の適正な管

理が求められる。このため、各大学、高等専門学校、専修学校に対して

留学生の適切な受入れ及び学業成績や資格外活動の状況等の的確な把握

や適切な指導等の在籍管理の徹底を求めるとともに、出入国在留管理庁

と情報共有の上、在籍管理が不十分な大学等に対し、連携して実態調査

及び指導を実施することで、留学生の在籍管理について更なる徹底を図

る。

〔文部科学省〕《施策番号198》

文部科学省

出入国在留管理庁と情報共有を図りつつ、通知（令和５年４月４日付け５高参国第６号）を発出し、全国の大学、高等専門学校に対し、留学生の適

切な受入れ及び学業成績や資格外活動の状況等の的確な把握や適切な指導等の在籍管理の徹底を引き続き要請している。

「外国人留学生の適切な受入れ及び在籍管理等について（通知）」

https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/1325305.htm

あわせて、令和元年６月11日付けで、出入国在留管理庁との連携のもと、留学生の在籍管理に関する新たな対応方針を策定し、全国の大学、高等専

門学校、専修学校に周知しているところ、引き続き、当該対応方針にのっとり、出入国在留管理庁と連携しつつ、各大学等における留学生の在籍管

理の徹底を図っている。

「外国人留学生の在籍管理の徹底に関する新たな対応方針について（通知）」

http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/1418119.htm

197

検挙された留学生について、その通っている日本語教育機関が判明した

場合に、警察庁が法務省及び外務省に対して当該日本語教育機関の情報

を提供し、法務省において当該情報を日本語教育機関に対する調査等に

活用するとともに、外務省において査証審査に活用する取組を更に推進

する。外務省は、査証審査等により判明した、要件を満たさない留学生

に係る日本語教育機関の情報を法務省等に提供し、法務省は、当該情報

を日本語教育機関に対する調査等に活用する。

〔警察庁、法務省、外務省〕《施策番号197》



施策

番号
施策内容 担当省庁 「進捗状況」及び「今後の予定」

外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（令和５年度改訂）進捗状況 令和６年３月末時点

法務省

在籍管理の適正を欠く大学等について、在籍管理状況の改善が認められるまでの間、在留資格「留学」の付与を停止する仕組みを構築し、大学等に

ついては、文部科学省と情報共有を行っている。また、令和元年見直し後の教育機関の選定方法を的確に運用し、各大学等の在籍管理状況について

適切に判断している。

文部科学省

出入国在留管理庁と情報共有を図りつつ、通知（令和５年４月４日付け５高参国第６号）を発出し、全国の大学、高等専門学校に対し、留学生の適

切な受入れ及び学業成績や資格外活動の状況等の的確な把握や適切な指導等の在籍管理の徹底を引き続き要請している。

「外国人留学生の適切な受入れ及び在籍管理等について（通知）」

https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/1325305.htm

あわせて、令和元年６月11日付けで、出入国在留管理庁との連携のもと、留学生の在籍管理に関する新たな対応方針を策定し、全国の大学、高等専

門学校、専修学校に周知しているところ、引き続き、当該対応方針にのっとり、出入国在留管理庁と連携しつつ、各大学等における留学生の在籍管

理の徹底を図っている。

「外国人留学生の在籍管理の徹底に関する新たな対応方針について（通知）」

http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/1418119.htm

文部科学省

令和５年６月に公布された日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律（令和５年法律第41号）に基づく認

定制度においては、専ら日本語教育を行う留学生別科等についても認定の対象とすることとしている。今後、当該別科等において留学生を受け入れ

るに当たっては、認定制度による認定を受けることを在留資格「留学」付与の要件とする制度改正を法務省が予定しているところ、大学等への制度

周知について着実に実施していく。

法務省 大学を含め、留学生を受け入れることができる日本語教育機関は、留学のための課程を置く認定日本語教育機関であることを要件とする。

留学生の在籍管理状況の迅速・的確な把握と指導の強化を行う。また、

指導の結果、在籍管理の適正を欠く大学等については、改善が認められ

るまでの間、原則として、留学生の受入れを認めない等の在留資格審査

の厳格化を図る。

あわせて、在籍管理の適正を欠く大学等に対する私学助成の減額・不交

付措置や大学等名の公表等の制裁を強化する。

〔法務省、文部科学省〕《施策番号199》

200

専ら日本語教育を行う留学生別科について、日本語教育機関の告示基準

に準じた基準を作成し、当該基準への適合性の確認を受けている留学生

別科のみ留学生の受入れを認める仕組みを構築する。加えて、非正規生

等について、大学学部進学のための予備教育に受け入れる場合には、留

学生別科に係る新基準によるものを除き、在留資格を認めない仕組みを

構築する。

〔文部科学省、法務省〕《施策番号200》

199



施策

番号
施策内容 担当省庁 「進捗状況」及び「今後の予定」

外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（令和５年度改訂）進捗状況 令和６年３月末時点

文部科学省

地方出入国在留管理官署及び都道府県との情報共有等の連携の枠組みにより、在籍管理が不適切な専門学校が判明した場合には、大学の場合と同

様、原則として、留学生の受入れを認めない等の対応を実施している。

引き続き、地方出入国在留管理官署及び都道府県と連携して対応予定。

法務省

在籍管理の適正を欠く専門学校について、在籍管理状況の改善が認められるまでの間、在留資格「留学」の付与を停止する仕組みを構築し、都道府

県及び文部科学省と連携して所要の調査を実施している。また、令和元年見直し後の教育機関の選定方法を的確に運用し、各専門学校の在籍管理状

況について適切に判断している。

202

各種民間試験実施団体が実施する日本語教育機関へ入学するための日本

語試験について、各試験団体と連携し、地方出入国在留管理官署提出専

用の証明書を作成する仕組みのほか、各試験団体が地方出入国在留管理

官署からの照会に応じるなどの仕組みを構築し、厳格な審査を実施す

る。

〔法務省〕《施策番号202》

法務省

各種民間試験実施団体が実施する日本語教育機関へ入学するための日本語試験について、各試験団体と連携し、地方出入国在留管理局提出用の証明

書を作成する仕組みや、各試験団体が地方出入国在留管理局からの照会に応じる仕組みを構築した。また、これらの仕組みを活用し、試験結果につ

いて照会するなどして、厳格な審査を実施している。

引き続き、これらの仕組みを活用して、厳格な審査を行う。

203

介護等に携わる人材が、日本国内での生活・就労・技能実習に必要な日

本語能力を、外国語能力判定の国際標準を踏まえつつ確認できるテスト

として、介護現場におけるコミュニケーション能力の測定に重点を置い

た日本語テストのより円滑な運用方法を検討する。

〔内閣官房（健康・医療戦略室）〕《施策番号203》

内閣官房

（健康・医

療戦略室）

介護等に携わる人材が、日本国内での生活・就労・技能実習に必要な日本語能力を、外国語能力判定の国際標準を踏まえつつ確認できるテストとし

て、介護現場におけるコミュニケーション能力の測定に重点を置いた日本語テストについて、これまで実施事業者の認定及び広報支援を実施してき

た。令和６年度は、引き続き試験の実施状況を注視するとともに、技能実習に係る制度改正の動向や他の日本語テストの在り方に係る検討状況を踏

まえ、適切な運用方法を検討する。

201

文部科学省、地方出入国在留管理官署及び都道府県との情報共有等の連

携の枠組により、在籍管理が不適切な専門学校が判明した場合には、大

学の場合と同様、原則として、留学生の受入れを認めない等の仕組みを

構築する。

〔文部科学省、法務省〕《施策番号201》



施策

番号
施策内容 担当省庁 「進捗状況」及び「今後の予定」

外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（令和５年度改訂）進捗状況 令和６年３月末時点

法務省

厚生労働省

警察庁

出入国在留管理庁をはじめとする関係機関との連携強化を図り、不法就労助長事犯に関与する悪質な仲介事業者及び雇用主に対する取締りを推進し

ている。また、不法滞在事犯、偽装滞在事犯等についても取締りを推進している。

上記施策を継続するとともに、それらの効果を踏まえつつ、引き続き、適切に施策を推進する。

205

依然として多くの技能実習生が来日後に失踪している現状に鑑み、失踪

者数を減少させるため、技能実習制度の運用に関するプロジェクトチー

ムで示された改善方策を着実に実施すべく、技能実習生の失踪率に着目

するなどして実習実施者等に対する実地検査を強化するとともに、送出

国側とも連携して失踪者を多く発生させている送出機関からの新規受入

れを停止するなど、失踪技能実習生を減少させるための各種措置を講じ

る。また、国籍別、職種別、都道府県別の失踪技能実習生数の公表、失

踪を発生させないために配慮すべき事項をまとめたリーフレットの周知

等を通じて、関係機関と協力した取組を進める。

〔法務省〕《施策番号205》

法務省

現在実施している失踪率状況等に着目した実習実施者等に対する実地検査について、より効果的に実施するために各種情報等を活用するなど実地検

査の強化に取り組んでいる。また、失踪者の発生が著しい送出機関からの技能実習生の新規受入れ停止措置について、まずはベトナムとの間で５機

関を通報し、うち４機関について、令和３年８月から少なくとも６か月間、新規の受入れを認めない取扱いを開始したほか、令和５年11月27日、失

踪者の発生が著しいカンボジアの送出機関３機関の新規受入れ停止措置を開始した。ベトナム及びカンボジア以外の国における送出機関について、

同様の取扱いを検討している。そのほか、地域協議会、事業協議会や各種セミナーにおいて、失踪技能実習生に関する国籍別、職種別、都道府県別

のデータやリーフレットを活用しながら、地方自治体、事業所管省庁や業界団体等に対して失踪防止に向けた取組の周知、協力依頼を行っている。

今後も引き続き、各種の取組を適切に実施していく。

【法務省、厚生労働省】

施策内容を受け、外国人技能実習機構において実地検査等の取組を継続して行っており、検査の結果、法令違反等を把握した場合には、必要な指導

等を行って改善を図らせているところであり、法令違反の態様が重大・悪質である場合は、主務省庁において実習実施者等に対する行政処分等を行

うなど厳正に対処している。

実地検査や行政処分等の状況については、外国人技能実習機構の「業務統計」や厚生労働省のホームページにおいて公表している。

今後も引き続き、外国人技能実習機構における実地検査時の取組を適切に実施し、法令違反等を把握した場合における指導や行政処分等の措置を厳

正に行うとともに、必要に応じ、関係行政機関に対する情報提供や告発等を適切に行う。

【厚生労働省】

外国人技能実習生の実習実施者に対する令和４年の監督指導等の状況は以下のとおり。

○9,829事業場に監督指導を実施。うち、労働基準関係法令違反が認められたのは7,247事業場。

○労働基準監督機関から外国人技能実習機構へ通報したのは509件、外国人技能実習機構から労働基準監督機関へ通報されたのは2,559件。

○技能実習生に対する重大・悪質な労働基準関係法令違反が認められた事案として、労働基準監督機関が送検した件数は21件。

引き続き、関係機関から外国人技能実習生の実習実施者に関する通報を受けた場合を含め、労働基準関係法令違反の疑いがある場合には監督指導を

行い、労働基準関係法令違反があれば是正を図らせる。

実習実施者について賃金不払等の労働関係法令違反が認められた場合に

は、法務省、厚生労働省及び外国人技能実習機構が連携の上、実習実施

者・監理団体等に対する指導助言、立入検査、改善命令等の措置を講ず

るほか、悪質な場合は、実習実施者及び監理団体に対し、許可の取消し

等の処分を行う。労働関係法令違反の疑いについては、法務省から厚生

労働省への通報により、労働基準法等に基づく監督指導等を行い、賃金

の不払等の違反があれば是正を図らせる。加えて、法務省、厚生労働省

及び外国人技能実習機構は、必要に応じ、関係行政機関に対して情報提

供や告発等を行い、関係行政機関においては、法令に基づいて適切に対

処する。こうした取組の状況等については、白書等を通じて定期的に公

表する。

〔法務省、厚生労働省、警察庁〕《施策番号204》

204



施策

番号
施策内容 担当省庁 「進捗状況」及び「今後の予定」

外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（令和５年度改訂）進捗状況 令和６年３月末時点

法務省

厚生労働省

法務省

厚生労働省

【法務省、厚生労働省】

外国人技能実習機構における技能実習計画の認定時や実地検査時において、実習実施者等による労働関係法令違反や人権侵害行為の有無等の確認を

徹底している。また、外国人技能実習機構ホームページや外国人労働者問題啓発月間の広報活動を通じて、平成31年４月より順次施行されている働

き方改革関連法に関し、技能実習を行う上で必要な内容について周知し、実習実施者等が遵守するよう徹底を図っている。

また、技能実習開始後、技能実習生の責任ではない様々な事情により実習の継続が困難になった場合に、実習先の変更ができることや各種相談先等

を個々の技能実習生全員に周知する方策として、令和３年度までに制作・開発した技能実習生向けの啓発動画やアプリを各種ホームページやＳＮＳ

等で発信したほか、送出国政府に対して周知依頼等を行った。

さらに、技能実習生の費用負担の実態を把握するため、外国人技能実習機構や地方出入国在留管理局が行う実地検査等の機会を捉えて実態調査を実

施し、令和４年７月に公表し、また三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社と独立行政法人 労働政策研究・研修機構（ＪＩＬＰＴ） に調

査依頼をし、その中間結果について「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議」資料として公表した。

今後も引き続き、上記の取組を適切に実施していく。

【法務省、厚生労働省】

①「失踪について帰責性がある実習実施者については、失踪後の一定期間、技能実習生の新規受入れができない旨規定した省令」、②「実習実施者

に対し、技能実習生に対する報酬の支払を口座振込等の現実の支払額を確認できる方法で行うことを義務付ける旨規定した省令」を、令和２年４月

に施行したところ、監理団体、実習実施者への周知や適正な運用に取り組んでいる。

今後も引き続き、適正な運用に取り組んでいく。

技能実習制度においては、一部の実習実施者等による長時間労働や賃金

不払といった労働関係法令違反、人権侵害行為、失踪といった問題があ

ることから、外国人技能実習機構において技能実習計画の認定時や実地

検査時に、実習時間、日本人との同等報酬や人権侵害行為の有無等につ

いて確認を徹底するほか、平成31年(2019年)４月より順次施行されてい

る働き方改革関連法についても遵守するよう周知・徹底する。こういっ

た取組に加え、技能実習生の保護を図るため、新たに緊急の相談に対応

する窓口を設置し、支援を必要とする技能実習生に対し、一時宿泊先の

提供を含む保護を確実に実施する。さらに、人権侵害があるなどやむを

得ない場合には実習先の変更が可能であること、不正を知った場合の対

応方法及び失踪後に犯罪等に巻き込まれる可能性があること、外国人技

能実習機構の母国語相談窓口等について、日本語を含む10か国語で作成

された広報用動画を監理団体や送出機関を通じて個々の技能実習生等に

直接周知する。

また、失踪の原因の一つとして、高額な保証金や手数料等が指摘されて

いるところ、技能実習生の費用負担に関する実態把握に努めるととも

に、これらを未然に防止するため、来日前の技能実習生候補者を含めた

技能実習生に対して、上記動画の活用等により失踪防止に向けた積極的

な周知・啓発活動を実施する。

〔法務省、厚生労働省〕《施策番号207》

207

206

失踪について帰責性がある実習実施者については、失踪後の一定期間、

技能実習生の新規受入れができない旨規定した省令に基づき、実習実施

者側の不適正な取扱いに起因する技能実習生の失踪の防止を図る。

また、実習実施者に対し、技能実習生に対する報酬の支払を口座振込み

等の現実の支払額を確認できる方法で行うことを義務付ける旨規定した

省令に基づき、技能実習生に対する報酬額及びその支払を適切に確認す

ることで、実習実施者による賃金に関する不正行為等の発生を抑止す

る。

〔法務省、厚生労働省〕《施策番号206》



施策

番号
施策内容 担当省庁 「進捗状況」及び「今後の予定」

外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（令和５年度改訂）進捗状況 令和６年３月末時点

法務省

厚生労働省

法務省

厚生労働省

【法務省、厚生労働省】

第３号技能実習生の受入れや受入れ人数枠の倍増等の優遇措置の対象となる「優良な実習実施者」及び「優良な監理団体」の認定基準に係る配点表

において、本人のみが利用する個室のある宿泊施設を確保した場合等に加点を行う運用を令和３年８月に開始したところ、監理団体、実習実施者へ

の周知や適正な運用に取り組んでいる。

今後も引き続き、左記の運用について、実習実施者や監理団体への周知、適正な運用に取り組んでいく。

【法務省、厚生労働省】

外国人技能実習機構では、実習生の転籍支援を行う監理団体に向けて、外国人技能実習機構ホームページに「実習先変更支援サイト」を設け、必要

な情報提供を行うとともに、監理団体による十分な支援がなされるよう、必要に応じて監理団体への指導を行っている。

また、技能実習の継続が困難となった場合に監理団体等から外国人技能実習機構へ提出する必要がある技能実習実施困難時届出書の内容により実習

生の雇用の状況を把握するとともに、転籍状況や生活の状況等について継続的な把握をしている。

今後も引き続き、上記の取組を適切に実施していく。

208

解雇された技能実習生に対し、監理団体が転籍支援等を行うよう指導す

るほか、技能実習生の置かれている状況を継続的に把握し着実に適切な

転職支援等につなげていく。

〔法務省、厚生労働省〕《施策番号208》

209

技能実習生がより健康で快適な実習生活を送り、技能等の修得等をしよ

うとする意欲の向上に資するよう、実習実施者が技能実習生のプライバ

シーや感染予防に配慮した住環境を確保した場合の、実習実施者等に対

する優遇措置として、令和３年(2021年)８月に、第３号技能実習生の受

入れや受入人数枠の倍増等の対象となる「優良な実習実施者」等の認定

基準に係る配点表において個室のある宿泊施設を確保した場合に加点を

行う措置を講じたところ、引き続き同措置を適切に運用していく。

〔法務省、厚生労働省〕《施策番号209》



施策

番号
施策内容 担当省庁 「進捗状況」及び「今後の予定」

外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（令和５年度改訂）進捗状況 令和６年３月末時点

法務省

不法就労外国人対策等関係局長連絡会議において、「不法就労等外国人対策の推進（改訂）」を策定するなど、関係機関との更なる連携強化に取り

組み、より緊密に情報共有を図るよう努めている。また、不法就労先のあっせん、偽造在留カードの売買等に関する情報を収集・分析するなどし

て、効果的かつ効率的な摘発の推進に努めるとともに、事業主に対する啓発活動にも取り組んだ。

引き続き、関係機関と情報共有の上、緊密に連携し、不法滞在者の縮減に向けた取組を行っていく。

警察庁

出入国在留管理庁をはじめとする関係機関との連携強化を図り、不法就労助長事犯に関与する悪質な仲介事業者及び雇用主に対する取締りを推進し

ている。また、不法滞在事犯、偽装滞在事犯等についても取締りを推進している。

上記施策を継続するとともに、それらの効果を踏まえつつ、引き続き、適切に施策を推進する。（【再掲】施策番号204で記載。）

厚生労働省

令和５年６月に警察庁、法務省（出入国在留管理庁）とともに不法就労防止等について経営者団体に協力を要請した。また、ハローワークにおい

て、外国人雇用事業所への雇用管理指導等を実施する中で入管法違反の疑いがある事案を把握した場合の情報提供の徹底について、平成31年３月に

各労働局へ発出した通知に基づき、引き続き適切に対応している。

引き続き、不法就労防止に向けて、ハローワークにおいて、外国人雇用状況届出の履行の徹底を求めるなど事業主への指導・啓発を行う。

211

偽装滞在者に対する厳格な在留管理の実現のため、外国人雇用状況届出

情報を活用するとともに、中長期在留者の所属機関に係る電子届出シス

テムの普及拡大等による届出情報処理の迅速化を引き続き図り、偽装滞

在者に対する在留資格取消手続を積極的に進めていく。

〔法務省〕《施策番号211》

法務省

引き続き、外国人雇用状況届出情報を活用して在留資格取消対象者を特定・抽出したリストを作成し、各地方出入国在留管理局に送付して積極的な

対応を求めている。

また、電子届出システムの普及拡大による届出情報処理の迅速化を図るため、令和５年４月及び10月、所属機関による届出を提出する義務（努力義

務）のある主要な機関である教育機関に対し、電子届出システムの利用を促す案内文書を送付した。令和５年９月には、電子届出システムの利便性

向上による普及拡大のため、所属機関が電子届出システムを利用する際に提出が必要となる利用者情報登録届出書を更新した。

届出情報処理の迅速化によって適宜適切な在留資格取消手続を進めていくため、引き続き、電子届出システムの普及拡大に資する広報活動等を実施

する。

210

法務省は、摘発体制の整備を図るとともに、関係機関との協力関係を強

化し、情報共有の緊密化・迅速化を図ることにより、一層の摘発を行

う。また、インターネット上における不法就労先の斡旋、偽変造在留

カードの売買等、退去強制事由に該当する情報や令和３年(2021年)３月

からオンラインで得られるようになった外国人雇用状況届出情報をはじ

め、デジタル化が進む社会の状況に応じて、情報の収集・分析機能を強

化することにより、効果的かつ効率的な摘発を行う。

不法滞在事犯、偽装滞在事犯等の取締りの推進のため、地方出入国在留

管理官署は、警察や地方労働局等の関係機関との協力関係を強化し、緊

密な情報共有を行うとともに、収集した情報の分析を強化することによ

り、効果的かつ効率的な摘発の推進に努める。また、不法滞在事犯、偽

装滞在事犯及び不法就労助長事犯に関与する仲介事業者及び雇用主を積

極的に摘発するなど、悪質な仲介事業者及び雇用主に対して厳格な対応

を行う。さらに、不法就労等の防止、不法滞在者の地方出入国在留管理

官署への自主的な出頭の促進等に向けた広報・啓発活動及び指導を積極

的に実施する。

〔法務省、警察庁、厚生労働省〕《施策番号210》【ロードマップ99、

100】



施策

番号
施策内容 担当省庁 「進捗状況」及び「今後の予定」

外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（令和５年度改訂）進捗状況 令和６年３月末時点

212

地方出入国在留管理官署は、関係機関と緊密に連携し、偽変造在留カー

ドの利用に対する取締りを図り、悪質な利用については厳格に対応す

る。特に、偽造在留カード密造拠点の発見、摘発等により、偽造在留

カードの流通実態の把握に努める。

〔法務省等関係省庁〕《施策番号212》

法務省

偽変造在留カードを利用した不法就労等事案は、我が国の出入国在留管理に重大な支障を生じるおそれがあることから、警察等の関係機関と緊密に

連携し、偽造在留カード行使等事案の取締りを行ってきた。偽造在留カード行使等事案によって退去強制手続を執った者についても、令和４年と比

較して増加していることから、引き続き摘発等による取締りを強化していきたい。

213

退去強制令書の発付を受け仮放免された後速やかに出国しない外国人に

ついて、仮放免の条件（指定住居地での居住や就労禁止等）の遵守状況

や仮放免継続の必要性等を確認・把握するため、当該者の居住実態や就

労事実、仮放免継続事由の存否等に関する適正かつ厳格な動静監視を実

施する。調査の結果、条件違反や仮放免事由の消滅等が確認された者に

ついては、違反の程度その他の情状を考慮し相当と認める場合に仮放免

を取消し、あるいは仮放免期間を延長不許可とした上で再収容する。

また、仮放免中の逃亡により所在不明となる者が近年増加傾向であるこ

とを踏まえ、被退令仮放免者の逃亡等をより効果的に防止するための対

応を行っていく。

〔法務省〕《施策番号213》

法務省

被退令仮放免者について、適正かつ厳格な動静監視を実施するとともに、調査の結果、仮放免条件の違反などが確認された者は、必要に応じて、仮

放免を取り消すなどして再収容している。

引き続き、被退令仮放免者に対する適切かつ厳格な動静監視とその結果に基づく適切な再収容の実施により、仮放免制度の適正な運用に努める。

214

送還忌避・長期収容問題の抜本的解決のための入管法等改正法案の成立

を踏まえ、更に送還忌避者を縮減するため、護送官を付した個別送還、

小規模の集団送還、保安要員を付しての送還及びチャーター便による集

団送還等、事案に応じた形態での送還を一層充実させ、送還件数を増加

させることとし、このための体制強化を図る。また、送還に際して事故

なく安全に、かつ、抵抗を排して確実に実施するために、適切な訓練の

実施を更に強化することとし、訓練体制の整備について検討する。あわ

せて、国際移住機関（ＩＯＭ）による自主的帰国及び社会復帰支援プロ

グラムの活用を推進し、これらの送還忌避者を翻意させ自主的出国を促

進するための取組も充実させる。

〔法務省〕《施策番号214》

法務省

送還忌避者の送還については、個別送還や小規模の集団送還を積極的に実施するなどし、前年の約1.28倍実施（前年：88件、今年：113件（速報

値））した。また、各地方官署及び国際移住機関（ＩＯＭ）と連携の上、地方官署で職員向けの研修を実施するなど、送還忌避者に対する自主的帰

国及び社会復帰支援プログラムの積極的な実施を促した結果、ＩＯＭ職員による帰国支援の実施件数は令和５年12月末時点で既に前年度の件数を上

回り（令和４年度件数：24人、令和５年12月末時点：28人（速報値））、新たな支援を実施するための費用が不足する状況となった。

令和５年６月９日、第211回通常国会において「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管

理に関する特例法の一部を改正する法律」が成立した。この改正法は、送還忌避者の円滑な送還を目的として、送還停止効の例外規定、罰則付き退

去命令制度、旅券発給命令制度などを創設しており、令和６年６月15日までに施行されることとされており、現在、施行後の運用などについて検討

している。

引き続き、在京大使館、航空会社、ＩＯＭ等の関係機関と緊密に調整を行い、送還忌避者の縮減に努めるとともに、送還忌避者縮減に向けて必要な

体制整備を検討する。



施策

番号
施策内容 担当省庁 「進捗状況」及び「今後の予定」

外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（令和５年度改訂）進捗状況 令和６年３月末時点

法務省

帰国用臨時旅券の職権発給を拒み、送還対象者の身柄の引取りを行わないなど、退去強制手続に協力しない国は現在、イランであるところ、外務省

を通じて、帰国用臨時旅券又はこれに代わる渡航文書の発給を依頼するとともに、身柄引取りに協力するよう同国との交渉を進めている（令和５年

９月、日本においてハイレベル交渉を実施）。

引き続き、外務省の協力を得ながらイランと協議を行い、送還の支障となる事由の解決・解消に努める。

外務省
法務省と共に、イラン人送還忌避者の受入れを求めてイラン政府との間で随時交渉を行ってきている。

引き続き法務省と協力しつつ、イラン政府との間では送還忌避者の受入れを強く求めて交渉していく。

216

外国人材の受入れに関して、「特定技能」の在留資格については、法務

省令において、「退去強制令書の円滑な執行に協力する外国政府又は地

域の権限ある機関の発行した旅券を所持していること」と規定されてい

ることから、被退去強制者を引き取らない国の国民に対して、在留資格

認定証明書を交付しない。また、その他の在留資格についても、被退去

強制者を引き取らない国の国民に対しては、在留資格認定証明書交付申

請に対する審査及び入国審査に際して、厳格な審査を実施する。

〔法務省〕《施策番号216》

法務省

「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の特定技能の在留資格に係る基準の規定に基づき退去強制令書の円滑な執行に

協力する外国政府又は出入国管理及び難民認定法施行令第一条に定める地域の権限ある機関を定める件」において、退去強制令書の円滑な執行に協

力しない国・地域を規定し、当該国・地域の外国人の受入れは認めない旨を定めている。

また、在留資格認定証明書交付申請時の審査において、当該国・地域の外国人でないことを厳格に審査することとしており、その他の在留資格につ

いても、当該国・地域の外国人については厳格に審査している。

被退去強制者を引き取らない国の国民に対して、より効果的に厳格な上陸審査を実施するため、所要の調査・分析を実施中である。

左記規定に基づき引き続き、適正かつ円滑な運用を行っていく。

左記調査・分析結果を踏まえ、全国の空海港において、厳格な上陸審査を実施する。

217

外国人を収容する施設等においては、引き続き通訳・翻訳体制の充実を

進めるなど、外国人被収容者処遇等の充実を図る。

〔法務省〕《施策番号217》

法務省

保護観察及び生活環境の調整に当たり、保護観察の対象となる者やその引受人等が日本語での意思疎通が困難である場合、外国語で記載された保護

観察等説明書を活用するほか、通訳者の協力を得るなどして、適切な処遇等を実施している。

また、医療観察対象者やその家族等が、日本語での意思疎通が困難である場合、通訳者の協力を得たり、外国語で記載された説明書を活用したりし

て、医療観察制度に基づく地域社会における処遇等を適切に実施している。

今後も上記の取組を実施していく。

国際対策室が設置されている刑事施設に国際専門官や民間通訳人を配置・契約して、希少言語も含めて翻訳・通訳業務を実施しているほか、その他

の矯正施設においても必要時に国際対策室による翻訳、テレビ遠隔通信システムによる通訳の共助等を実施している。

引き続き、収容状況に応じた通訳・翻訳体制の在り方について検討を進めていく。

215

帰国用臨時旅券の職権発給を拒み、送還対象者の身柄の引取りを行わな

いなど、退去強制手続に協力しない国が存在することにより、退去強制

令書の執行に困難が生じているところ、こうした国について、二国間協

議や送還忌避者の身柄引取りに特化したハイレベルな交渉の場等を通じ

て、身柄の引取りに協力するよう交渉を進めていく。

〔法務省、外務省〕《施策番号215》


